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令和４年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

     第１日（令和４年６月７日 火曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 会議録署名議員の指名 

   第２ 会期の決定 

    ○諸般の報告 

   第３ 議案第１号から議案第１１号まで 

      議案第 １号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて 

      議案第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第 ４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      議案第 ５号 令和４年度宿毛市一般会計補正予算について 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分 開会 

○議長（寺田公一君） これより、令和４年第

２回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定

により、議長において三木健正君及び川田栄子

君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から６月２２日ま

での１６日間といたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から６月

２２日までの１６日間と決定いたしました。 

 この際「諸般の報告」をいたします。 

 去る５月２５日に開催されました第９８回全

国市議会議長会定期総会において、岡﨑利久君、

松浦英夫君が議員１５年以上の一般表彰を受け

られました。 

 本席から、多年にわたり地方議会に貢献され

ましたこの功績と名誉に対し、衷心よりお祝い

を申し上げます。 

 市長から、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定に基づき、５月３１日付をもって、令和

３年度宿毛市清掃公社事業実績報告書及び決算

書並びに監査報告書、令和４年度宿毛市清掃公

社事業計画及び予算書が提出されましたので、

お手元に配付いたしました。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を本日午後３時と定めますの

で、質問者は期間内にその要旨を文書で通告し

てください。 

 なお、閉会中の議員派遣及び事務的な報告書

につきましては、お手元に配付いたしました文

書のとおりでありますので、これにより御了承

願います。 

 市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 皆様、おはようござい

ます。 

 本日は、令和４年第２回宿毛市議会定例会に

御参集いただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

 先ほど、議長からも報告がありましたように、

全国市議会議長会定期総会におきまして、岡﨑

利久議員、松浦英夫議員が議員１５年以上の一

般表彰を受けられました。この栄誉に対しまし

て、心からお祝いを申し上げますと共に、ます

ますの御活躍を御祈念申し上げます。 

 誠におめでとうございます。 

 それでは、報告事項につきまして、御説明申

し上げます。 

 報告第１号から第５号までは、令和３年度予

算の繰越明許費の報告についてでございます。

順を追って御説明いたします。 

 報告第１号は、令和３年度宿毛市一般会計予

算繰越明許費としまして、市庁舎改修事業ほか

４２事業、総額２２億２，７７０万３，０００

円を、報告第２号は、令和３年度宿毛市特別養

護老人ホーム特別会計予算繰越明許費としまし

て、施設改修事業１，４０９万１，０００円を、

報告第３号は、令和３年度宿毛市学校給食事業

特別会計予算繰越明許費としまして、給食セン

ター改築実施設計委託事業２，６６９万３，０

００円を、報告第４号は、令和３年度宿毛市下

水道事業特別会計予算繰越明許費としまして、

ストックマネジメント事業ほか１事業、総額４，

５８４万５，０００円を、報告第５号は、令和
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３年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計予算繰

越明許費としまして、国民宿舎空調改修事業、

２９５万９，０００円を、それぞれ繰越計算書

のとおり、令和４年度に繰越ししましたので、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定によ

り、御報告申し上げるものでございます。 

 報告第６号は、令和３年度宿毛市水道事業会

計予算繰越の報告でございます。 

 関係機関との工期調整に不測の日数を要した

ため、市道大深浦線配水管布設替え工事、３，

１２４万円を、令和４年度に繰越しをしました

ので、地方公営企業法第２６条第３項の規定に

より、報告するものでございます。 

 報告第７号は、令和３年度宿毛市一般会計予

算事故繰越の報告についてでございます。 

 令和２年度から令和３年度へ繰越しておりま

した道路新設改良事業ほか２事業につきまして、

移転補償や用地取得に伴う調整、災害復旧工事

の急増による資材不足、及び周辺地区との調整

などに不測の日数を要したため、総額１億３，

１２６万１，０００円を繰越計算書のとおり、

令和４年度に事故繰越しましたので、地方自治

法施行令第１５０条第３項の規定により、御報

告申し上げるものでございます。 

 次に、令和３年度の各会計の決算状況につき

まして、お手元に配付しております資料をもと

に、その概要を御説明申し上げます。 

 一般会計では、実質収支は、約７億８，３１

６万円の黒字決算となり、剰余金のうち、４億

円を財政調整基金に積立てをいたしました。 

 特別会計では、介護保険事業、後期高齢者医

療の２会計が黒字決算となっております。今後

も給食センターなど、大型の建設事業が控えて

おりますので、引き続き、適正で効率的な行財

政運営を推進してまいります。 

 議員の皆様方におかれましては、今後とも、

より一層の御支援御協力を賜りますようお願い

申し上げまして、報告事項の説明とさせていた

だきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（寺田公一君） 以上で、諸般の報告を

終わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第１１号まで」

の１１議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 引き続きまして、御提

案申し上げました議案につきまして、提案理由

の説明をいたします。 

 議案第１号は、固定資産評価審査委員会委員

の選任につき同意を求めることについてでござ

います。 

 固定資産評価審査委員会委員３名のうち、１

名の委員が任期満了となりますので、現委員の

山本卓助氏を引き続き選任することについて、

地方税法第４２３条第３項の規定により、議会

の同意を求めるものでございます。 

 議案第２号から第４号までは、令和４年９月

３０日をもって任期満了となる３名の人権擁護

委員につきまして、現委員の１名の方と新たに

２名の方を人権擁護委員候補者として推薦する

にあたり、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 議案第５号は、令和４年度宿毛市一般会計補

正予算についてでございます。 

 総額で４億１，３２６万３，０００円を追加

しようとするものです。 

 歳入で増額する主なものは、国庫支出金７，

３００万２，０００円、基金繰入金２億６，７

０４万９，０００円となっております。 

 一方、歳出で増額する主なものは、国の新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用した事業として、商工費でコロナ対策地
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域振興券事業１億１，３１１万９，０００円を

計上しております。 

 また、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金と、デジタル田園都市国家構想推

進交付金を活用して、行政のデジタルサービス

を市民にナビゲートするアプリの導入と、医療

介護情報連携システム「はたまるねっと」との

連携による健康増進施策の推進を図るデジタ

ル・ヘルスケアによる安心して暮らせるまちづ

くり事業９，３７７万円を計上しております。 

 また、衛生費においては、脱炭素化に向けて

再生可能エネルギーを活用するための計画作成

費として、再生可能エネルギー導入に関する調

査分析事業１，９８０万円を計上しております。 

 議案第６号は、令和４年度宿毛市国民健康保

険事業特別会計補正予算についてでございます。

総額で５０万円を増額しようとするもので、内

容としましては、新型コロナウイルスに感染し、

または感染が疑われる被保険者への傷病手当金

に対する国の財政支援の適用期間が、昨年度末

から今年９月末まで延長となったため、引き続

き傷病手当金を支給しようとするものです。 

 議案第７号は、令和４年度宿毛市特別養護老

人ホーム特別会計補正予算についてでございま

す。総額で１０７万円を増額しようとするもの

で、内容としましては、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用して、入浴

介助用リフト等を導入しようとするものです。 

 議案第８号は、令和４年度宿毛市学校給食事

業特別会計補正予算についてでございます。総

額で２，７３４万１，０００円を増額しようと

するもので、内容としましては、新型コロナウ

イルス感染症の長期化などによって、食材費な

どが高騰していることから、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、

給食費の負担軽減を図ろうとするものです。 

議案第９号は、宿毛市津波避難タワーの設置及

び管理に関する条例の制定についてでございま

す。 

 内容につきましては、中央五丁目及び駅前町

二丁目に整備している２基の津波避難タワーの

設置及び管理に関する条例を、地方自治法第２

４４条の２第１項に基づき制定しようとするも

のです。 

 議案第１０号は、宿毛市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、昨年度に引き続き、新

型コロナウイルス感染症の影響により、一定程

度収入が減少した被保険者に対して国民健康保

険税の減免を行うために、本条例の一部を改正

しようとするものです。 

 議案第１１号は、宿毛市介護保険条例の一部

を改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、議案第１０号と同様、

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程

度収入が減少した被保険者に対して介護保険料

の減免を行うために、本条例の一部を改正しよ

うとするものです。 

 以上が、御提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

 どうかよろしく御審議の上、適切な御決定を

いただきますようお願い申し上げまして、提案

理由の説明とさせていただきます。 

○議長（寺田公一君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、６月８日から６月１０日

まで休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、６月８日から６月１０日まで休会す

ることに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 
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 ６月８日から６月１２日までの５日間休会し、

６月１３日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時１５分散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（寺田公一君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１、「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 皆さん、おはようご

ざいます。１２番、松浦でございます。ただい

まより通告しております内容について、市長並

びに教育長に対し、一般質問を行います。 

 この議場で初めてのことでもあり、そしてま

た、久しぶりの一番バッターということで、大

変緊張しておりますけれども、よろしくお願い

いたします。 

 世界を見ても、今なおロシアは、ウクライナ

へ強力な軍事力を持って侵攻が続いておりまし

て、世界中の各地からロシアへの非難と、即時

停戦と平和を求める声が上がっていることが大

きく報道されております。 

 私たち社民党は、平和憲法を守るとの立場で

あり、今回のロシアによるウクライナ侵攻は、

到底容認することができません。 

 また、いかなる理由があるにせよ、全ての国

による戦争にも反対であります。そうした立場

を明確にしておきたいと思います。 

 今回、私が質問する内容は、２点についてで

ありまして、市長の憲法についての認識と、そ

れに基づく中山間地域の対策、そして教育長に

対し、鵜来島戦争遺跡調査活動の感想と、今後

の取組について、私なりにお伺いいたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まずはじめは、市長の中山間地域

対策についてお伺いいたします。 

 まず、初めは、国民の生存権についてうたっ

た憲法２５条についてでありますが、その条文

では、すべて国民は、健康で文化的な最低限度

の生活を営む権利を有する。 

 また、第２号では、すべての生活部面につい

て、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及

び増進に努めなければならないとあります。 

 この条文について、市長としてどのように考

えているのか、その認識について、まずお伺い

をいたします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 松浦議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 日本国憲法第２５条は、先ほど議員からもお

っしゃられましたが、全ての国民が健康で文化

的な最低限度の生活を営む権利と、国家の社会

的責務に関して規定しているとの認識をしてお

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 次の質問に移ります

が、この条文にあります、健康で文化的な最低

限度の生活ということについては、どのように

理解をしているのか、市長としての所見をお伺

いいたします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 健康で文化的な最低限度の生活につきまして、

憲法には、その明確な基準は示されておりませ

ん。 

 健康で文化的な最低限度の生活という表現に

つきましては、極めて抽象的で、総体的な概念

でありまして、その具体的内容については、経

済や社会的条件、一般的な国民生活の状況など、

その時代背景との相関関係において判断される

ものと理解しておるところでございます。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） これから本題に入る

わけですけれども、中山間地域対策。 

 昨年の１２月議会の中で、集落の実態調査に
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ついて、宿毛市独自の実態調査について質問し

た経過がありますが、宿毛市独自の調査につい

ては、市長は否定をされました。 

 しかし、市長は、私への答弁の中で、宿毛市

でも６５か所での調査があったとのことであり

ますが、宿毛市での対象となった集落はどこで

あるのか、主な所で構いませんので、お示しを

いただきたいと思います。 

○議長（寺田公一君） 企画課長。 

○企画課長（上村秀生君） 企画課長、松浦議

員の一般質問にお答えいたします。 

 議員からの御質問にありましたとおり、昨年

度、高知県により県内のおおむね５０世帯未満

の集落を対象に、１０年ぶりに集落実態調査が

実施されました。 

 本市におきましては、当初、６５の集落が調

査対象となりましたが、集落との調整がつかな

った等の理由により、結果的に５９の集落に対

して調査が行われております。 

 調査対象となった具体的な集落名につきまし

ては、特に人口の少ない集落では、公開するこ

とにより個人が特定される恐れがあるため、非

公開とすることが、調査の実施主体である高知

県より求められておることから、お示しするこ

とはできないこととなっております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 個人情報という部分

があるということで、法は法で、遵守しなけれ

ばならないということでありまして、特定でき

る集落もあり得る可能性が、全てではないと思

います。 

 けれども、それでもこの実態調査の中間報告

を出すことによって、集落名を出すことによっ

て、その集落が特定できる。個人情報に該当す

る。分かりました。 

 今、答弁ありましたように、高知県は県下の

集落の実態調査を、昨年６月から本年の１月に

かけて行ってまいりました。その調査結果をも

とにして、今後の高知県の中山間地域の対策に

生かそうと考えております。 

 このほど、その調査結果についての中間報告

という形ではありますが、報告があったとのこ

とであります。 

 新聞報道によりますと、県下の集落において、

１０年前と比べて高齢化が進む等大きく衰退し

ているとの報告がなされました。高知県が行っ

た調査についての中間報告について、どのよう

な内容であるのか、そしてどのように受け止め

ておるのか、市長の所見をお伺いいたします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 今回の集落実態調査の結果を見ますと、人口

減少や高齢化のため、地域としての機能が低下

をし、主要産業が衰退している状況、また、集

落の今後については、現在より衰退しているで

あろうと考える人が７割を超えるなど、集落を

取り巻く厳しい現状が、改めて明らかになった

ところでございます。 

 その一方で、多くの方が集落への愛着や誇り

を感じ、８割近くの方が今の集落に、これから

も住み続けたいと答えるなど、それぞれの集落

に対する変わらない思いなども再認識をするこ

とができました。 

 また、集落の活性化のために必要とする取組

や、今後、取り組みたいことの回答といたしま

して、移住者の受入れに関することや、近隣集

落との連携を挙げる方が多くいらっしゃいまし

たので、この結果を参考に今後の施策に生かし

ていきたい、そのように考えているところでご

ざいます。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 私としては、この調

査結果の中間報告を受けて、今後の宿毛市にお
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いても、行政施策と言いますか、中山間地域の

対策に反映すべきであると考えます。 

 先ほども触れましたが、高知県はこの調査結

果を基にして、今後の高知県における中山間地

域の対策に生かそうと考えているようでありま

す。 

 先ほど、市長の答弁があったと思いますけれ

ども、宿毛市として、今回の中間報告を受けて、

行政施策として、どのように反映しようと考え

ているのか。今後の取組み方について、お伺い

をいたします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 集落実態調査を実施をしました高知県として

は、集落活動センターのこれまでの取組や、今

回の調査結果から見えてきた課題といたしまし

て、センターがカバーしていない地域への支援

が必要であることを挙げ、今後はセンターの構

成集落に入っていない、小さな集落に活力を生

み出す取組を実施することとしているところで

ございます。 

 本市におきましても、住民の方が、それぞれ

の集落で暮らし続けることができるよう、集落

を維持するために、今回、明らかになった集落

の活性化に対する住民の思いを参考にしながら、

高知県と連携し、調査結果により浮かび上がっ

てきた様々な課題の解決に向けて、取り組んで

まいりたいと考えております。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） ということは、具体

的には、まだこういう事業を行いたいとかいう

部分についての案というか、考え方というか、

それはないわけですね。 

 その点を伺いいたします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 非常にこの問題に関しましては、多岐にわた

って、いろいろな原因であるとか、また、いろ

いろなことが作用しているというふうに考えて

いるところでございます。 

 アンケート結果、出たばかりでございますの

で、そちらのほう、しっかりと分析をしながら、

また高知県のほうとも連携をしながら、取組を

していきたいと考えております。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） しっかり高知県と協

議をして、宿毛市における中山間地域対策、全

力で取り組んでいただきたいということを申し

上げて、次の質問に移ります。 

 御案内のとおり、沖の島は高知県唯一の有人

の離島であります。宿毛市の産業や観光行政を

考えると、沖の島はなくてはならない重要な位

置づけではないかと思います。 

 私としては、何事を見ても、離島という厳し

い生活環境であるがゆえに、街区で生活してい

る方には当たり前であっても、当たり前に行わ

れていない、非常に残念でなりません。 

 早急な対策を講じるべきであると考えます。 

 先ほど、生存権をうたった憲法２５条につい

て質問いたしましたが、どこで生活しても、皆

同じく生活ができるように、早急に準備をしな

ければなりません。 

 中山間地域の対策といいますか、離島対策の

一つであり、早急に対策を講じなければならな

い課題の一つとして挙げられるのは、離島や地

理的に便利の悪い地区のし尿処理問題でありま

す。 

 特に離島である沖の島で生活される方にとっ

て、日常の生活を営む上で、大変重要な課題で

はないでしょうか。 

 この問題については、この３月議会において、

同僚である市民クラブの山戸議員が質問した経

緯があります。この質問を通じて、宿毛市の行
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政としての責務等については、多くは明らかに

なりましたが、なお関連する問題について、以

下、質問をいたします。 

 この問題を解決していくことは、宿毛市にと

っても頭の痛い課題であると思います。 

 しかし、早急に取り組まなければならない重

要な課題でもあると思います。具体的にどのよ

うな取組をしなければならないと考えているの

か、今後の取組についてお伺いをいたします。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） 環境課長、松浦議

員の質問にお答えいたします。 

 沖の島・鵜来島のし尿処理に関しましては、

起重機船を使用しまして、バキュームカーを島

まで海上輸送した上で、幡西衛生業組合に収集

業務を依頼しており、平成２４年度から現在の

方法で実施しております。 

 起重機船を使用して、バキュームカーを海上

輸送することから、収集実施日の数カ月前には

島民の方々に要望調査を実施しまして、希望者

リストと地図作成を担当課で行うため、当日の

急な収集依頼には対応できず、また希望者が多

い場合には、バキュームカーのタンクの容量の

関係で収集ができないといった状況も発生する

など、島民の皆様には御迷惑をおかけしており

ます。 

 市としましては、収集回数を増やすなどして、

希望者全員の収集が可能となるよう、取り組ん

でいるところでございます。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 今の答弁は、３月議

会で山戸議員に対して答えた部分と重複すると

言いますか、重なり合う部分であろうかと思い

ますけれども。 

 次の質問に移ります。 

 先日、沖の島開発促進協議会の役員会に参加

させていただきました。 

 沖の島開発促進協議会から、毎年、宿毛市に

陳情活動がなされておりまして、その陳情項目

には、必ずこの問題が含まれております。 

 毎年行っています沖の島開発促進協議会から

の陳情に対し、宿毛市の答弁書を拝見いたしま

した。 

 その中で宿毛市は、今後もよい方法を模索し

ていくが、今のところ現状の方法で継続してい

くとのことであります。 

 促進協議会から陳情された内容について、ど

のように検討しているのか、まずお伺いをいた

します。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） 環境課長、お答え

いたします。 

 陳情の内容につきましては、島民の方々の高

齢化が進み、現在の延長ホースを使用した収集

方法では、延長ホースの設置や片づけが大変で、

いつまで続けられるのか不安であるため、別の

方法を検討していただきたいというもので、担

当課としましては、他自治体の取組事例など情

報収集を行い、現在の延長ホースでの収集方法

と比較検討を行っているところでございます。 

 一例で申しますと、市で軽自動車バキューム

カーを用意し、島内の方に収集業務を依頼する

方法や、陳情内容にもあります塩ビパイプを設

置する方法などが挙げられますが、設置費用や

経費負担の問題など、それぞれ一長一短あり、

現在の延長ホースを設置する方法で収集業務を

行うことが、最も安定的に収集業務を継続実施

できるものと判断したものでございます。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 次の質問に入る内容

の答弁に、今の部分、含まれると思いますけれ

ども、現在の方法である延長ホースの設置によ
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る収集業務についても、どの山間部でも同じで

ありますように、高知県が行った集落の実態調

査でも明らかにされましたように、ますます高

齢者が増えて、このままでは将来的に現在の延

長ホースの設置による収集業務についても、事

業を継続していくことに対して難しく、皆さん

が大変不安に思っておるところでございます。

どうしても行政の強力な取組が求められます。 

 今日、この状況について、実態をどのように

把握されておるのか、まずお伺いいたします。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） お答えいたします。 

 沖の島・鵜来島でのし尿の収集業務を行う際

には、環境課職員も島に同行しまして、作業内

容の確認を行っておりますので、島の人口減少

や高齢化などにより、延長ホースの設置作業が

困難となりつつある状況、また島民の方々が大

変御苦労されている状況に関しましては、少な

からず承知しておるところでございます。 

 延長ホースの設置作業員の確保に関しまして

は、鵜来島地区では渡船業者の御理解のもと、

設置作業を御協力をいただくことで、設置作業

や収集業務が実施できております。 

 今後も地元の方々から情報をいただく中で、

延長ホース設置作業に御協力いただける方の掘

り起こしを行ってまいりたいと考えております。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 平成２４年に始まっ

たこういう事業、１０年以上経過しておるわけ

ですけれども、それでも対応を任せっきりとい

うことでありますけれども、これについては、

どう理解しておりますか。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） 環境課長、お答え

いたします。 

 延長ホースの設置作業につきましては、島民

の方に御協力いただいてはおりますけれども、

沖の島の支所の職員の方に設置作業、前日にス

ケジュール調整しながら、併せて設置作業を行

っておりますので、任せっきりというような認

識はなくて、市としては、現状ではやれるとこ

ろで、設置作業を含めて実施しているというふ

うには判断しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 先ほど質問したよう

に、住民の皆さんの高齢化の問題、少子高齢化

の問題。平成２４年に始まって今日まで、同じ

人が同じ作業に従事を、ボランティアという形

でされておるわけですけれども、人口の増える

可能性は全くないという状況の中で、１０年以

上も、同じ作業を続けておるという、見通しと

いうか、甘さというか、どこか何か対策を早急

に考えなければならない問題であろうと思いま

すけれども、これについての答弁を求めます。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） 環境課長、お答え

いたします。 

 鵜来島地区での説明でもありましたように、

渡船業者であったり、それから地元の方々で、

移住者であったりというふうに、松浦議員は、

人口、増えてはいないというお話でしたけれど

も、若い方々がいるという話は、担当課では把

握はできておるつもりですので、先ほどの答弁

にもなりますけれども、延長ホース設置作業に

御協力いただける方の掘り起こしを、今後、担

当課としては実施していく予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） ぜひ強力な取組を求

めておきたいと思います。 

 今後の取組について、協議をする場合には、

何よりも収集業者である幡西衛生業組合の皆さ

んや、地元の方々の理解と協力が必要であると
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考えます。 

 よって、今後の取組について、宿毛市はもち

ろんのこと、地元の住民の代表や幡西衛生業組

合の方々を含めた協議の場の設置を提案したい

と思いますが、このことについて市長の所見を

お伺いいたします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 島のし尿収集業務に関しましては、毎年、幡

西衛生業組合や、台船業者と日程調整に始まり

まして、悪天時の中止の際の連絡体制の確保、

島で効率的に収集業務を実施するための打ち合

わせなど、準備等に相当な時間を費やしている

ところでございまして、また収集作業終了後に

は、改善点などを抽出するための反省会も開催

をしているところでございます。 

 地元からの意見や要望につきましても、先ほ

ど来、議員おっしゃられます沖の島開発促進協

議会や、そしてまた支所、区長を通じて、いろ

いろと言っていただける体制を整えております

ので、御意見を聞くことができているというふ

うに感じているところでございます。 

 し尿の収集に特化した、そういった協議会の

設置については、現時点ではそういったことも

ありまして、考えていないといった状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 協議会の設置は考え

ていないということであります。 

 先の３月議会での山戸議員に対して、住民負

担に対する補助制度や、収集業者に対する損失

補填策に関しても、他市町村の取組を参考にし

ながら、しっかりと宿毛市としても検討してま

いりたいと、市長の誠意ある答弁がありました。 

 このように、多くある課題の解決に向けて、

どのような取組をしてきたのか、その状況につ

いてお示しをいただきたいと思います。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） 環境課長、お答え

いたします。 

 他市町村の補助制度や、事業内容に関しまし

ては、参考事例も含めまして、随時、情報収集

を行っているところです。 

 その中で、本市において、導入効果が高いと

考えられる事例や補助制度に関しましては、担

当職員が補助金の利用状況や実績額、予算額等

について問い合わせるなどの作業を行っている

ところです。 

 得られた情報等を基に、今後、事業実施の可

能性について検討してまいります。そのような

状況でございます。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 御苦労さまです。 

 市長、今後も宿毛市として検討してまいりた

いと、誠意ある温かい答弁をいただいたという

ことでありますけれども、市長としてはどのよ

うに考えていますか。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 非常に、問題になっているというふうに理解

しています。 

 先ほど、松浦議員から１０年以上といったこ

とでやっているのに、何も変化がないというよ

うなところでございました。 

 １０年ほど前、自分も少し記憶しているので

すが、その時はたしかホースを補助金というか、

買うに当たって、うちの議会の予算通っている

と思います。そのときのお話を、今回の質問に

対して思い起こしたわけですが、当時、島の

方々、そういった形の中で、ホースを独自に引
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くと予算もかかるという形の中で、できるだけ

負担を減らそうということで、市がそういった

補助をして、島の方々が自分たちで引くからと

いうことで、協力をいただきながらやった事業

というふうに理解をしております。 

 島のみならず、いろんなところで生活をされ

ている方々がおられて、その場所場所によって、

いろいろな形で、ほかの地域よりも負担がかか

ったり、また大変な思いをされて、生活をされ

ているということについては、自分自身も承知

をしているところでございます。 

 そういった形の中で、先ほど来、お話に出て

おります、最低限の人間らしい生活をするため

に、やはりこの問題、しっかりと取り組まない

といけないと思っておりますので、台船の準備

であるとか、本当に予算も人も時間もかかって

いるところでございまして、決して協議をせず

に、宿毛市の職員が関わらずに、ほおっている

ような事業、そういった状況ではございません。 

 これからも環境課の職員、しっかりと対応し

ていただいて、これからも対応をしながら、ど

ういうふうな形で進めていくのがベストなのか

考えていきたい。 

 そして、そういったことを協議している最中

だというふうに、御理解願いたいと思います。

以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） 私自身も、平成１９

年６月議会からずっと訴え続けてきた事案でご

ざいます。その結果、平成２４年から延長ホー

ス、県の補助金をいただく中で延長ホース、高

齢化による事業、幡西衛生業組合の皆さんの提

言を受けながら、そういう形で、現在の方向で

進んでおる。 

 年間約８００万円近く、７５０万円、１０年、

７，５００万円の予算を投入してでも、この問

題を取り組まなければならないと考える宿毛市

の行政、理解をいたしますけれども、この１０

年経過する中で、先ほど、私が質問したように、

憲法２５条にうたわれている生存権の問題、す

べての国民は健康で文化的な最低限度の生活を

営む権利を有するとうたわれておりますけれど

も、これが誠に、そのとおりになってない。非

常に強い怒りを覚えるわけでございます。 

 先ほど質問したように、市長は３月議会で、

こういう検討をしてまいりたい、今、検討中と

いうことでございます。ぜひこの３月議会で、

山戸議員に対して答弁した部分を、具体的に進

めていただきたいと思います。 

 ほかの市町村のことは関係ないと思うんです。

宿毛市はどうしたいんだ。この問題については、

どうするんだという、考え方を示すべきではな

いかなというふうに思います。よろしくお願い

します。 

 次に、文化財の保護行政について、教育長に

お伺いいたします。 

 教育長は、令和３年６月議会において、私の

文化財保護行政についての質問の中で、私も折

を見て現地を視察してみたいとの答弁をされま

した。昨年も何回か調査活動を行いましたが、

これまで教育長自身の健康問題があり、参加で

きませんでしたけれども、この４月９日に行っ

た１２回目となる調査活動に参加をしていただ

きました。 

 施設の建設から約８０年経過し、山頂付近や

山頂近くの兵舎跡は大木に覆われていますが、

このほど、環境省から大木の伐採についての答

弁をいただきました。 

 鵜来島は御案内のとおり、足摺宇和海国立公

園の一角に占めております。簡単に切れるもの

ではないということが分かったわけでございま

すけれども、これについて、環境省から許可を

いただきました。 

 これを受けて、これからの調査活動には弾み
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がつくものと思います。 

 これまで、過去１１回の調査活動には、県内

外の方々をはじめ、地元である鵜来島地区の有

志をはじめ、鵜来島を守る会の皆さん等、多く

の皆さんに御協力いただきました。心から感謝

を申し上げます。 

 教育長におかれましては、初めてということ

でもあり、慣れない作業等で大変お疲れさまで

した。本当にありがとうございます。また御苦

労さまでございます。 

 そこで、早速お伺いいたしますが、初めて現

地の調査活動に参加されて、どのような感想を

持たれたのか、まず教育長の所見をお伺いいた

します。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（鎌田勇人君） お答えいたします。 

 令和３年６月議会の答弁の後、私自身は７月

３０日に初めて龍頭山の戦争遺跡を視察し、当

時の逼迫した戦争状況を実感したことでした。 

 その後、本年４月９日、松浦議員からの調査

活動のお誘いに、十四、五名のボランティアの

方々と参加させていただきました。 

 私は、調査というよりは、環境整備をすると

いうことで、砲台跡周辺の草刈りや、弾薬庫跡

にたまった泥の撤去などを、主に行いをいたし

ました。 

 戦時中に整備された軍道を山頂の砲台跡まで

たどったわけですけれども、道中は相当に険し

く、また実際の作業も正直に言って手作業のた

め、大変労力のいる作業でございました。 

 砲台などの軍施設の建設には、大変な労苦が

あっただろうと痛感したことでした。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） おつかれでした。１

点だけお伺いしますけれども、宿毛市教育委員

会として、今後、この鵜来島にある戦争遺跡に

ついて、どのような取組が必要であると考えて

おるのか、お伺いいたします。 

 宿毛市としての今後の取組、並びに教育長と

しての所見をお伺いいたします。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（鎌田勇人君） お答えいたします。 

 鵜来島の戦争遺跡への取組につきましては、

令和元年１２月議会及び令和３年６月議会でも、

高知県が取り組んでいる旧陸軍歩兵第４４連隊

跡地の保存活用の推移を注視していく旨の答弁

を行いました。 

 関連しまして、本年の高知県２月議会におき

まして、濵田知事より、この跡地につきまして

は、県の所有化が完了し、保存活用の検討を進

めているところで、併せて県下３０か所の戦争

遺跡の調査を行い、市町村と保存の在り方を協

議する予定との発言がございました。 

 沖の島の基地跡も、この３０か所に含まれて

おりますので、今後、全県下的な保存の在り方

の議論に、私も加わっていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １２番松浦英夫君。 

○１２番（松浦英夫君） どうしても財政的な

面からしても、高知県の力を借りる、行政とし

ての力を借りる、これはまた大変必要なことで

あると思います。 

 ぜひ、私としては、貴重なものであるという

認識はいたしておりますので、宿毛市教育委員

会としても、そこら辺りを踏まえて、対応をし

っかりとしていただきたいということを申し上

げて、私の質問を終わります。 

 前段申し上げました、離島におけるし尿処理

の対策の問題、これも、行政としては喫緊の課

題であるというふうに思いますので、それにつ

いても、しっかりとした対応をお願い申し上げ

まして、私の質問を終わります。 
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 ありがとうございます。 

○議長（寺田公一君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１０時３９分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時５１分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 皆さん、おはよう

ございます。公明党の野々下でございます。た

だいま、議長よりお許しをいただきましたので、

通告に従いまして一般質問を行ってまいります。 

 まず初めに、今年２月２４日に始まったロシ

アによるウクライナへの侵攻は、本日で３カ月

と２０日、第２次世界大戦以降で最大の武力紛

争となる様相を呈してまいりました。 

 この紛争による犠牲者は、民間人を含めて、

双方で数万人規模となり、ウクライナで家を追

われた人は１，４００万人を超えるとの報道も

あります。 

 亡くなられた皆様に心から哀悼の意をささげ

るとともに、１，４００万人も家を追われ、ま

た日本にも１，０００人を超える方たちが避難

をしてきております。その皆様に心からお見舞

いを申し上げる次第でございます。 

 一般質問に入ります。 

 この紛争により、世界経済の秩序は乱れ、日

本経済にも大きな影響が現れてきております。

この侵攻を背景に、サプライチェーン（原材料

から製品が消費者の手に届くまでの一連の流れ）

の逼迫を招き、また円安や資源高を受けて、国

内では既に素原材料から中間材への価格転嫁が

進んでおり、建設資材の高騰や品不足により、

建設現場の計画や工期に影響を及ぼしてきてお

ります。 

 本市においても、５月３０日の臨時会で、こ

れから着工を控えた道の駅すくもサニーサイド

パークの工事費用は、建設資材の高騰等により、

予算不足となり追加補正となっております。 

 そこで、これから本市においては、年度内に

着工し、令和６年度供用開始を予定をしており

ます学校給食センター建設事業が控えておる次

第でございます。 

 ロシアのウクライナ侵攻も長期化するとの予

測もあり、さらなる資源、資材の高騰が予想さ

れており、この現状の中で、実施設計、着工と

なるわけでありますが、予算、工期等、どのよ

うに考えておられるのか、お伺いをいたします。 

○議長（寺田公一君） 学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長（平井建一君） 学校

給食センター所長、お答えいたします。 

 質問内容にもありました新型コロナウイルス

感染症の影響が長期化する中、ロシアによるウ

クライナへの軍事侵攻の影響を受け、原油の高

騰をはじめ、あらゆる物の価格が高騰しており、

議員の懸念される、給食センター建設に当たり

ましては、建設資材の高騰についても承知して

いるところです。 

 現在、給食センターの設計業務につきまして

は、３月に基本設計を終えましたが、資材高騰

の影響から、基本設計時点の建設事業費は、計

画当初の約２倍で提示をされました。このこと

から、４月、５月の２カ月をかけ、建物のダウ

ンサイジングや、資材のグレードダウンを図り、

約１．６倍までの事業費の圧縮に取り組んでま

いりました。 

 今後の資材価格の状況としましては、なかな

か予測困難でありますので、５月末時点で実施

設計に移行し、詳細図の作成を行っているとこ

ろであります。 

 委託業務の完了は、本年の１２月を予定して

おり、建設工事の発注につきましては、貴重な

財源を有効に使うため、また高騰する建設資材
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の推移を見据え、適切な工事着手のタイミング

を慎重に判断してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 答弁ございました、

予算としては、基本設計の段階で２倍の提示を

された。しかし、建物も少し小さくしたり、グ

レードを落としたりということで、１．６倍ま

で圧縮してきたというお話でございました。 

 工期は、５月から実施設計に入っておるとい

うことで、１２月までで完了すると。 

 その後、発注していくということですが、資

材の価格の推移を見ながら、判断していくとい

うことでありますが、現給食センターの状況も

見据えながらということになってくると思いま

す。 

 給食センター、この一、二年は、本当に綱渡

りの状況できているわけでありますので、何十

年もこれから使用していくセンターになるわけ

でありますので、安かろう、悪かろうでは困り

ますので、そこは的確な判断をしていっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 続いて、原油価格・物価高騰など、総合緊急

対策についてお伺いいたします。 

 次に、今国会で４月２６日に決定をされた、

コロナ禍における原油価格・物価価格高騰など、

総合緊急対策として国費６．２兆円を充てるこ

とが決められており、その中に新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金が拡充され、

コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分１

兆円が創設をされております。 

 これにより、地方自治体が実施する生活に困

窮する方々の生活支援や学校給食等の負担軽減

など、子育て世帯の支援、また農林水産業者や

運輸、交通分野をはじめとする中小企業者等の

支援といった取組を、しっかりと後押しするこ

とが、総合緊急対策に明記をされております。 

 主な対策といたしまして、原油価格高騰対策、

エネルギー・原材料・食料等安定供給対策、新

たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企

業対策、コロナ禍において物価高騰等に直面す

る生活困窮者等への支援など、大きく５項目な

ど示されておるところでございます。 

 その中で、生活困窮者支援についてお伺いを

いたします。 

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期

化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低

所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた

生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世

帯に対する給付金、児童１人当たり５万円のプ

ッシュ型給付があります。 

 対象人数は、本市で何人おられるのか。併せ

てひとり親世帯分についてもお伺いをいたしま

す。 

○議長（寺田公一君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（朝比奈淳司君） 野々下議員

の一般質問にお答えをいたします。 

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活

支援特別給付金の対象者につきましては、令和

４年４月分の児童手当、または特別児童扶養手

当を受給している方、及び１８歳年度末までの

児童の養育者のうち、令和４年度の住民税が非

課税の方等となっており、児童数で２４１人を

見込んでおります。 

 また、ひとり親世帯分につきましては、令和

４年４月分の児童扶養手当の受給資格者、及び

家計急変により収入の見込額が児童扶養手当受

給対象の額となる方を対象としており、児童数

で３６８人を見込んでおり、両対象者合わせま

して６０９人となっております。 

 なお、令和４年４月分の児童手当、児童扶養

手当、特別児童扶養手当の受給者につきまして

は、議員おっしゃられるように、申請不要のプ
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ッシュ型給付で支給することとしています。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 再質問をさせてい

ただきます。 

 令和４年４月分の児童手当、特別児童扶養手

当を受給しており、住民税均等割が非課税の方

等の児童が２４１名、ひとり親世帯では、児童

扶養手当受給者と、家計急変によって収入の見

込みが児童手当対象者の額となる方の児童数が

３６８人で、計６０９人ということですが、国

の方針では、６月末までに支給が完了となると

示されておりますが、本市では、皆様に届くの

はいつ頃になるのか、支給時期についてお伺い

いたします。 

○議長（寺田公一君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（朝比奈淳司君） お答えいた

します。 

 支給時期につきましては、ひとり親世帯分を

６月１４日に、その他世帯分を７月初旬に支給

する予定としております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 丁寧な支給をお願

いいたします。 

 続いて、住民税非課税世帯等に対する給付金

の未申請世帯への令和４年度の課税情報を活用

した給付金、それぞれ対象者についてお伺いを

いたします。 

○議長（寺田公一君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（朝比奈淳司君） お答えいた

します。 

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

につきましては、令和３年分といたしまして、

６月７日現在で３，３４６世帯に給付を行って

います。 

 御質問いただいた令和４年度課税において、

新たに住民非課税世帯となり、支給対象となる

世帯数は６１３世帯を見込んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 再質問をさせてい

ただきます。 

 令和３年度分が、６月７日時点で３，３４６

世帯に給付を行ったということで、新たに令和

４年度課税において、住民税非課税世帯となり、

支給対象となる世帯は、新たに６１３世帯を見

込んでいるということですが、同じく支給時期

についてお伺いをいたします。 

○議長（寺田公一君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（朝比奈淳司君） お答えいた

します。 

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

の給付時期につきましては、システムの改修、

それから内容の精査等、ちょっと時間をいただ

きまして、８月上旬を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 皆さんの手元に届

くのは８月上旬ということですけれども、いろ

いろな事情があることだと思います。 

 ちなみに、令和３年度の本市の住民税非課税

世帯は４，０２１世帯、令和４年度は４，２５

４世帯が見込まれる状況にあるということで、

本市の全世帯数が６月１日時点で９，９６７世

帯、約４割強の方々がコロナ禍の追打もあり、

生活困窮に追い込まれておられる状況となって

おります。 

 どこかの町みたいに、慌てなくてよろしいで

すので、しかし、対象となる方が一人も漏れな

いように、丁寧な対応をお願いをしておきたい

と思います。 

 再質問を行いたいと思います。 

 このほかにも、総合緊急対策では、緊急小口
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資金などの特例貸付や、生活困窮者自立支援金、

住居確保給付金の特例措置の申請期限が６月で

あったのが、８月末まで延期をされております。 

 また、新型コロナウイルスの影響や、物価高

騰で生活に困窮する方に対して、住宅、生活、

就労、職業訓練の相談支援をワンストップで行

う窓口が、全てのハローワークに設置されたこ

となど、きめ細かい情報提供を行うべきと考え

ますが、所見をお伺いいたします。 

○議長（寺田公一君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（朝比奈淳司君） お答えいた

します。 

 今回の総合緊急対策におきましては、生活困

窮者自立支援金や、特例貸付等の生活困窮者に

対する様々な支援策についても拡充されており

ますが、家計的な自立こそが生活困窮に対する

不安解消の第一歩であると考えておりますので、

就労に向けた職業訓練の受講や、職業相談窓口

の案内など、自立支援に向けた総合的なサポー

ト窓口であるハローワークの取組を御活用して

いただけるよう、関係機関と連携を図りながら、

より一層の周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 窓口に来られた方

に対しては、しっかりと丁寧に対応していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 続いて、地方創生臨時交付金の活用について、

お伺いをいたします。 

 コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分

が創設され、高知県の市町村対応分として、３

６億７，２５６万１，０００円が充てられ、宿

毛市は１億３，２０８万６，０００円が交付を

されております。この交付金は、各自治体の判

断で、様々な事業に活用することができること

になっておりますが、本市においては、この６

月議会の補正予算で、宿毛市コロナ対策地域振

興券事業、１億１，３１１万９，０００円。ま

た、給食材料費（食糧費高騰対応分）として、

２，６９９万円として、この２つの事業が計上

されております。 

 本市には、市内には燃料高騰、また物価高騰

で大変な事業経営されている方たちも多くおら

れます。 

 そういう中で、この２つの事業に充てた理由、

またそれぞれの事業内容について、お伺いをい

たします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 野々下議員の一般質問

にお答えをさせていただきます。 

 今回、拡充されました地方創生臨時交付金は、

コロナ禍におきまして、原油価格や電気・ガス

料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者や、

事業者の負担の軽減を、地域の実情に応じまし

て、きめ細やかに実施できるようにとの趣旨で、

創設をされているところでございます。 

 このような交付金の趣旨に基づきまして、本

市では、宿毛市コロナ対策地域振興券事業と、

給食材料費高騰対応分等に交付金を充当するこ

ととして、今議会に提案をしているところでご

ざいます。 

 宿毛市コロナ対策地域振興券事業は、昨今の

物価高騰の影響は、全ての市民を直撃している

という認識のもと、全ての市民の負担を軽減し、

かつ地域経済の活性化を図ることを目的として、

計画しております。 

 事業内容につきましては、一人当たり５，０

００円の地域振興券を全市民に配付をし、宿毛

市内の店舗限定で消費に充ててもらおうとする

ものであります。 

 次に、給食材料費高騰対応分といたしまして、

給食材料費に交付金を充てた理由といたしまし
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ては、御質問にもありましたコロナ感染症の長

期化に加えまして、ロシアによるウクライナへ

の軍事侵攻の影響を受け、化石燃料関係、鉱物、

食材料の価格が高騰し、これに付随して農作物

の肥料、飼料に至るまで、高騰しているといっ

た現状でございます。 

 このような状況の中、宿毛市の給食材料でも、

生鮮野菜をはじめ、副食原材料となる魚や肉の

価格が高騰しており、献立の作成を行う栄養教

諭も、材料費の節約に創意工夫を重ねておりま

すが、材料の質や提供する量、児童生徒の好む

副食、これはおかずですが、こちらに応えてい

くことは困難となっておりまして、やむを得ず、

学校給食費の値上げを検討せざるを得ないとい

った状況を迎えました。 

 しかしながら、コロナ禍で疲弊した経済状況

下、子育て世帯の負担増は避けるべきだと考え

まして、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用し、子育て世帯の負担軽減、

児童生徒の喜ぶ副食、デザートなどの充実を図

りまして、また地場産、県内産にこだわった材

料を使用できる範囲の予算を計上したいという

ことにしたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 今、丁寧な御答弁

ありましたが、市長の答弁の中にもありました、

今回のコロナ対策の予算の趣旨として、物価高

騰等でダメージを受けた家計基盤を支えるとい

うことでは、限られた予算の中で、特定の事業

ということではなく、市民全体に５，０００円

分の地域振興券を配付して、市内で使っていた

だくということですので、市内の一定の活性化

があるのではないかと思います。 

 先ほどの数字にもあったように、４割を超え

る方たちが、大変な思いの生活を余儀なくされ

ていると考えると、この２つの事業も、良であ

ろうかと思います。 

 続いて、この交付金を給食に充てる期間につ

いて、お伺いをいたします。 

 また、コロナの収束状況、ロシア侵攻もどう

なるか分からない中で、今後も物価高騰が続く

可能性は十分にあります。そうなった場合、こ

の給食費はどのように考えておられるのか。こ

の給付金を充てても、次、１年後、これからど

うなっていくのかということをお伺いいたしま

す。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 コロナ対応地方創生臨時交付金の対象期間が

終わる令和５年３月３１日ですが、これ以降、

給食材料の高騰が続く場合に、給食費の値上げ

をするのかという趣旨の質問になろうかと思い

ます。 

 実際のところ、新型コロナの感染状況や、ロ

シアの軍事侵攻がいつ収束するのか。また、日

本経済への悪影響がいつ改善するのか分からな

いというのが、正直なところでございます。 

 長期化することが想定されるというのが、一

般的な見解と思うところでもございます。 

 このことからも、現時点で、令和５年３月３

１日までの交付金措置ではありますが、国内の

経済状況に改善が見られなければ、政府は改め

て何らかの経済対策を打つものと思われますの

で、当市といたしましては、国の動向に注視し

つつ、経済の回復が見られない段階で、子育て

世帯の負担増は、できる限り避けてまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 市長の答弁もござ

いました。経済の回復が見られない中で、子育

て世帯の負担増は、できる限り避けていきたい

ということで、一安心をしているところでござ
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います。 

 続いて、マイナポイント第２弾について、お

伺いをいたします。 

 マイナポイント事業は、マイナンバーカード

の普及と消費喚起の目的で、２０２０年９月か

ら２０２１年１２月まで第１弾が行われ、本市

の交付率は本年の５月１日現在で、区分別交付

枚数率上位１０団体の全国第４位で、７１．

７％という驚異の数字となっております。 

 この取組に敬意を表したいと思います。 

 さらに６月３０日から、マイナポイント第２

弾が完全実施されるということですが、その事

業内容と、ポイントをもらうためには何をすれ

ばいいのか、お伺いをいたします。 

○議長（寺田公一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君） 商工観光課長、

野々下議員の一般質問にお答えをいたします。 

 マイナポイント第２弾の事業説明の御質問で

ございますが、まずはマイナポイント事業を御

説明をさせていただきます。 

 マイナポイント事業とは、マイナンバーカー

ドを利用して取得したポイント、いわゆるマイ

ナポイントを活用する事業でございまして、こ

のポイントの活用により、消費の活性化、また

マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシ

ュレス決済基盤の構築を目的としております。 

 その上で、マイナポイント第２弾は、３つの

キャンペーンで構成をされております。 

 キャンペーン１は、マイナンバーカードを取

得された方のうち、マイナポイント第１弾に申

し込んでいない方に対して、キャッシュレス決

済サービスでチャージやお買い物をしますと、

利用金額の２５％、最大５，０００円相当のポ

イントを付与するというものでございます。 

 キャンペーン２は、マイナンバーカードの健

康保険証としての利用申込を行った方に対しま

して、無条件で７，５００円分のマイナポイン

トを付与するというものでございます。 

 最後に、キャンペーン３は、公金受取口座の

登録を行った方に対しまして、同じく無条件で

７，５００円分のマイナポイントを付与すると

いうものでございます。 

 続いて、ポイント取得の手続につきまして、

マイナポイントを受け取るためには、申し込み

が必要であります。申込手続はスマートフォン

やパソコンを使って御自分で行うか、また市町

村窓口や郵便局、携帯電話会社などにあるパソ

コンや、コンビニにあるマルチコピー機を用い

て行う方法があります。 

 宿毛市では市役所市民課窓口、市内の全郵便

局、市内携帯電話各社、また市内のローソン全

店で、その申し込みができることとなっており

ます。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） ただいま、長山課

長より丁寧な説明がございました。 

 まず、キャンペーン第１として、マイナンバ

ーカードの取得された方で、マイナポイントの

申し込みをしていない方に、最大５，０００円

のポイントがつく。 

 キャンペーン２として、マイナンバーカード

を保険証としての申し込みをした方に、無条件

で７，５００円分のポイントがつき、キャンペ

ーン３で、公共受取口座の登録をした方に、無

条件でまた７，５００円分のポイントが、漏れ

なくついてくるということで、最大２万円分が

いただけるということで、宿毛市では市役所窓

口、市の全郵便局、市内携帯電話会社、市内の

ローソン全店での申し込みができるということ

で、分からなくなったら市役所市民課窓口へと

いうことでございますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 この事業には、期限が設けられていたと思い
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ます。マイナンバーカード、マイナポイントの

申請期限、申込期限について、お伺いをいたし

ます。 

○議長（寺田公一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君） 今回のマイナ

ポイント第２弾のマイナンバーカードの申請期

限は、令和４年９月末となっております。 

 また、マイナポイントの申込期限は、令和５

年２月末となっております。 

 なお、先ほど御説明しましたキャンペーン１

につきましては、マイナポイントの申し込みは

既にスタートをしておりますが、キャンペーン

２及びキャンペーン３につきましては、先ほど、

議員のお話の中でもありましたとおり、今月末

の６月３０日から申し込みができるようになっ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 今のお話では、マ

イナポイント第２弾では、マイナンバーカード

の申込期限が今年の９月までと、期間が本当に

ありません。 

 マイナポイントの申込期限は、いずれも令和

５年２月までということですので、気をつけて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 あと、マイナポイント事業は、マイナンバー

カードの普及と消費喚起の目的で実施されてお

りますが、マイナポイント第２弾は、この物価

高騰の中、最大２万円分のポイントがもらえる

ということで、コロナ禍で家計の維持、生活の

防衛の意味もあり、一人でも多くの人に取り組

んでもらうことが目的の一つですが、申込期限

が来年の２月までということで、期限が切られ

ており、高齢者の方たちがどこまで取り組むこ

とができるのか、心配をいたします。 

 その高齢者へのサポート体制について、お伺

いをいたします。 

○議長（寺田公一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君） 先ほどの答弁

でもお答えをさせていただきましたが、マイナ

ポイント事業の目的の一つには、消費の活性化

がございます。一人でも多くの皆様にマイナポ

イントを取得いただいて、物価高騰からくる消

費控えに対する一助になればと考えております。 

 その上で、マイナポイントの申し込みは、先

ほども御説明しましたとおり、オンラインにて

行っていただくこととなります。高齢者の方々

の中には、おっくうに感じられる方も多いと推

察をしているところでございます。 

 そのような方は、先ほど議員もおっしゃって

いただきましたが、ぜひとも市役所の市民課窓

口を御利用いただきたいと思います。 

 場合によっては、お待たせすることもあるか

とは思いますが、市民課の職員が丁寧に対応さ

せていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） このマイナンバー

カード、未成年者の場合は親が申請をできます

が、成人の方の場合は、本人のキャッシュレス

カードでの申請が必要でありますので、高齢者

の方にキャッシュレスカードの取得方法と、そ

の辺りは丁寧に説明をしていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、健康保険証とマイナンバーカードを

ひもづけしても、インターネットで見る限りで

は、現時点で本市で６つの医療機関でしかマイ

ナンバーカードは保険証として利用できない状

況であります。 

 市民はそれぞれかかりつけ医があるわけであ

りますが、そのかかりつけ医で簡単に使用でき

るようになるのはいつ頃になるのか、お伺いを

いたします。 
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○議長（寺田公一君） 市民課長。 

○市民課長（岡本 武君） 市民課長、野々下

議員の一般質問にお答えいたします。 

 マイナンバーカードを健康保険証として利用

するためには、被保険者の皆様における利用申

込と、併せて医療機関におけるシステム導入が

必要となりますが、議員からも御紹介いただき

ましたように、宿毛市内で当該システムの導入

が完了いたしております医療機関は、６月５日

現在の厚生労働省の公表資料によりますと、病

院等が６機関、薬局が４機関の、合わせて１０

機関となっております。 

 厚生労働省では、マイナンバーカードで医療

機関を受診し、その場で資格確認等ができるオ

ンライン資格確認を普及させるため、令和５年

４月からは、医療機関でのシステム導入を原則

義務化する方針を明らかにしてございまして、

今後、環境整備もさらに進んでいくものと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 来年の４月からは、

医療機関でのシステム導入が義務化されるとい

うことで、そうすれば、各かかりつけ医でも環

境整備が進むということですので、期待をして

おきたいと思います。 

 続いて、デジタルヘルスケアによる、安心し

て暮らせるまちづくり事業について、お伺いを

いたします。 

 急激なデジタル化に対する高齢者対策につい

て、お伺いいたします。 

 今議会で新規事業として予算化されているデ

ジタルヘルスケアによる、安心して暮らせるま

ちづくり事業は、スーパーアプリを導入し、既

存の防災アプリや健康アプリ、オンライン診療

に加え、マイナンバーカードを用いてオンライ

ン手続を可能にするマイナポータルなど、はた

まるねっとと連携させることで、さらに便利に

使えるようになるということですが、この事業

内容について、御説明願います。 

 また、このようなデジタル化が急激に進むと、

高齢者などが使いこなすことは、ハードルが非

常に高いように感じます。そこでデジタル化の

推進における、そのような皆様への対応につい

て、お伺いをいたします。 

○議長（寺田公一君） 企画課長。 

○企画課長（上村秀生君） 企画課長、野々下

議員の一般質問にお答えいたします。 

 まず、デジタルヘルスケアによる、安心して

暮らせるまちづくり事業の内容について、御説

明いたします。 

 本事業は、岩手県紫波町で運用されているス

ーパーアプリをモデルといたしまして、市民が

受けられるデジタルサービスを一括掲載する、

宿毛市版スーパーアプリを導入し、既存の宿毛

市防災アプリに加えまして、本事業で新たに実

装する健康アプリやオンライン診療、そしてマ

イナンバーカードを用いて、オンライン手続を

可能にするマイナポータルなど、行政のデジタ

ルサービスを集約して、ナビゲートいたします。 

 この健康アプリにつきましては、幡多地域で

既に運用されております医療介護情報連携シス

テムはたまるねっとと連携することで、医療機

関等の処方や、検査結果などの医療データの参

照や、自身で計測・記録いたしました健康デー

タが、医療機関等で確認できるようになるもの

でございます。 

 健康アプリを介して参照できるはたまるねっ

との処方や検査データは、一定期間の履歴がア

プリに保存され、大規模災害時に起こり得るオ

フライン環境下でも参照できるようになります。 

 また、本事業で実施するはたまるねっとの改

修におきまして、特別なアプリをダウンロード

することなく、オンライン診療が利用できる環
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境を構築いたします。 

 そのほか、はたまるねっとのＩＤをマイナン

バーカードに付与することで、マイナンバーカ

ードの提示により、医療機関等は患者データに

アクセスすることができるようにいたします。 

 本事業は、以上申し上げましたデジタルサー

ビスを構築することで、地域医療の効率化等を

推進し、市民の生涯を通じた健康と、安心して

生活できるまちづくりを目指すものでございま

す。 

 次に、デジタル化推進における高齢者等への

対応についてでございますが、本事業の中では、

デジタル支援活動費やＰＲ活動費用なども、委

託費として予算計上をしており、医療機関や市

役所などに窓口を設け、本事業に関するＰＲや、

はたまるねっとをはじめとしたスーパーアプリ

や健康アプリなど、登録をされる方に対しまし

て、登録方法や操作方法の説明なども行い、デ

ジタルサービスに抵抗を感じる高齢者の方など

へ、導入に対しての支援を実施していく予定で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） ただいまの御説明、

すっと頭に入る内容ではございませんでしたが、 

先日、担当課からもらった資料を少し見ていて、

宿毛版スーパーアプリを導入することで、マイ

ナポータルを集約し、マイナンバーカードと連

携をすることで、自治体行政手続のオンライン

化を進めていく。また、健康アプリを集約した

はたまるねっとと連携することで、オンライン

診療は可能になり、マイナンバーカードにはた

まるカードのＩＤを付与することで、マイナン

バーカードで独自の医療データを活用すること

ができるということで、とにかく便利になると

いうことで、一人でも多くの方に加入してくだ

さいねという内容でありました。 

 肝心な高齢者対策としては、医療機関や市役

所などに窓口を設けて、本事業に取り組もうと

する方に対して、登録方法や操作方法を説明し

たり、高齢者への支援も行っていくということ

ですので、丁寧に教えていっていただいて、一

人でも多くの方が参加できるような取組をお願

いしたいと思います。 

 今の事業の内容は、何とか理解できましたけ

れども、基幹病院となるけんみん病院でも、マ

イナンバーカードの保険証利用の体制整備は遅

れている状況の中、市民はオンライン診療など

の新たなサービスが受けられるシステムが構築

したとしても、医療機関側に、その機能を活用

する体制が整備されなければ意味がないものに

なるんではないかと危惧をするわけであります

が、市内医療機関との連携は、今後、どのよう

に考えているのか、お伺いをいたします。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 医療機関との連携をどのように考えているの

かという御質問ですが、医療機関と関係事業者

間の連携につきましては、はたまるねっとを利

用して、救急時のデータの参照、医療から介護

への情報連携、他医療機関の検査データや処方

の参照による診療行為の削減や、重複投薬の抑

制など、医療の効率化が既に図られており、今

後、本事業の推進による登録患者数の増加に伴

い、医療機関側の利用促進につながるものと考

えております。 

 また、先ほど、答弁にありましたように、マ

イナンバーカードの保険証利用につきましても、

来年度の義務化に向けて進んでいくものと考え

られ、本事業により、はたまるねっととマイナ

ンバーカードの連携が可能となれば、マイナン

バーカードひとつで保険証、はたまるカード、

診察券を併せ持つこととなり、登録患者及び医
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療機関双方の利便性の向上が図られるものとな

ります。 

 議員御指摘のとおり、オンライン診療やマイ

ナンバーカードの連携などの新たなサービスに

つきましては、医療機関側にその期間、機能を

活用していただく体制の構築が必要となります。 

 オンライン診療の利用促進につながる診療報

酬の改定なども、国において検討されておりま

すので、今後、医師会等を通じて、本市の事業

の説明を行うとともに、医療、介護の現場にお

ける体制整備等を呼びかけてまいりたいと考え

ております。 

 また、本事業の推進は、医療だけではなく、

様々な分野で広がるデジタル化に遅れることな

く、制度化に合わせて、迅速に対応できる体制

を図るものと御理解いただきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 非常に難しい答弁

でしたけれども、今後の事業推進や、登録患者

数の増加が、医療機関側の利用促進にもつなが

り、はたまるねっととマイナンバーカードの連

携が可能になれば、マイナンバーカード一つで

保険証と診察券を併せ持つことになり、登録者

と医療機関の双方の利便性が図られて、市民の

多くの方により参加していただければ、連携も

進むということと思いますので、市民の皆様、

どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後になりますが、がん対策の取

組についてお伺いをいたします。 

 アピアランスケアの支援についてでございま

す。 

 ２００６年にがん対策基本法が成立いたしま

して、１６年が経過をいたしております。この

法改正により、健診受診率の向上をはじめ、

様々ながん対策に対する施策が一気に進んだと

言われております。 

 さらに、平成３０年３月９日には、国の方針

となる第３期がん対策推進基本計画が閣議決定

をされております。 

 その中で、がんとの共生ということが強調を

されております。 

 以前であったら、がんになって、がんの治療

を進めながら仕事をしていくというのは、非常

に珍しいことでありましたが、今は治療を受け

ながら普通の生活をするというのは、当たり前

になってきております。 

 その中で、がん治療をしたことによって、

様々な弊害ということが起きてきます。 

 そこで、質問のアピアランスケアですが、ア

ピアランスというのは外見、外観と言いますか、

それをケアしていく。見える部分をケアしてい

く、支援するという意味であります。 

 具体的には、がん治療による外見が変化した

り、外見変化への影響をカバーする支援のこと

でありまして、がん治療により起こる脱毛であ

るとか、あと肌の色の変化であるとか、そうい

ったものをケアしていくというものでございま

す。 

 特に最近、話題になっているのは、若い方の

がんが注目をされております。小児がんの後の

段階で、１０代後半から成人のがんの間。１０

代後半から３０代にかけての若い世代、いわゆ

るＡＹＡ世代といわれる方たちでありますが、

がんになる人が年間２万人以上いるということ

が、国立がん研究センターの調査で初めて分か

ったそうであります。 

 センター内の中央病院では、抗がん剤治療中

の患者に身体状況の苦痛度を聞いたところ、女

性が最も苦痛に感じているのが、治療の辛さよ

りも、抗がん剤の副作用による頭髪の脱毛とい

う結果が出ております。 

 治療のためとはいえ、男女共に、特に女性に
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とっては脱毛は最大の苦痛であり、生活上の大

きな障害となっていることが分かります。 

 私の身近な方にも、乳がんに罹患された方は、

同じことを訴えられておりました。 

 先日、幡多けんみん病院へ行ったときに、若

い方でニット帽をかぶって、すぐに分かる方が

何人か見かけられました。そういうこともあり

ます。 

 現在、四国内においては、香川県が県全体で、

愛媛県では西条市が医療用ウイッグの助成の取

組を行っております。 

 近隣では、まだまだ少ない状況ですが、全国

では多くの自治体で取り組まれております。本

市におかれても、がん対策、とりわけがん検診

に力を入れてくださってはおりますけれども、

がんになっても、これまでどおり安心して暮ら

し続けられる社会を構築するため、薬剤性脱毛、

治療によって抜けていく脱毛に悩むがん患者の

ウイッグについて、購入の際に市として何らか

の助成ができないか、お伺いをいたします。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、野々下議員の一般質問にお答えいたします。 

 がん患者の方が、がん治療を受ける過程では、

抗がん剤治療等による副作用により、体に様々

な変化や痛みが生じるとともに、精神的にも大

きな不安や負担が発生いたします。 

 このような不安や負担を少しでも解消してい

くため、全国には専門的ながん医療の提供、相

談支援や情報提供などの役割を担う厚生労働大

臣が指定する病院があります。 

 本市では、幡多けんみん病院が地域がん診療

連携拠点病院に指定されており、病院内にがん

相談支援センターが設置され、がんに関するど

のような問題でも相談できるよう、専任相談員

を配置し、相談に当たっており、アピアランス

ケアも行われております。 

 治療を行っていく上で生じる脱毛や、肌の色

の変化、傷跡など、外見の変化はがん患者の方

に大きな苦痛を与えるものとなっていることは

理解しております。 

 アピアランスケアは、がん患者の方が前向き

に治療に向き合い、治療後も安心して生活を送

るために重要であると認識しております。 

 今回、御提案のありましたウイッグの購入費

助成につきましては、がん患者の方の精神的な

苦痛を和らげることだけでなく、経済的負担を

軽減する施策になると認識しておりますが、が

ん対策の基本は、国、県レベルでの公平性のあ

る助成制度とすることが適切だと考えますので、

国、県の動向を踏まえ、他市町村などの状況等

を調査研究してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １１番野々下昌文君。 

○１１番（野々下昌文君） 国や県の動向を見

ながら取り組んでいくということでございます

が、医療用ウイッグは、結構高価で、誰でも購

入できるわけではございませんので、せめて使

用中の患者の全ての方たちが購入できるような

取組をお願いをいたしたいと思います。 

 全国には、全県下で取り組んでいる市町村も

ございますので、先進的事例も研究していただ

き、県にも働きかけをしていただいて、一日も

早い取組をお願いいたしまして、一般質問を終

わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（寺田公一君） この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時４２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時０１分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ７番髙倉真弓君。 
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○７番（髙倉真弓君） ７番、髙倉真弓です。

一般質問をいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

 今回は４項目、９点についてお尋ねいたしま

す。 

 １項目め、希望ヶ丘関連施設の検証について、

お伺いいたします。 

 県道からの進入道路について、お尋ねいたし

ます。 

 現在、仮設の看板などが置かれておりますが、

当初、大変分かりにくかったです。今後の御予

定はいかがか。 

 また、進入路を上がりつめた交差点部分が、

一部、迷いそうになります。警察関係の建物が

どういう形でできるかは存じませんが、先に建

物が目に入りますと、視界を失う不安がありま

す。 

 １番目に、県道からの進入道路についてをお

尋ねいたします。 

○議長（寺田公一君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、髙倉議

員の一般質問にお答えいたします。 

 新庁舎での業務開始に際しまして、国道５６

号には、県道宿毛城辺線との接続部の南北に、

市役所への案内看板を道路管理者である国土交

通省に設置をいただいております。 

 御質問の県道宿毛城辺線と、高台登り口のＴ

字路の案内看板の設置につきましては、道路管

理者である高知県に要望をしているところでご

ざいまして、今年の秋頃には設置していただけ

ると、御回答をいただいております。 

 また、高台の進入路を上りつめたＴ字路付近

につきましても、縁石の歩道に、現在、ラバー

ポールを設置をさせていただいて、注意喚起を

させていただいておるところです。 

 また、市役所への案内看板につきましても、

自動車から見やすいような形で、当初の設置か

ら数も増やしたような形で、対応をさせていた

だいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 今朝、確かに増えた看

板を目にいたしまして、すごく親切で分かりや

すいなと思いました。来慣れた者にとっては分

かるんですが、初めて来られるとか、余り、何

回も来ていないという方にとっては、本当に親

切な形だと思います。 

 次に、庁舎東側一般来客駐車場について、お

尋ねいたします。 

 進入時、退出時、対向車線の車両が膨らみ、

危ない現状を何度も目にいたしました。現に、

自損で縁石に接触、タイヤのパンク事故が発生

いたしております。 

 その方がおっしゃるには、対向車を気にして

早目に切ったために、縁石に乗り上げたとのこ

とでございました。 

 ２番目に、来客駐車場についての対処方法を

お尋ねいたします。 

○議長（寺田公一君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、お答え

いたします。 

 市役所来客駐車場の入口につきましては、間

口が狭いといったお声はいただいております。 

 現在、縁石にタワーポールを設置することで、

縁石の位置を明確にさせることによって、安全

確保を行わさせていただいているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） ７番、再質問いたしま

す。 

 赤いラバーポールも拝見いたしました。ただ、

走行中は見えますが、低いので、直角に曲がる

左折寸前には、視界から消えます。また、同乗
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者を玄関で降ろしたり、乗せようとするときに、

一時停止します。そうしますと、後続の車から、

ここに車を止めたらいかんというような言い方

で、お叱りを受けることになります。 

 車寄せを利用されたらとおっしゃるかもしれ

ませんが、駐車場から、仮に出るほうとします

と、こちらが近いのですね。 

 それぞれ原因はありますが、課長もおっしゃ

ったように、入口、出口が同じで、間口が狭い。

距離に余裕がないためです。 

 来客の駐車場の一部分だけを一方通行にして、

駐車場東側の山際に出口を設置すれば、一定、

解決できるものと思います。 

 多くの費用も発生しないと思いますので、御

検討されてはいかがかお伺いいたします。 

○議長（寺田公一君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、お答え

させていただきます。 

 御提案いただきました、東側にもう一つの通

路を整備することにつきましては、それに伴い

まして、場内の駐車場等が狭くなるということ

もございますが、ぜひ今後、状況を見る中で、

検討をさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（寺田公一君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） お昼前、園児を乗せた

宿毛市のマイクロバスが２台、あそこにおりま

して、不自由そうに動いておりました。 

 泥のついたタイヤは、マイクロバスが下がっ

てついたものかどうか分かりませんが、多分、

不自由だったのかなと思います。 

 今後、海上保安署や県土木が建ち上がります

と、この十字路は交通量が増えると存じます。

現に、私だけの感覚かもしれませんが、出よう

として、ストップのラインのところで停止いた

しましても、右側から来る車が、建物の陰にな

って、直前でないと車が来ているというのは見

えないんですね。 

 そういうこともありますので、何分にも検討

していただくように希望します。 

 次に、まだ新庁舎になり間がありませんので、

いろいろ思ったことと違うことがあったりはし

ないでしょうか。 

 例を挙げますと、床面のクロス張りが完全に

空気が抜けていないために、膨らんで見えてい

て、多分、通りかかった方があれだったと思い

ますけれども、関係のない部署の方が、市民の

方から御指摘を受けて、ただただ頭を下げてい

たのを目撃いたしました。 

 また、点字シートの取りつきがきれいでなか

ったり、一番踏むであろう箇所に継ぎ目、ジョ

イントがあったりします。 

 ３番目に、庁舎内に不備がないかをお尋ねい

たします。 

○議長（寺田公一君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、お答え

いたします。 

 昨年度末に新庁舎が完成し、５月２日から業

務を開始する中で、実際に働いてみて気がつい

た点は、総務課において情報集約をさせていた

だいて、対応をさせていただいております。 

 具体的に申しますと、階段の点字シートが浮

いていることや、案内サインが分かりにくいと

いった指摘がございました。 

 これら対応できるものから、随時、対策を講

じさせていただいております。 

 今後も課題が出る中で、速やかな対応を行っ

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） ぜひともよろしくお願

いいたします。 

 次に、３番目と同じ視点で、きぼうが丘保育

園についてお尋ねいたします。 
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 内覧会のときに拝見いたしました。園庭の手

洗い場がタイル仕上げになっております。流し

の部分が完全に角ばっておりまして、危ないよ

うに思いました。お子さんの小さな手で触って、

もし何かあったらなという不安がありましたの

で、ぜひ御覧いただいて、できれば手当てをし

ていただきたいですし、今日まで経過して、ほ

かに気がついたことはございませんか。 

 ４番目に、きぼうが丘保育園に不備がないか

をお尋ねいたします。 

○議長（寺田公一君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（朝比奈淳司君） 髙倉議員の

一般質問にお答えいたします。 

 きぼうが丘保育園につきましては、開園後に

管理システムのセンサーに軽微な不具合があり、

機器の設置場所を移動させる改修を行いました

が、そのほかには、今のところ大きな不具合は

発生しておりません。 

 また、内覧会時に御指摘をいただきました園

庭の手洗い場や靴箱等には、コーナークッショ

ンを貼るなどの対応をしているところです。 

 きぼうが丘保育園につきましては、災害に強

い末永く使い続けられる、安心・安全な保育園

を基本概念に整備しておりますので、今後も安

全対策に留意し、事故の発生防止に取り組んで

まいります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 早々に対応していただ

いたと聞き、安心いたしました。 

 子供さんは思わぬ行動に出ますので、とにか

く安全・安心が一番でございます。御配慮あり

がとうございます。 

 次に、隣接建築予定の国、県関連施設につい

て、現状と安全対策をお伺いいたします。 

 隣接地に建築が始まれば、防音、防じん、資

機材や関係車両の搬入で、対策が必要であると

考えられます。 

 既に保育園児が園庭におり、保護者の車両の

交通量もあります。 

 ５番目に、隣接建築予定の国、県関連施設に

ついての現状と安全対策をお尋ねいたします。 

○議長（寺田公一君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、お答え

いたします。 

 まず、高台に移転する機関につきましては、

宿毛警察署及び、高知県幡多土木事務所宿毛事

務所と宿毛漁業指導所の合同庁舎が、令和６年

度に、宿毛海上保安署が令和７年度に完成し、

移転する予定とお聞きしております。 

 これらの施設の建築に際しましては、発注者

である国、県に安全対策を第一に講じていただ

くことはもちろんのこと、保育園や市役所が隣

接するという特殊性を加味して、施工時間や通

行車両の調整など、しっかりとした対策を行っ

ていただくように要請してまいります。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 対策を取っていただけ

るということで、ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

 ２項目めにまいります。 

 名誉市民、元豊ノ島関の顕彰についてでござ

います。 

 皆様御存じのとおり、５月２８日、元豊ノ島

関の断髪式がございました。 

 私は、報道、新聞紙上でしか拝見いたしてお

りません。翌５月２９日の高知新聞紙上に、元

豊ノ島関が横綱白鵬関でも届かなかった、史上

最多記録を持つとありました。 

 １番目に、元豊ノ島関が名誉市民になられた

経緯と、断髪式の御様子を改めて市長にお伺い

したいと存じます。 

○議長（寺田公一君） 市長。 
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○市長（中平富宏君） 髙倉議員の質問にお答

えをさせていただきます。 

 まず、初めに、本年３月議会におきまして、

元豊ノ島関である梶原大樹氏と、ソプラニスタ

として世界的に活躍されている岡本知高氏に、

本市の名誉市民の称号を贈ることについて同意

いただき、宿毛市新庁舎落成式典にて、御両名

の出席のもと、名誉市民授与式を行いましたこ

とをここに報告をさせていただきます。 

 髙倉議員にも参加していただきまして、あり

がとうございます。 

 それでは、一般質問に対しての答弁をさせて

いただきます。 

 元豊ノ島関こと梶原大樹氏を宿毛市名誉市民

に顕彰した経緯と、私も出席をさせていただき

ました断髪式の様子についてでございます。 

 まず、宿毛市名誉市民に顕彰した経緯につい

て、御説明をさせていただきます。 

 宿毛市名誉市民の称号は、広く社会文化、産

業の興隆等に卓越した功績があった者に対し、

その功績をたたえ、もって市民敬愛の対象とし

て顕彰することを目的としているところでござ

います。 

 梶原氏は、元関脇豊ノ島関であり、現井筒親

方でございます。 

 梶原氏は、宿毛高校を卒業され、時津風部屋

に入門、２００２年の初土俵から２０２０年ま

で長きにわたり活躍をされました。 

 その間には、関脇にも昇進され、優勝決定戦、

アキレス腱断裂からの奇跡の復活劇など、小兵

力士として活躍する姿は、宿毛市民に大きな勇

気を与えていただいたところでございます。 

 また、本市におきましても、これまで９回に

わたりまして、豊ノ島杯ちびっこ相撲大会を開

催いただき、子供たちにとって、貴重な経験に

もなっているところでございます。 

 以上のことから、梶原氏の教育・文化など、

社会文化の進展に卓絶した功績をたたえまして、

名誉市民に顕彰したものでございます。 

 次に、５月２８日に執り行われました豊ノ島

関の断髪式の様子について、お答えをさせてい

ただきます。 

 豊ノ島関の断髪式は、十両土俵入りから始ま

りまして、その後、豊ノ島関最後の一番といた

しまして、元大関琴奨菊との取組が行われ、見

事、豊ノ島関が寄り倒しで勝利し、会場に割れ

んばかりの拍手が鳴り響いたところでございま

した。 

 その後、宿毛市名誉市民の岡本知高氏による

国歌独唱が行われまして、断髪者を代表いたし

まして、私が宿毛市長として挨拶をさせていた

だき、断髪式では一番ばさみを入れさせていた

だきました。 

 約４００名の断髪者の中には、芸能界をはじ

め、政財界の著名な方々も多くおられ、改めま

して豊ノ島関の人気、人望の厚さを実感いたし

たところでございます。 

 ちょうど昨夜、テレビ番組のジャンクスポー

ツで、その様子も放送されていたところでもご

ざいました。 

 そして、御家族がはさみを入れられる場面で

の、豊ノ島関の涙をぬぐう光景、私も見たとこ

ろでございますが、胸がいっぱいになったとこ

ろでございます。 

 奥様をはじめ、御家族の皆さんに支えられた

相撲人生であったのではないかと思いました。 

 現役を引退され、今後は親方として御活躍さ

れることと存じますが、これからも宿毛市市政

発展に御尽力をいただける方だというふうに確

信をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 市長のお話から、映像

が目に浮かんでくるようで、とても楽しかった
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です。ありがとうございます。 

 また、市長の御配慮のある答弁をいただきま

して、今回、お二方、名誉市民になられました

のに、通告のときにお一人だけお名前を挙げて

しまいまして、片手落ちになるところでござい

ました。岡本様には大変失礼を申し上げ、おわ

び申し上げます。 

 ことの起こりは、新聞報道で、先ほどもあり

ましたが、４００人の方がはさみを入れられる

とありましたので、どんなにされるんだろうか

とか、一人１本とか２本しか切れないのかなっ

て、何か本当にミーハーで、やじうま根性のか

たまりがもたげてきまして、今回、市長にお尋

ねしたところでございました。 

 ５月１９日、岡本知高氏のコンサートが高知

市内でございました。翌２０日に、友人が、ゆ

うべは帰りが夜中になってしまったけど、すて

きなコンサートやったよって。四国４県、いろ

んな場所で、いろんな方がコンサートをされる

ので、高知県が岡本さんと、ほか二、三名の方

のジョイントのようなコンサートだとお聞きし

ておりますので、友人の言葉をかりて御紹介い

たします。 

 私の不手際をお許しいただき、仕切り直しを

させていただきます。 

 ２番目に、井筒親方となられました、今後の

活動と豊ノ島杯について、詳しくお伺いいたし

たいと存じます。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 井筒親方の今後の活動につきましては、相撲

部屋でのお弟子さんへの指導が主な活動となる

と思いますが、これまでも持ち前の明るい性格

とトーク力で、テレビ出演も多くされておりま

したので、今後もさらに幅広い分野での御活躍、

そういったものを期待しているところでござい

ます。 

 豊ノ島関宿毛後援会が主催されております豊

ノ島杯ちびっこ相撲大会につきましては、コロ

ナウイルス感染症により、昨年、おととしと開

催されておりませんが、今年は３年ぶりに開催

する予定とお聞きをしているところでございま

す。 

 今回は、豊ノ島関の引退記念と、第１０回大

会という節目の大会ということもありまして、

子供たちに本物に触れてもらう機会を提供する

ため、実際に大相撲で活躍されておられます行

司と呼び出しをお招きするなど、特別な大会と

して、実施を計画していただいているところで

ございます。 

 豊ノ島杯を通して、子供たちが相撲に触れ合

い、将来、豊ノ島に続いて大相撲で活躍できる

ような子供たちが、この宿毛市から育っていく

きっかけとなる大会として、今後も継続して開

催していけるよう、宿毛市といたしましても、

バックアップをしていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 今、お伺いして、ます

ますどきどきしてきました。 

 本物と言ったら失礼ですが、行司さんや呼び

出しさんが来たら、その迫力というものは格段

に違うと思います。 

 小さいお子さんのお名前を読み上げるという

のですか、していただくと、また違う緊張感か

ら感動があると思います。ぜひ、いろいろお伺

いいたしました。楽しみにいたしております。 

 名誉市民のお二方には、御本人の研さんはも

とより、御家族や御関係の皆様のお力添え、ま

た多くのファン、宿毛市民の皆様方の御支援が

あったことと存じます。 

 改めておねぎらいとお喜びを申し上げます。
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本当におめでとうございます。そしてありがと

うございます。 

 岡本様には、世界中の皆様に夢と希望のお声

を、井筒親方には、今後も多くの少年少女に胸

をおかしいただけますよう、お願い申し上げま

す。 

 ３項目めにまいります。 

 コロナ禍におけるイベント活動についてをお

伺いいたします。 

 コロナ禍の中、現場では、薄氷を踏む思いで

準備をされたことでしょう。今後も宿毛まつり

や、各種イベントが開催される予定と伺ってお

ります。 

 過日の産業祭、宿毛マラソンの状況をお伺い

いたします。 

○議長（寺田公一君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岩本敬二君） 産業振興課長、

髙倉議員の一般質問にお答えいたします。 

 産業祭につきましては、例年、４月２９日の

祝日に開催しておりますが、本年につきまして

は、庁舎の移転に伴い、５月２２日に宿毛市総

合運動公園において開催いたしました。 

 コロナ禍においてのイベント開催に当たり、

各種感染防止対策を行う中での開催となりまし

たが、約４，５００人もの皆様に御来場いただ

きました。 

 例年の約１万人程度と比較しますと、来場者

数が減少しておりますが、来場者の密集を避け

るため、一部、イベント内容を変更したことや、

県外へのチラシの折り込みを行わなかったこと

等の影響でないかと、分析しております。 

 感染防止対策としては、スタッフ、出店者等

の関係者につきましては、全員に抗原検査キッ

トによる検査を実施していただき、陰性を確認

した上で、イベントに参加していただく対応を

取りました。 

 来場者には、全員に検温、手指消毒、マスク

着用をお願いし、健康状態を確認した上で、入

場していただく対策を取りました。 

 会場のレイアウトも、できるだけ動線を広く

取る工夫をし、イートインスペースについても、

大型テント内の椅子の数を、机１枚に当たり４

脚に減らすとともに、陸上競技場のスタンドや

防災広場も開放するなど、スペースを広く使い、

密を避ける工夫をいたしました。 

 長引くコロナ禍の中で、久しぶりの大型イベ

ントでございましたので、来場者の皆様には、

楽しんでいただけたことと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君） 生涯学習課長、続きまして宿毛マラ

ソンの状況について、お答えいたします。 

 ５月２９日に開催いたしました第７回宿毛マ

ラソンにつきましては、１２歳以上の方につい

ては、大会当日までに新型コロナワクチンを２

回以上接種済であること。もしくは、ＰＣＲ検

査、または抗原検査を受けていただき、陰性の

確認ができた方。 

 １２歳未満の参加者につきましては、抗原検

査キットを事前に送付し、陰性を確認した方の

みが参加できることを条件といたしました。 

 また、運営スタッフやボランティアの方々に

も、事前に配付した抗原検査キットによる検査

を義務づけ、当日の業務に当たっていただきま

した。 

 さらに、会場では、検温所を設置し、ランナ

ー、応援の方々の体温の測定、マスクの着用、

手指消毒等、基本的な感染対策の徹底をお願い

するとともに、競技についても、密とならない

よう対策を取り、完走証のデータ配布、表彰式

の省略など、万全を期して細やかな感染症対策

を実施し、皆様に大変御負担をおかけしました
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が、御理解と御協力をいただき、無事盛大に開

催できましたことを、この場をお借りしまして

お礼申し上げます。誠にありがとうございまし

た。 

 なお、今回の第７回大会では、１，１８０名

のエントリーに対し１，００１名の方が参加さ

れ、９８６名の方が完走されました。 

 参加者の皆様からは、ゴール後のアイシング

サービスなどの暑さ対策や、沿道での温かな応

援などについて、大変高評価をいただきました。

次回第８回大会では、さらに満足度の高い大会

にしていきたいと考えておりますので、引き続

き、市民の皆様の御理解と御協力をお願いいた

します。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 産業祭もマラソンも、

詳しくありがとうございました。 

 マラソンで走っている方に顔見知りの方がお

りますと、マスクしているので、つい、頑張っ

てと言いそうになりまして、言えないのがすご

く残念でした。 

 私は、神有の給水所のほうにおりましたので、

周りが十分空いておりました。空いておりまし

たけれども、やはりルールは守らなきゃいけな

いのでと思って、鳴子と拍手と、それからガッ

ツポーズで、これでしか、頑張ってしかいうあ

れがないので、そんなにしましたけれども。 

 本当にどちらも、人手や、いろんな制限もあ

ったりして、以前に比べて少なかったこともあ

りますが、安全に終了できたことは、参加して

くださったボランティアの協力の皆様や、最前

線で準備をしてくださった御担当者の御心労の

結果と存じます。本当にお疲れさまでした。 

 これは５月２８日、四万十川河川敷で開催さ

れた、高知県の令和４年防災フェスティバルの

ことです。 

 私は、日本赤十字宿毛奉仕団として、炊き出

し、救急法講習に参加いたしました。 

 それで、かっぽう着の上からですので、ちょ

っと大きいのですが、入場口で来場者全員の方

に検温、マスク、手指消毒を確認しまして、共

通意識確認のために、見えるところにつけてく

ださいといって渡されました。 

 長いひもになっておりまして、適当なところ

でくっつくようになっております。 

 私はさっき言ったように、かっぽう着の上で

したから、ちょっとぶかぶかになったんですが、

これはいいなと思いました。感染対策に積極的

に参加、自覚ができます。 

 また、見える化によって、安心感も違ってき

ます。御参考にされてはと思い、御報告いたし

ます。 

 次に、４項目め、令和３年民法・不動産登記

法改正についてをお伺いいたします。 

 どのような改正なのかをお教えください。 

○議長（寺田公一君） 税務課長。 

○税務課長（山岡敏樹君） 税務課長、髙倉議

員の一般質問にお答えします。 

 令和３年民法・不動産登記法改正の背景及び

概要を説明させていただきます。 

 今回の改正の背景には、これまで不動産相続

登記の申請が義務でなく、申請しなくても不利

益を被ることが少ないことがあります。 

 また、地方を中心に土地の所有意識が希薄化、

土地を利用したいというニーズの低下、資産分

割しないまま相続が繰り返され、土地所有者が

ネズミ算式に増加していくことなどから、公共

事業等が円滑に進まず、民間の取引も阻害され、

土地が管理不全化してきています。 

 今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等

により、ますます深刻化する恐れがあり、所有

者不明土地問題を解決するため、改正されたも

のです。 
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 次に、改正の概要につきましては、所有者不

明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から、

総合的に民事基本法制を見直されたものです。 

 まず、民法につきましては、所有者不明土地

制度等の創設、共有者が不明な場合の共有地の

利用の円滑化、長期間経過後の遺産分割の見直

しなどを行い、土地利用の円滑化を図るもので、

令和５年４月より施行されます。 

 不動産登記制度の見直しにつきましては、相

続登記、住所変更登記の義務化、その手続にお

ける簡素化、合理化を図り、発生予防するもの

で、相続登記の義務化は令和６年４月より、住

所変更の義務化は令和７年４月までに施行され

ます。 

 また、土地を手放すための制度につきまして

は、相続等により土地の所有権を取得した者が

法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を

国庫に帰属させることができる制度を創設し、

所有者不明土地の発生予防をするもので、令和

５年４月２７日までに施行されます。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） 再質問いたします。 

 土地や水利問題は、昔から本当に大変な非常

に難しい問題であったと思います。 

 どのような形で周知をされるのかを、お伺い

いたします。 

○議長（寺田公一君） 税務課長。 

○税務課長（山岡敏樹君） 髙倉議員の再質問

にお答えします。 

 周知対策につきましては、主管である法務局

と連携して、市の広報やホームページを通じて、

市民の皆さんに伝えていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ７番髙倉真弓君。 

○７番（髙倉真弓君） これはもうしっかり周

知していただいて、あとあと遺恨とか問題が残

らないような形で対処していただきたいと存じ

ます。 

 この法がよい形で運用されますと、例えば、

沖の島の懸案になっております幹線道路、循環

道路などにも明るい光が見えてくるのではない

かと考えて、大いに期待して、質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（寺田公一君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午後 １時３７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時４８分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） ３番、三木でございま

す。通告に従いまして、質問をさせていただき

ます。 

 まず、最初の通告にございます、宿毛市キッ

チンカー等導入支援事業費補助金について、お

伺いをいたします。 

 まず１点目でございますが、宿毛市キッチン

カー等導入支援事業費補助金制度、これはせん

だっての３月議会におきまして、新規事業とし

て上程されまして、令和４年度の当初予算の中

に含まれる形で可決され、現在、実施されてい

ることと存じますが、確認の意味で、いま一度、

この制度の内容をお伺いしたいと思います。 

 特に、当初予定していたところからの変更点

や、追加された点等ございましたら、併せてお

聞かせを願います。 

○議長（寺田公一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君） 商工観光課長、

三木議員の一般質問にお答えをいたします。 

 宿毛市キッチンカー等導入支援事業費補助金

につきまして、いま一度、制度の内容及び変更
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点があればということでございます。 

 本補助金は、新型コロナウイルス感染症の影

響を受け、大きく売上げが落ち込んでいる市内

中小事業者の方々などが、新たなサービスとし

て、キッチンカー等による移動販売をはじめ、

売り上げを確保する取組を支援するものであり

まして、それに係る経費の一部を助成するもの

であります。 

 具体的には、キッチンカー等の導入経費のう

ち、車両購入費を除く車両改修費、また機械設

備費、広告宣伝費、委託費などを補助対象経費

としておりまして、その４分の３を補助するも

ので、補助金の上限額は７５万円としておりま

す。 

 また、当初からの変更点等ということでござ

いますが、令和４年第１回定例会におきまして、

三木議員から御質問がありました機材購入時の

輸送費につきましては、キッチンカー等の導入

に必要な経費と判断をして、補助対象経費とし

ております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 大きな変更点はなかっ

たというふうに理解をいたしました。 

 続きまして、同じくキッチンカー等導入支援

事業費補助金についてでございますが、現在の

この制度に対しましての申請の状況をお伺いを

いたします。 

 今、現段階での数字というか、申請数等が分

かればお願いをいたします。 

 また、併せて、問い合わせをいただいて、ま

だ申請していないとか、そういったものが、も

し把握できているようでございましたら、そち

らの件数もお伺いをいたします。 

○議長（寺田公一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君） 商工観光課長、

現在の申請状況につきまして、御報告いたしま

す。 

 申請及び決定が、共に４件となっておりまし

て、交付決定額が予算の上限に、現在達してお

ります。 

 新規受付は、現在、中止をしている状況でご

ざいます。 

 新規受付の停止以後、問い合わせのあった件

数につきましては、１件のお問い合わせをいた

だいております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 予定されていた予算に

達したと。申請件数４件、あと１件が問い合わ

せ中というふうに理解をいたしました。 

 それでは、４件申請されたということで、ま

ずこの１件、問い合わせもある、そこも含めて

なんですけれども、設備に要する経費や、広告

等に要する経費などが補助対象となる。 

 先ほどの説明、課長からも説明いただきまし

たが、今回、補助金を申請されている方々の内

容で、それは設備が主なのか、この広告等が主

なのか、そういった部分につきまして、内容を

お聞かせいただきたいなと思います。 

 また、その内容から、どのように考察してお

られるのか。例えば、新規に業種転換でキッチ

ンカーを活用されていくのか。もしくは、キッ

チンカー、あらかじめ持ってて、広告等に力を

入れていきたいのか、そういった部分も含めて、

お聞かせをいただきたいと思います。お願いい

たします。 

○議長（寺田公一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君） お答えいたし

ます。 

 補助金申請されております経費の内訳につい

ての御質問であったかと思います。 

 申請が出ております４件、トータルの金額ベ

ースで、車両改修費が全体の約６５％、機械設
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備費が約２５％、そして広告宣伝費が約１０％

となっております。 

 車両改修費及び機械設備費の主なものといた

しまして、それぞれ給水や電気設備等の内装工

事費、また、車両ラッピング、冷凍冷蔵庫や、

ＩＨヒーターとなっております。 

 このことから分かることといたしましては、

新たにキッチンカー等の導入を考えられている

事業者にとりましては、大きな負担となること

が想定されておりました初期導入経費を、一定

額補うことができたのではないかというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 今、説明がございまし

たように、こういったコロナの中で疲弊した飲

食店を中心とした事業者の方々が、こういった

新たな事でも活路を見いだすための補助として、

有効に活用いただければなというふうに思いま

す。 

 キッチンカーについては、今回、補助金を使

って開始された機会、キッチンカーを活用して

いただきたいなと思いますので、その辺もまた

含めて、注意を払っていただきたいなと思いま

す。 

 続きまして、補助事業の今後についてという

ことですが、先ほど、説明がありましたように、

一応、今、４件、予算額自体は達しているとい

うことで、一旦、止まった状態ということをお

聞きいたしました。 

 本事業に対して、一定の反響があったものと

判断されるわけですが、そこで、この事業に対

して、今後延長していくですとか、予算の増額

を図って、さらに活用していただく機会を増や

していく。そういったお考えがあるかないかを

お聞きしたいと思います。 

 また、今回、補助金を活用いただきました事

業者の方々に対しまして、本事業の目的でもあ

りますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響

を受けた事業者の売上回復に向けた取組を支え

るというふうに、新規事業等調査表にも書かれ

ております。 

 その点から言いますと、今回、整備されたキ

ッチンカーをいかに活用していくのかというこ

とも、一つの重要な課題となってこようかと思

います。 

 その点につきまして、キッチンカーの活用機

会の創出等につきまして、今後どのような支援

をされていくのか、その点につきましてお伺い

したいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 三木議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 本補助事業の今後につきましては、先ほど、

課長の答弁にもありましたように、受付終了後

も、キッチンカーを検討されている事業者の方

からの問い合わせがなされております。 

 同様の問い合わせがさらに増加した場合には、

事業者の活力向上を推し進めるためにも、積極

的に追加支援を検討してまいりたい、そのよう

に考えているところでございます。 

 また、キッチンカーの利用促進に向けた支援

策につきましては、今回の補助事業により、事

業転換を図る事業者を下支えするためにも、重

要な視点であるというふうに考えているところ

でございます。 

 需要の掘り起こしが見込まれるこの新庁舎や、

そして高知西南中核工業団地、また週末の需要

が見込まれる今年度整備予定の道の駅すくもサ

ニーサイドパークなどにおきまして、キッチン

カーの利用促進がなされるように、関係機関と

連携を図り、状況に応じた側面的な支援を積極

的に図っていきたい、そのように思っておりま
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す。 

 やはり需要と供給。需要があるところに、直

接、乗り入れをしていって、そこで販売ができ

るといった利点があろうかというふうに思って

いるところでございまして、そういった面から

も、アフターコロナという形の中で、新たな事

業展開に向けて、支援してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 支援に向けた取組、今

後も続けてまいられるということで、安心をい

たしました。 

 さらに、情報交換しながら、こういった事業

者の求める機会であったりですとか、逆に市の

ほうから、こういうのはどうだろうという、情

報の共有とか、そういった部分も含めて、取組

を進めていっていただければというふうに思い

ます。 

 続きまして、次の質問に移ります。 

 ポストコロナを見据えた市内事業者支援につ

いて、お伺いをしてまいります。 

 今、前々回の議会の中でも、私、一般質問の

中で何回かお伺いした件がございますが、今、

コロナが長期化する中で、状況が変わってきて

いるというふうに思います。 

 これは、先ほど、午前中の一般質問にもあり

ました、コロナだけでなく、世界の情勢とか状

況も大きく変化する中で、先ほどの燃料の高騰

でありますとか、資材の高騰、資源の高騰、

多々生活に直結してくる問題があるわけですが、

その中で、市内の事業者の今の現状についてな

んですが、今、市としては、現在の宿毛市の市

内事業者の状況を、今現時点ではどのように捉

えていらっしゃるのか、または分析されている

のか、この点をお伺いいたします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 日本銀行高知支店の高知県金融経済の概況な

どによりますと、緩やかな改善の気配といいま

すか、そういった気配が見受けられるものの、

新型コロナウイルス感染症の影響からは脱却し

ておらず、依然として厳しい状況が継続してい

ると、そのように分析をされているところでご

ざいまして、こういう状況なのかなというふう

に、本市としても考えているところでございま

す。 

 議員おっしゃられましたとおりでして、これ

に加えまして、ロシアのウクライナ軍事侵攻を

背景に、資源の高騰や原材料の供給不足などに

より、様々な分野で値上げが実行されていると

ころでございます。 

 そして、市内事業者の皆様が置かれている環

境といいますものは、まだまだ厳しい状況が続

いているというふうに、私も感じているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） まさしく同感でござい

まして、非常に厳しい状況にあるというように、

私も捉えております。 

 しかしながら、事業者の努力や、そういった

ものがまず第一優先になってくるのかなと。い

かに宿毛市で事業継続されていくのかというと

ころ、注意しながら見ていっていただきたいな

と思います。 

 そこで１点、補足的な質問にはなりますが、

庁舎移転から１カ月少々がたちましたが、この

庁舎移転に伴いまして、既存市街地への影響と

いう部分に関して、どのように市としては見ら

れているのか。 

 ただ、見極めるには、時間的にも短いとは思

われますが、現段階での所見をお伺いをいたし
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ます。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 新庁舎での業務を開始して、１カ月以上が経

過をいたしたところでございます。 

 庁舎が移転したことに伴う既存市街地への影

響についてでございますが、現状での把握とい

うのは、まだまだ困難なところではございます

が、通勤時間帯の交通量が減少したということ

は、市民の皆様からも聞いているところでござ

います。 

 また、既存市街地から約３００名の職員がこ

こに移ったということで、ランチタイムの人手

や、そしてコンビニエンスストアの利用客が減

ったものではないかというふうに、推測をして

いるところでございます。 

 なお、職員による夜の宴会につきましては、

移転前とそれほど大きな変化は生じていないの

ではないかというふうに思っているところでも

ございます。 

 本市といたしましても、庁舎移転に伴う既存

市街地への影響を、できる限り緩和をしていか

なければなりませんし、またそういったものを、

底上げもしていかなければならない、そのよう

に思っているところでございまして、引き続き、

既存市街地への影響を注視しながら、取り組ん

でいきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 今、答弁にもございま

したように、時期的にまだ見極めるのは到底早

い。現象として、市民の皆様から出てきている

声を拾い上げていっている段階で、私のほうに

も、幾つか耳には入っておりますが、状況とし

ては、同じような情報が入っているなというと

ころでございます。 

 注意しながら、大きく今までとの差が生まれ

て、既存市街地の過疎化じゃないですけれども、

流れに余り大きな影響がない、もしくは中心市

街地の活性ということで取り組んでまいってお

りますので、そうした部分も注意を払っていた

だきたいなと思います。 

 続きまして、今後の市内事業者に対しての支

援について、１点質問をさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響によっ

て、売上減少などによる経営状態の悪化を支え

るために、宿毛市といたしましても、各種補助

金や給付金の政策を実施されてきました。 

 今後の支援等についてお伺いをいたしてまい

ります。 

 現在も新型コロナウイルス感染症拡大による

経済活動の低迷は続いており、回復までには、

まだまだ時間がかかることが予想されておりま

す。 

 今後、市内業者に対しての支援等につきまし

て、どういった方向性を持って進めていかれる

のか。また、現在、既に検討中の政策や、国や

県に対して働きかけている事項等ございました

ら、お聞かせを願います。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをいたします。 

 市内事業者への支援につきましては、事業継

続を主眼とした直接的な事業者支援と、ポスト

コロナを見据えた支援策の両面から施策を実施

してまいりたいと考えているところでございま

す。 

 現在、国や高知県が、コロナの影響を受けた

事業者への直接支援を実施しておりますので、

宿毛市としましては、ポストコロナを見据えた

施策に重点を置きまして、事業転換を図る事業

者を支援する宿毛市キッチンカー等導入支援事

業費補助、事業展開を金融面で支援する宿毛市

中小企業者等経営支援事業保証料補助、及び利
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子補給補助などの事業者支援を実施していると

ころでございます。 

 次に、国や県に対する市としての働きかけで

ございますが、事業者を取り巻く環境は、コロ

ナ禍の影響に加え、原油高、物価高騰など、ま

すます厳しくなっております。 

 令和４年６月１日に、全国市長会で決議され

ましたポストコロナを見据えた地域経済、雇用

対策の充実に関する決議に賛同いたしまして、

国に対して事業所支援の充実などを、要望した

ところでございます。 

 今後ますます重要となる事業所支援が、より

効果的に実施されるよう、様々な場面を通じま

して、国や県へ、これからも強く要望していき

たい、そのように考えているところでございま

す。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） ぜひとも、国、県への

強い働きかけ、力強い言葉いただきました。 

 市の財源にも限りは当然あります。そこだけ

に集中できる状況でもない、これはよく理解し

ております。 

 いかに国、県の支援を取りつけてくるかとい

うことも、また一つ重要な動きとなってまいり

ますので、その点にも力を入れていただきたい

なと思います。 

 １点、再質問をさせていただきます。 

 今年４月１日付で、宿毛商工会議所内の商業

部会の中に、飲食店分科会が立ち上がりました。

この飲食店分科会は、くしくも新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響を大きく受け、厳しい経

営状態に陥った飲食店の方々が、何とか街にに

ぎわいを取り戻そうと、活路を見いだそうとい

うことで、立ち上げに至ったわけでございます。 

 この分科会では、食を通じての地域振興を目

的としており、今後、土曜夜市の復活や、市内

イベントへの積極的参加、また各店舗間の連携

を強くして、市内外に向けてのキャンペーン実

施等のイベント関連事業を計画しております。 

 さらに、商工会議所管轄の補助事業を活用し、

Ｗｅｂや紙媒体での飲食店マップの再構築に向

けて、活動を開始しております。 

 このマップにつきましては、位置を示すだけ

のマップではなく、一つのテーマにのっとった

形でマップを作成し、地元食材を使った料理や

飲み物を提供することで、楽しみながら宿毛の

食をＰＲしていくというふうな予定で聞いてお

ります。 

 そうした積極的な活動に対して、市としては、

何らかの協力をしていくべきではないかという

ふうに考えるわけですが、その点につきまして、

所見をお伺いしたいと思います。 

 お願いいたします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 宿毛商工会議所内の商業部会の中に、飲食店

分科会が組織されたということは聞かさせてい

ただきまして、承知をしているところでござい

ます。 

 この新型コロナウイルス感染症の影響を、非

常に受けている飲食店であります。そういった

方々が、地域の活性化のために頑張ろうという

ことで、立ち上げたというふうに聞いておりま

して、非常に期待をしているところでございま

す。 

 ぜひ、いろいろな形で連携をもって、一緒に

なって取り組んでいきたいというふうに考えて

いるところでございまして、市としても、しっ

かりとした支援をする必要があれば、支援をし

てまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 何かと飲食店の状況と
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いうのは、報道等でも、宿毛市のみならず全国

的な問題にもなってきておりまして、その中で、

何か活路を見いだそうという取組に関して、非

常に、私としても胸が熱くなる思いをしている

ところではございます。 

 ぜひとも、どういったことが今後企画されて

くるのかというのは、現時点では分かりません

が、これも先ほどと同じですけれども、情報の

共有とか、情報交換といった場を設けながら、

最終的には、先ほど、目的に合った宿毛市の地

域振興ということに結びついていく、方向性と

しては同じ方向を向いているのではないかと理

解しておりますので、この点も協力を深めてい

っていただきたいなというふうに思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 地方創生テレワーク交付金活用による企業誘

致と移住促進についてということで、質問をさ

せていただきます。 

 これまでの移住定住促進事業の実績について、

お伺いしたいと思います。 

 宿毛市として、これまで実施してきました移

住定住促進事業と、その実績をお伺いをいたし

ます。 

 概要程度の紹介で結構でございますので、お

聞かせを願います。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 本市の移住促進の取組につきましては、私が

市長に就任した翌年の平成２８年度から、公約

でもありました移住定住推進室を設置し、移住

促進に取り組んできたところでございます。 

 その中で、県外での移住者フェアへの参加は

もちろんのこと、宿毛市での移住体験ツアーや、

短期滞在施設の提供、移住してきた方に対しま

しては、移住者交流会の開催などによりまして、

移住後の不安解消などのサポートを行う定住促

進も実施をしているところでございます。 

 毎年度、同様の施策を行うのではなく、その

ときの状況に合った事業を行うことで、移住希

望者のニーズに応えるべく、取り組んでおりま

して、近年におきましても、空き家活用事業費

補助金や、子育て世帯移住支援事業費補助金、

そして結婚新生活支援事業費補助金など、様々

な事業を実施しているところでございます。 

 平成２８年度から６年間での県外からの移住

者は、４８０名となっておりまして、令和２年

度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響も

あり、減少傾向にはありますが、令和元年度に

は、取組を始めて以来、最も多い１２８名の方

に移住をしていただいているところでございま

して、これからも、この施策、力を入れて取り

組んでまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） おおよそ概要が分かっ

てまいりました。 

 地方創生テレワーク交付金の活用について、

前段にお伺いした移住定住促進事業の中で、今

現在、国からのデジタル田園都市国家構想推進

交付金、地方創生テレワークタイプというのが

打ち出されてきておるわけですが、この件につ

きましてお伺いをいたします。 

 地方の１次産業をはじめとして、地域によっ

ては文化、スポーツ等、多方面から地方への移

住定住、交流への支援策が打ち出されてきまし

たが、その中で、今回、一般質問の場で宿毛市

においての地方創生テレワーク交付金について

お伺いをいたします。 

 さて、地方において仕事がないことが、地方

への移住定住を拒む大きな要因となってきてい

るのは、今までも幾つか挙げられてきておりま

すが、これまでの地域活性化政策は、地元産業

の創生や、企業の誘致に焦点が当てられてきま
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したが、東京一極集中を大きく改善するものに

はなってきておりません。 

 これを打開する可能性を秘めたものとして、

コロナで一気に進んだ時間、場所の制約に縛ら

れずに、仕事ができるテレワークが挙げられて

います。 

 新型コロナウイルス感染症拡大によって、働

き方が大きく変化し、総務省の通信利用動向調

査によりますと、企業のテレワーク実施率は、

新型コロナウイルス感染症拡大前に比べ、倍増

しております。特に情報通信事業においては、

実に９割以上の企業がテレワークの導入をして

おるという現状がございます。 

 このような状況下におきまして、宿毛市にお

きましても、人口減少に歯止めをかけ、さらに

豊富な技術や知識を持った人材を確保するなど

の観点から、積極的なテレワーク交付金に対す

る働きかけが必要ではないかというふうに思い

ますが、現時点におきまして、宿毛市のテレワ

ーク交付金活用に向けた取組は、どのようにな

っているのかをお伺いをいたします。 

○議長（寺田公一君） 企画課長。 

○企画課長（上村秀生君） 企画課長、三木議

員の一般質問にお答えいたします。 

 地方創生テレワーク交付金は、新型コロナウ

イルス感染症の拡大を契機に、国民の意識、行

動の変容が見られることを踏まえ、地方でのサ

テライトオフィスの開設や、テレワークを活用

した移住滞在の取組等を支援することによりま

して、地方への新しい人の流れを創出し、活力

ある地域社会の実現を図ることを目的といたし

まして、昨年、創設された制度でございます。 

 本市におきましても、遊休施設の活用や、企

業誘致を目的といたしまして、サテライトオフ

ィスなどの検討を行ってきた経緯がございます

が、本交付金の活用にまでは至ってないという

状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） まだ活用に至っていな

いということで、御答弁いただきました。 

 それでは、この地方創生テレワーク交付金を、

仮に活用を推進するというふうに方向性をかじ

をとった場合に、ざっくりした聞き方で申し訳

ないんですけれども、メリットというか、利点、

これは目線によっては、市としての目線なのか、

こちらにサテライトオフィス等を設けようとし

ている視点なのか、もしくは宿毛市をＰＲする

といった部分、いろんな視点があると思います

が、利点という部分に関しましては、どのよう

なお考えをお持ちなのか、その点をお伺いいた

します。 

○議長（寺田公一君） 企画課長。 

○企画課長（上村秀生君） 企画課長、三木議

員の一般質問にお答えいたします。 

 地方創生テレワーク交付金は、地方負担が実

質５％から１０％で行える事業となっておりま

すので、市としてのメリットといたしましては、

負担が非常に小さくて済むということが挙げら

れます。 

 また、移住者の方に、宿毛市を選んでいただ

くためのメリットといたしましては、本市は子

育て世帯応援事業や、子育て世帯家賃補助事業、

今年度から児童福祉医療費助成制度対象年齢を、

中学校修了までから１８歳年度末までの児童に

拡大するなど、子育て支援対策に力を入れてお

ります。 

 また、大学等で市外に出られた後に帰られた

方には、奨学金返還助成事業を新設するなど、

乳幼児期から成人まで、安心して過ごしていた

だける環境を整えております。 

 そのほかにも、宿毛市にはよいところがたく

さんあると思いますが、移住された後には、宿

毛市を選んでよかったといっていただけるよう
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な取組を、今後も進めていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） では、逆に、宿毛市に

おいて、地方創生テレワーク交付金の、同じく

活用を推進をしようとするときに、課題となる

ような点、そういった部分が想定されておられ

ましたら、その点につきましてもお伺いしたい

と思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（寺田公一君） 企画課長。 

○企画課長（上村秀生君） 企画課長、三木議

員の一般質問にお答えいたします。 

 地方創生テレワーク交付金は、地方公共団体

がサテライトオフィス等を整備するサテライト

オフィス等整備事業、民間施設の開設支援を行

うサテライトオフィス等開設支援事業、既存の

施設への関連設備等の導入支援などを行うサテ

ライトオフィス等活用促進事業、区域外の企業

進出を支援する進出支援事業と、大きく４つの

事業に分かれております。 

 本市が交付金を活用する場合には、この４つ

の事業のうち、どの事業を活用するのか。市外

から人を呼び込むために、どういった事業を行

うことが必要なのか、そのためのニーズの確認

が一番の課題であると感じております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） メリットとデメリット、

当然、何か物事を起こす場合には、当然そうい

った、相反するものが発生してくるものでござ

いますが、トータルとして、宿毛市の抱えてい

る問題を解決しつつ、こうした形で宿毛市の今

後の発展に、何か追加できていくことができれ

ばいいなというふうに思っております。 

 最後の質問になります。 

 今後の、この活用に向けた取組についてお伺

いをいたします。 

 地方創生テレワーク、今挙げられました幾つ

かのメリット、また課題を踏まえた上で、工業

団地の空き地の活用や、空き家対策などや、公

共施設の跡地利用、また交付金に上限はあるも

のの、市の実質負担が５％から１０％となるな

ど、さらには進出企業側にとっても、地方の人

材を確保できたりですとか、固定費が都内等で、

都会でやるよりも削減ができたりですとか、こ

こで働く社員にとっても、先ほど答弁もござい

ました中で、子育てや介護の時間の確保、そう

いった市としての補助事業も多種ございます。 

 そういったいろんな面から見て、非常に有利

な政策ではないかというふうに私個人は考えて

いるわけですが、宿毛市としては、今後、この

交付金活用に向けた取組の方向性、どういった

方向に向かって、この活用、地方創生テレワー

クの交付金に向けた活用につきまして進めてい

くのか、またどのように考えているのか、その

点をお聞かせを願います。 

○議長（寺田公一君） 企画課長。 

○企画課長（上村秀生君） 企画課長、三木議

員の一般質問にお答えいたします。 

 地方創生テレワーク交付金は、議員がおっし

ゃられるように、地方公共団体の負担も少なく、

有利な事業であると考えております。 

 また、移住促進に取り組む上で、当然、検討

していかなければならない事業と考えておりま

す。 

 本交付金は、県内で採択されている自治体も

あり、遊休施設を活用したサテライトオフィス

を整備している自治体もございますので、今後

におきましても、先行している自治体の動向や、

施設の利用状況等も注視し、本市に合った事業

の実施方法を検討してまいりたいと考えており

ます。 
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 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番三木健正君。 

○３番（三木健正君） 丁寧な答弁、ありがと

うございました。 

 まさしく、時代に即した移住促進の政策の一

つではないかというふうに思います。 

 これだけテレワークが進んで、家で、どこに

いても同じ事業ができる。先ほど、答弁の中に

もありました、いろんな先進地というか、導入

に成功されている市町村も、ぽつぽつと出てき

ておるとお伺いしておりますので、そうした部

分を踏まえつつ、また宿毛ならではの提案だと

か、企画ができていけることを望んでおります。 

 ぜひともこういった機会で、宿毛市だけで人

口を増やしていくというのは、本当にかなり厳

しい状態。今まで何年もやってきて、先ほど、

市長の答弁にもありましたが、４８０名ぐらい、

決して少ない数字ではないと思います。すごく

伸びてきているかなと思いますが、全体として

は、減ってきている。この現状も踏まえなけれ

ばいけないという中では、宿毛に移住定住して

いただく大きなきっかけとなっていくのではな

いかというふうに捉えますので、ぜひともまた

研究を進めていただきまして、可能であれば積

極的な取り入れをお願いしたいと思います。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わらせ

ていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（寺田公一君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ２時２５分 延会 
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午前１０時０１分 開議 

○議長（寺田公一君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） １番、今城です。今回

もよろしくお願いいたします。 

 それでは、１番目の原子力災害への対応につ

いて、伺っていきます。 

 ロシアのウクライナ侵攻では、原発が攻撃さ

れたり、核戦略の使用をにおわせたりしていま

す。 

 転じて、日本では泊原発訴訟、これは津波対

策が欠けるとして、運転差し止めの判決が出ま

した。 

 私たちは、このような現実に真剣に向き合わ

なければならないと考えています。この機会に、

原発重大事故などによる原子力災害が発生した

際、宿毛市がどのように対応するのかを伺って

いきます。 

 それでは、まずはじめに、予想され得る被害

について、聞きます。 

 伊方原発がメルトダウンや水素爆発を起こす

ような事態になった場合、宿毛市にどのような

被害を及ぼす可能性があるのか。想定され得る

最大レベルの被害とはどのようなものか、お伺

いします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

今城議員の一般質問にお答えいたします。 

 本市の被害の想定についてでございますが、

国の指針では、原子力発電所からおおむね半径

３０キロメートルを、原子力災害対策重点区域

とし、原子力発電に特有な対策を講じることと

しており、重点区域の範囲外での防護体制につ

きましては、国が指示を出すこととなっており

ます。 

 宿毛市は、原子力発電所から５０キロメート

ル以上離れておりまして、重点区域の範囲外で

ございますが、放射線物質は、一般的に移動距

離が長くなる場合は拡散により、濃度は低くな

る傾向があるものの、風下方向の広範囲に影響

が及ぶ可能性がありますので、気象条件によっ

ては、放射線物質の影響を受けることも考えら

れます。 

 また、想定し得る最大レベルの被害について

の御質問ですけれども、先ほど申し上げました

ように、気象条件によりまして、影響をされる

ものであることから、高知県も被害想定につい

て示しておらず、本市が単独で想定できるもの

ではございません。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 福島原発事故では、放

出された放射性物質の８割が、太平洋側に流れ

ました。 

 １号炉の水素爆発による放射成雲、プルーム

といいますが、放射成雲は、２００キロメート

ル離れた海上を航行中の米空母、ロナルド・レ

ーガンに直撃し、その８年後には、兵士乗組員

９名死亡、２３人ががん、２００人以上が後遺

症を抱え、訴訟を起こしました。 

 この訴訟で、兵士らの症状や証言が出されま

したが、下痢や下血が続き、歯が抜けていった

とか、血液障害というのが出されています。 

 全くビキニ被災船員と共通した証言になって

いるということで、同等の被曝をしたものと考

えられます。 

 ２０１５年９月２２日の高知新聞に、伊方原

発事故想定、県西部で影響深刻という記事があ

りました。 
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 民間シンクタンク環境総合研究所の顧問、青

山氏は次のように述べています。 

 高知県西部は、年間を通して北から北西の風

が多い。北の風の場合は、高知県西部に毎時１

０マイクロシーベルトに及ぶプルームが流れ、

栽培されているミカンや、豊後水道に生息する

魚は、もろに影響を受けると。 

 海が汚染されれば、５年から１０年は漁業へ

の影響も出るだろうと述べています。これは、

宿毛湾、宇和海も含まれるということです。 

 宿毛は、伊方原発から７０キロメートルほど

離れていますが、事故が起これば、宿毛に被害

を及ぼす可能性が極めて高いのです。 

 それでは、次に、宿毛にプルームが到達する

まで、つまり放射成雲ですね。プルームが到達

するまでの対応について、伺っていきたいと思

います。 

 伊方原発で非常用炉心冷却装置が作動するよ

うな事故が発生、このような状態をフェーズ１

という。 

 そして、原子力災害対策特別措置法第１０条

に基づき、厳重警戒態勢が発令されます。 

 この時点で、宿毛市がどのような対応を始め

るのか、お伺いします。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 厳重警戒態勢、フェーズ１が発令された場合

の対応についてでございますけれども、宿毛市

は原子力発電所から、先ほど議員がおっしゃい

ましたように、県境でも５０キロメートル以上、

それから市街地で７０キロメートルになろうか

と思いますけれども、５０キロメートル以上離

れていることから、県が設定した応急対応フェ

ーズや、県の配備体制に基づいた本市の対応規

準はございませんけれども、国が気象状況によ

って、本市に影響が及ぶ可能性があると判断し

た場合には、住民に対して屋内退避や避難の指

示が速やかに出せるように、広報等の準備の対

応を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ということは、もしプ

ルームが来ても、住民を被曝させないよう、早

急に住民、市民に状況を知らせていくというこ

とになろうかと思います。 

 それでは、次の質問にいきます。 

 次のフェーズ。原発敷地内で、５マイクロシ

ーベルト毎時以上を検出し、フェーズ２に及ぶ

と政府は原子力災害対策特別措置法第１５条に

基づき、原子力災害緊急事態宣言を発令します。 

 その緊急事態宣言が発令された場合、宿毛市

での対応はどのようになるのかを伺っていきま

す。 

 お願いします。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 フェーズ２、原子力災害緊急事態宣言が発令

された場合ということでございます。 

 フェーズ１と同様に、本市に影響が及ぶ可能

性がある場合には、屋内退避等の指示を速やか

に出せる体制を整えることや、避難所の開設準

備、また学校などの関係施設への伝達や住民等

からの相談への対応など、県や周辺自治体とも

連携を取りながら、対応を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 広報でまず、注意を強

化していくということになろうかと思います。 

 屋内退避の注意喚起ということは、この時点

で外に出ないよう注意をしていくということに

なると。それから、学校施設への通報がフェー

ズ１の段階からも出ていると思いますけれども、
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これもちょっと聞かせてください。学校施設な

どに通報が来た場合、下校措置を取らすような

ことになるのか。通告からいくと、追加質問に

なりますけれども、分かっていたらで結構です。 

 それから、ヨウ素剤の配布準備というのも書

かれていましたけれども、この時点では、宿毛

は対象外であるとして、この準備はまだないの

かとか、そういうことも含めて、確認させてく

ださい。 

 もう一回、確認します。 

 学校等への情報伝達がきた。緊急事態宣言。

学校にとどまらせるのか、下校させるのか。 

 それから、ヨウ素剤の配布準備などはしてい

くのか、その点、聞かせてください。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 まず、学校施設への下校等の通知についてで

ございますけれども、まだ具体的には、各学校

への退避を、学校にしていただくのか、下校す

るのか、そういったところについては、まだ具

体に取り決めておりませんので、国の指示を待

ちながら、迅速に対応を図ってまいりたいと考

えております。 

 それから、もう１点、安定ヨウ素剤の配布に

ついてでございますけれども、安定ヨウ素剤に

つきましては、高知県、それから宿毛市におい

ても、備蓄は行っておりませんが、まず、国に

おける安定ヨウ素剤の備蓄量を申し上げますと、

国が全国５か所において、安定ヨウ素剤集積所

に２００万錠、それからゼリー状安定ヨウ素剤

を１５万包を備蓄しております。 

 先ほども申し上げましたように、高知県、そ

れから宿毛市では、安定ヨウ素剤の備蓄は行っ

ておりませんが、万が一、宿毛市において安定

ヨウ素剤が必要となった場合には、国の安定ヨ

ウ素剤の集積所から必要な数量が配付されると

いうことになっております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 恐らく伊方の近くにあ

るんじゃないかと思いますので、比較的近いか

もしれませんので、もし危険が生じてくれば、

風向きとか、そういうときに、配付されること

になるのかもしれないということでしょうか。 

 つまり、次に来る事態に備え、次のフェーズ

に進む事態に備え、被曝させないような対応が

起こってくる。 

 ただ、さっき言った想定、下校させるのかさ

せないのか。恐らく、通告、その点で僕も考え

てなかったということで、その点については、

また考えておく必要はあろうかと思いますので、

シミュレーションもしていただいておけばと思

います。 

 次に、国のレベルの規準からいえば、安全圏

内、７０キロメートルほど離れていますので、

宿毛は安全圏内だろうということですけれども、

さっき言ったように、多くは西風が吹きますの

で、雲の流れと一緒ですね、特に冬季は北西風

が吹きますので、さっき言ったロナルド・レー

ガンでの被曝のように、こちら側に流れてくる

可能性は高い。 

 伊方原発からプルームが噴き出し、北から北

西風に乗って、三本杭とか篠山に突き当たると、

上昇気流によって雨を降らせます。 

 そうすると、篠川や松田川流域に雨を降らせ

ることになるでしょう。 

 注意すべき放射性物質。２つの放射性物質が、

気をつけるべきものとしてあげられます。 

 ヨウ素１３１、放射性ヨウ素、半減期８日で

すが、気をつける必要があります。大変、水に

溶けやすいので、水道水を汚染していきます。 

 福島で被曝した人たちというのは、水道水か

らの汚染が多かったということをお聞きしてい
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ます。そういうことですね。 

 それから、セシウム１３０、セシウムという

ことをよく聞くと思いますが、これは、半減期

３０年で、水に溶けにくいということになりま

す。長年にわたり、山林や川底、河口、湾内の

土に蓄積し、それが、農水産物に被害を与える

ことになるでしょう。 

 ですから、こちらを直撃しないプルーム。こ

こにプルームが直撃しないことを望むばかりと

いうことになりますが、最悪の事態を考えなけ

ればならないということになろうかと思います

から、ぜひ想定しておいてください。 

 次の質問です。 

 プルームが来てしまえば、さっき言ったよう

に、被曝をさせないということになろうかと思

いますが、外部被曝、内部被曝を予防するため

に、市民にどのような注意喚起を行うのか、も

う少し具体的にお聞かせ願えればと思います。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 原子力災害時につきましては、屋内に入るこ

と。それから、遠くの避難先に避難するといっ

た対策がございます。 

 住宅などの屋内に入るだけでも、放射線被曝

量を減らすことはできますが、特にコンクリー

トの建物においては、遮蔽効果や気密性が高く、

放射線被曝量を減らす効果は大きくなりますの

で、国から指示があった際には、このような退

避行動が行えるように、注意喚起を行ってまい

りたい、このように考えています。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 国から指示があった場

合、早急に対応を取るということですけれども、

まず、１１年前を思い出してみると、家に退避

してください。窓にガムテープなどで塞いでく

ださいといったことを覚えています。 

 密閉状態をつくることや、コンクリートの建

物に入ること、そういうことであれば、そのフ

ェーズの前に、恐らく避難場所を宿毛市として

確保しておく必要があるんじゃないかと思うわ

けです。ぜひそのようなことを、早急に進める

ような対応をお願いしたいと思います。 

 次の質問です。 

 次に進む前に、今言ったことの補強として、

自分が家庭でできること。恐らく、市でもこう

いうことを呼びかけると思うことを書き出して

みました。 

 プルームが来る前に、当然、外にまだ出れる

わけですから、そのときに家庭でできることは、

できるだけしておくということになろうかと思

います。 

 まず、さっき言ったように、水道水が汚染さ

れるということを考えると、飲料水などの水を

早急にためるということでしょうね。お風呂で

あっても、ペットボトルであっても、できるだ

けのものを、さっき言ったヨウ素１３１という

のは、半減期８日。 

 放射能が半分に減っているのが８日。まだま

だ強いですね。２週間たてば、その半分。３週

間とかいうふうに見てみると、１０分の１ぐら

いに減るのは、１カ月後ぐらいを考えなければ

ならないということになると思います。 

 ですから、少なくとも１週間は、家で閉じこ

もっておけるだけの準備が、事前に準備できて

いればいいし、さらに家にとどまらなければな

らない状況を想定しておくということになりま

す。 

 それから、そういうことを備えて、屋内退避

できる食料の備え。当然、地震で停電になって

いるかもしれませんが、情報を取れる、気象情

報、それから当然、ニュースなども出てきます

ので、近くのモニタリングポストの数値を見る。 
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 この近辺のモニタリングポストの所在地がわ

かりましたら教えてください。どうでしょうか。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 お答えになっていないかもわかりませんけれ

ども、所在については、自分のところでは承知

できておりません。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 今は増えているかもし

れませんが、平成２６年の県の原子力災害対策

行動計画には、幡多には一つありました。高等

技術学校に設置されていると書いてありました。 

城辺辺りにもあるかもしれません。 

 そういうところの数値が、自治体にも入って

くるものと思います。 

 それから、もし来たときには、雨にあたらな

いなど、そういうことを注意しないといけない

と思いますけれども。 

 次の質問にいきます。 

 さっき話しましたが、宿毛は５０キロメート

ル圏外、それから、安定ヨウ素剤は集積地から

の配布ということですが、いざというときの配

布、これは可能かということですけれども、時

間も制限があると思います。２４時間以内に、

あるいは被曝するまでに届けられる状況かどう

か、このあたり、わかりましたら答えてくださ

い。お願いします。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

安定ヨウ素剤の配布について、可能かというこ

とで、先ほど答弁させていただきましたように、

高知県、それから宿毛市において、現在、備蓄

はいたしておりません。 

 国の指針にもありますように、おおむね３０

キロメートルを超えますと、国の指示を出すと

いうことになっておりますので、そういった指

示を待って、早急に対応してまいりたいという

ふうに考えておりますし、集積所としましては、

全国５カ所ございまして、近くでは中国・四国

地方で１カ所ございますので、そういった時間

でも可能かなというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ということは、ヘリに

よる輸送とか、そういうことになるんでしょう

ね。 

 ここで安定ヨウ素剤のことについて、把握し

ておかなければならないと思いますので、確認

したいと思います。 

 体内のヨウ素の７から８割は甲状腺に蓄積さ

れています。甲状腺ホルモンをつくるのに、ヨ

ウ素が主成分になります。甲状腺ホルモンは、

生殖、成長、発達のコントロールをしますので、

特に胎児では、脳や抹消組織、骨格などの発達

と成長を促しますので、子供には甲状腺に放射

性ヨウ素を吸収しないように、できるだけ被曝

の前に安定ヨウ素を服用させなければなりませ

ん。 

 常時、ホルモンで使われますから、使われた

分がまた食物によって補給される。その前に、

被曝して外から放射性ヨウ素が入ってくる前に、

取り込むヨウ素で埋めておくと。安定したヨウ

素で埋めておくということになります。 

 今言った話からいえば、宿毛の場合は届く可

能性が少ないような気もしています。ここへの

対応というのが、市の勝負ではないかと私は思

っています。 

 もろに来た。子供は被曝の可能性がある。宿

毛市として、できることは何かということを考

えていかないといけません。 

 次の質問ですね。じゃあ、安定ヨウ素剤が提

供できない場合の事前の策はありますか。また、
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保育園や学校給食などで、十分なヨウ素を摂取

することができますかという質問をします。 

 お願いします。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 未然の防止についての御質問でございました

けれども、安定ヨウ素剤の服用についてでござ

いますが、安定ヨウ素剤の服用は、原則として

原子力規制委員会が、服用の必要性を判断する

こととしておりますので、国から屋内退避や、

避難等の指示と併せて、服用指示が出された場

合に、住民への配布及び服用を実施することと

いたしております。 

 また、合わせまして、子供において、保育園、

それから学校給食についてのヨウ素摂取につい

てでございますけれども、ヨウ素につきまして

は、魚介類や海藻類、特に昆布に高濃度で含ま

れていることから、日本の食習慣では、身近な

栄養素であるというふうに考えられます。 

 また、体内に吸収されたヨウ素の多くは、甲

状腺に蓄積されますけれども、ある一定量を超

えると、尿中に排出されます。 

 厚生労働省が発行する日本人の食事摂取規準、

２０２０年度版になりますけれども、それによ

りますと、ヨウ素の必要量は年齢に応じて変わ

りますけれども、１日０．０５から０．１４ミ

リグラムとされておりまして、昆布だしを用い

たおみそ汁１杯で賄えることから、給食で提供

する魚介類や海藻、だしを考慮すると、摂取で

きている量ではないかなというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 日常の給食メニューで、

昆布とかワカメが入った日がありますね。それ

で日常の甲状腺ホルモンを提供する分は、十分

に満たされている。あとは甲状腺にさらに蓄積

されないように、補う必要があるということで、

国からの提供が間に合わない場合、次のような

ことがまず考えられるということで、それを言

っておきます。 

まず、国が配付するものとして、用意されるも

のと同じ物が、インターネットなど、薬局経由

で買うことができます。 

 安定ヨウ素剤を前もって個人で入手すること

もできます。 

 効果は、被曝２４時間前から被曝２時間前に

服用すれば、効果は９割。被曝後２４時間以内

に服用しなければ、効果はほとんどない、とい

うことですから、被曝してからでは、実際はな

かなか効き目が薄くなるという意味で、プルー

ムが来ると予想されたときに、できるだけ飲ま

したほうがいいんだと思います。甲状腺がんを

発生させないために。 

 ただし、服用による障害が起こることがあり

ます。多量ですので、必要量というのは、１粒

５０ミリグラムを１回だけ飲めばいいそうです。 

 ５０ミリグラムというので、逆に言って、過

剰障害を起こす場合があるので、国の指針では、

医師の判断をもって受けさすということなので、

なかなか行政として、集団で、まだ来ていない

状況で与えることは厳しいのかもしれない。 

 しかし、家庭で、２０丸入り８６０円でネッ

トで出てきましたので、気になる人はこういう

ものを持っていてもいいだろうと思います。 

 あと、さっき出た昆布ですね。昆布の含量は

ものすごく多いです。昆布１０グラムで１０ミ

リグラムから２０ミリグラム程度のヨウ素が含

まれています。ヨウ素はものすごく水に溶けや

すいので、だし汁で９割が液体になります。そ

れを飲ませる方法もある。 

 原子力安全委員会でも、昆布の話が出て、そ

れは可能だということですが、ただ避難時の国
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の施策としては、非現実的だろうと。だし汁を

そこから作ってということがあるので、それは

家庭など、あるいはひょっとして給食センター

の日常業務の中で、だし汁を作れる可能性があ

りますから。あるいは、昆布を保管しているも

のを、早急に子供に飲ませることも、ひょっと

したら可能になるかもしれません。ぜひ考慮し

てほしいと思います。 

 そういうことで、次に移ります。 

 次の問いです。 

 プルーム到達後の対応について、お伺いしま

す。 

 フェーズ３のプルームによる汚染が、２０マ

イクロシーベルト毎時を超えた場合による対応

を伺います。よろしくお願いします。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 仮に宿毛市が、１時間当たり２０マイクロシ

ーベルトを超える空間放射線量率が測定された

場合につきましては、国や県からの指示により

まして、屋内退避や一時避難などの措置を講じ

ることとなります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） フェーズ３になると、

もはやそこにとどまることは危険であるという

ことです。つまり、１週間以内に一時移転の指

示が出されるということになります。 

 そこで、きちっと注意しておかないといけな

いのは、このレベルになると、ほこりとか、再

浮遊した放射性物質の吸入で、非常に危険なレ

ベルの被曝をする可能性があります。 

 それから、地域生産物を摂取するということ

に気をつけなければならない。当然、畑のもの

を取ってということは危険ですから、そういう

ことを徹底していただくと。 

 早く汚染されてない場所に移動するというこ

とになろうと思いますので、市全体の取組とい

うことになってくると思いますので、そうなら

ないように、あるいはなったときに、最善のこ

とができるように、お願いしたい。 

 ここで福島原発事故のことで、時間経過を言

っていきます。 

 ２０１１年３月１１日、東日本大震災発生。

２０１１年３月１１日午後２時４６分。そして、

午後４時４５分に、原発から緊急事態通報が、

自治体、政府に届きます。そして、午後７時に

なって、総理大臣が緊急事態宣言を発します。

翌日の１２日、午後３時３６分に、１号機、水

素爆発を起こします。 

 これは、事故の予想シナリオどおりですね。

時間の経過はともかく、予想の経緯を完璧に再

現して、事故が起こりました。 

 つまり、原子力事故というのは、物理現象で

すから、全く予想どおりに起こるということを

確認しておいてください。 

 ですから、被曝させずに済んだものを被曝さ

せたということが、ここでの問題点ですね。住

民を被曝させたのは、人災だったということに

なります。 

 プルームが舞う中、２０キロメートル圏内の

住民避難指示をしたのが、３時に爆発して６時

２５分に、その中を避難させたということで、

そのことによっても、さらに被曝を広げたとい

うことが、後になって確認されました。 

 追加質問をします。 

 加圧水型の伊方原発事故は、沸騰水型の福島

原発よりも、事象ははるかに早く進行します。

沸騰しないほど高圧で、閉じ込めて加熱してい

ますから、もし小さな穴でも空いても、しゅっ

といきなり噴き出して、どうにもならなくなる。 

 防ぐ装置は、たしかに配備されていると思い

ますが、もしそうなったときには、早いという
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ことで、ずっと国が県の指示を受けて、指示を

受けてと言っていますが、私がここで、今回提

案したのは、指示を受ける前に、市としての準

備を始めておいてくださいという、こういう意

味で今回取り上げました。 

 国や県の指示の前に、次のステージになった

ときに、すぐに行動が始められるように、準備

をしてください、よろしいでしょうか。お聞き

します。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 伊方原発については、加圧水型、それから福

島は沸騰水型ということで、事前に宿毛市とし

て、対応を図っておくべきではないかという御

質問だったと思いますけれども。 

 先ほどの答弁にもありましたように、宿毛市

においては、５０キロメートル以上離れておる

区域であるということから、現段階においては、

宿毛市独自の対策については、難しいというか、

国が指示を出すということでございますので、

そちらのほうを尊重といいますか、指示に沿っ

た形で、いずれにしましても、国からの指示が

あった際には、迅速にしかるべき対応を講じて

まいりたい、このように考えている次第でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） とにかく住民の命を守

る観点に立って、当然、国の指示は待たなけれ

ばならないと思いますけれども、すぐにという

か、タイムラグがないように、すぐに動ける準

備というのは、必要かと思うということで、想

定もしておいてください。 

 次、この項の最後になりますが、核による破

壊的な結末を避けるために、という質問です。 

 核兵器の使用や、テロなどが原因の原発事故

も含めて、核による破壊的結末は絶対に避けな

ければいけません。そうならないよう、私たち

に何ができるのか、市長の考えをお聞かせくだ

さい。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 今城議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 核兵器の使用につきましては、本市は、議員

も御存じのとおりでございますが、核兵器の廃

絶、平和宣言を呼びかけるため、平成２５年か

ら非核平和都市宣言を行った自治体で組織され

ております、日本非核宣言自治体協議会に加盟

をしているところでございます。 

 また、議員提案によりまして、昭和６０年７

月でございますが、こちらに制定されました宿

毛市平和都市宣言におきまして、世界の恒久平

和を実現することは、人類共通の願いでありま

して、宿毛市は核兵器をつくらず、持たず、持

ち込ませずの非核三原則を、将来ともに厳守す

ること。そして、核兵器禁止のため、本市を非

核都市として、広く呼びかけていくこととして

おりまして、引き続き、宣言の趣旨や目的を十

分に尊重してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 次に、原子力発電所の事故についてでござい

ますが、まず、原子力発電所に対しましては、

私自身も、これまでも一貫して言い続けている

ところでございますが、一日も早い原子力発電

に依存をしない社会の実現を目指していくべき

だと考えているところでございます。 

 原子力発電所の稼働は、国の原子力政策の中

で、原子力規制委員会において、安全対策の審

査を行い、適合審査の結果、妥当であると判断

されたものであり、現時点で国の方針に異を唱

えるものではございません。そういう考えはあ

りませんが、引き続き、安全管理、安全対策の

徹底に努めていただきたいと思っているところ
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でございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） そのとおりだと思いま

す。 

 私の最近、ここに希望の光というのが、市民

社会が核兵器の非人道性を訴え、それが後押し

になって、核兵器禁止条約が国連で成立したと。

これはすごいことだと思います。これが希望で

もあります。 

 この２１日から始まる第１回締約国会議では、

核被害者の救済が主なテーマになり、ビキニ被

災者救済も含めて論議されることになっていま

す。 

 それは、核保有国や核の傘のもとにある日本

政府にも影響を与えるでしょう。被災者救済や、

核兵器廃絶の力にもなっていくと思います。 

 そして、恐らく私たちが次に目を向けるべき

ところということで、ウランの採掘とか、その

労働の非人道性、原子力廃棄物、そして原発事

故処理の問題にも向き合うことになっていくと

思います。 

 普通の人々が人道、こういうことは人間の社

会としてあってはならないという、それを求め

る具体的な行動が束になれば、その行動によっ

て、社会が、あるいは歴史が進んできたという

ことだと思います。 

 市民のそのような行動が車輪の動きとするな

らば、ぜひ市役所には、その車軸となるような、

ハブとなるような役割を担う市役所になってい

っていただきたい。 

 それが、非核平和都市として、市が行ってい

ってもらう役割になるかもしれませんが、ぜひ

非核平和都市として、宿毛市の力を発揮してい

ただきたいと思うのです。 

 さらに、前に向けて。全国の会議にも出てく

れていますが、今度は市民の中にも返していく

ような営みをしていただきたいと思いますが。

市長、追加質問として、そのあたりがあれば、

答えられればお願いします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 そういった宣言都市であるということは、市

民の皆さんに知っていただかなければなりませ

んし、また、子供たちの修学旅行等で、そうい

った平和学習も行っていただいているところで

ございます。 

 また、それ以外の多くの市民の方々にも、で

きる限り、そういったことを目にして考えてい

ただける、そういった場の提供に努めてまいり

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） いろいろな取組があろ

うと思います。 

 例えば、さっき言った、ヨウ素剤が間に合わ

ない場合、被曝したらどうなるかというとき、

家庭でできることということを学んでみるとい

うことも、事故が起ころうが起こるまいが、大

事なことかと考えますので、そんなことも一つ

になろうかと思っていますので、よろしくお願

いします。 

 時間が押していますが、次の内容にいきたい

と思います。 

 戦争遺跡の保存と活用について。 

 濵田知事が今年２月の県議会において、県内

９７か所の戦争遺跡が存在しており、３０か所

において、市町村と保存の在り方を協議する予

定であり、こうした戦争遺跡を活用し、平和の

重要性を後世に伝えていくと述べています。 

 戦争遺跡の保存の在り方について、伺います。 

 県がピックアップした３０の遺跡のうち、宿

毛市及び近隣市町村に該当する戦争遺跡を教え
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てください。 

○議長（寺田公一君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君） 生涯学習課長、お答えいたします。 

 高知県文化財課により作成されました３０か

所のリストを見ますと、宿毛市では宇須々木の

基地跡と、母島と鵜来島を含む沖の島の基地跡

の計２件となっております。 

 また、近隣では、土佐清水市の震洋特攻艇格

納壕と、松尾地区女城鼻に所在する監視哨及び

足摺岬天狗山周辺の軍事施設群の３件と聞いて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） それでは、本市の戦争

遺跡について、県との協議内容について、お聞

かせください。 

 もし、まだしてないのなら、どういうことが

話し合われるのか、わかっていれば教えてくだ

さい。お願いします。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（鎌田勇人君） 昨日の松浦議員への

答弁にも関連いたしますが、協議は県の調査が

済んでからになります。 

 今後、全県下的な保存に関する協議に加わり

ながら、市としての考え方を煮詰めてまいりた

いと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 問題の主になっていく

のが、土地の保有とか、そういう線になろうか

と思いますが、もし市の指針とか、考えている

こととかがありましたら、言えることがありま

したら、教えてください。 

 土地の保有とか、戦争遺跡の保存の在り方、

市としての考えがありましたら教えてください。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（鎌田勇人君） お答えいたします。 

 先ほども申しましたように、県の動向を鑑み

ながら、市としての方向性を取っていきたいと

いうふうに思います。 

 議員の質問に直接お答えすることは、現在で

はできません。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） それでは、次の戦争遺

跡の活用について、伺います。 

 現時点で、宿毛市として戦争遺跡の活用をど

のようにすればよいと考えているか、お聞かせ

ください。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（鎌田勇人君） 現状といたしまして、

宇須々木の基地跡に関しましては、公民館と対

岸の宿毛新港の公園に解説板を設置して、来場

者の利便性の向上を図っているところでござい

ます。 

 加えまして、今年３月、鵜来島定期船乗り場

の待合所に、砲台跡の解説板をルートマップと

共に掲示をいたしました。 

 また、目印として、砲台跡までの登山道に、

ピンクのテープを山頂まで、木々につけました。 

 なお、解説板の内容は、宿毛歴史館のホーム

ページにも公開しております。 

 また、学校現場での戦争遺跡や、当時の資料

を活用した平和学習は、大変重要と考えており

ます。私が現場におりました際、咸陽小学校で

は、宇須々木の基地跡で地区の方からお話をお

伺いする形で、現地学習を行っておりました。 

 今後もこういった活動を進めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 戦争遺跡というのは、

実際行ってみると、戦争とリアルに向き合う空
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間がありますね。当時、どうだったろうという

のが肌で感じるという。 

 戦争遺跡は、戦争とリアルに向き合うことで、

平和な社会を構築するための重要な学びとなる、

これはもう実感しています。 

 高校では、地域探求の学習の時間が始まりま

した。 

 小中学校の歴史や、総合学習のフィールドと

しても、推奨すべき場所だと思っていますので、

また、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、遺跡活用のためにアクセスルートの掲

示、これはさっき言ってくれました。 

 あと、問題になるのが、ルートの維持管理な

どが大変です。それから、調査研究と資料の展

示、ガイド人材、こういったものを充実させる

必要があると思いますが、計画をお聞きしたい

と思います。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（鎌田勇人君） 鵜来島の遺跡につき

ましては、実際に訪れた感覚として、その経年

劣化も踏まえますと、手軽に安全に、遺跡を周

遊できるような状態にするまでには、今後、多

くのハードルがあるとも感じました。 

 現在、鵜来島戦争遺跡の保存を進める会など

のボランティアの方々の熱心な御活動もござい

ますが、維持管理につきましては、ほかの史跡

同様、所有者をはじめ、地元の皆様に主体性を

委ねる部分が多くなるのではないかと考えてお

ります。 

 続きまして、ガイド人材の充実ですが、昨年

度実施しました奥谷画伯のふるさと宿毛を紹介

するバスツアーの折、宿毛観光市民ガイドの会

の皆様に、宇須々木の基地跡のガイドをしてい

ただきました。 

 現在も、その内容充実に向けて、精力的に取

り組んでおられるように伺っているところでご

ざいます。 

 最後に、戦時中の資料収集としましては、先

日、市民から片島に伝わった昭和１０年前後と

思われる戦闘機のプロペラを御寄贈いただきま

した。 

 詳細を調査の上、今年の終戦の日前後には、

展示したいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 再質問します。 

 アクセスルートの維持の件、鵜来島について

いえば、イメージしやすいと思いますが、山に

上がるルート、管理には年３回ぐらいボランテ

ィアが草刈りをして維持されているということ

ですが、当然、お分かりのように、地域だけに

任せるのは負担が大きい、ということであれば、

市の援助が必要ではないかということでありま

すが、その辺は何らかの援助ですよね。それが

できないのかどうか、この場でお聞きします。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（鎌田勇人君） お答えいたします。 

 先ほども申しましたように、所有者をはじめ、

地元の皆様に、主体性を委ねるというふうなと

ころが基本になろうかというふうに思っており

ます。 

 今後、市としても、検討の余地はあるとは思

いますが、今後、先ほども言いましたように、

地元の方々と協議をする中で、方向性を考えて

いきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） あの道の管理を何とか

してほしいというのは、地元の声でも、実はあ

るわけですね。 

 ですから、何が枠組みとしては、地元主体で

ある。これは当然なんです、制度として。けれ

ども、行政は住民の負担や困難を取り除くとか、

住民、市民の幸せに向けて、全力を尽くす、こ
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れが原則だろうと思います。 

 とすれば、何らかの手助けはできるはずです

ので、また、教育長と行ってもらって、また戦

争遺跡に行ってもらう機会があると思いますか

ら、そのあたりも含めて、少しずつ検討を進め

ていってもらいたいと思います。 

 本市の戦争遺跡は、全国からも注目されてい

ます。市外、県外からも、だんだんに訪れ始め

たという情報を聞いています。 

 それから、土佐清水の戦争遺跡と連係も視野

に入れて、ぜひこれから保存活用を進めていっ

てもらえれば、幡多地域の戦争を学ぶ場として

の幅が広がっていくんじゃないかと思いますの

で、ぜひ情報交換しながら、取り組んでいって

もらえればと思います。よろしくお願いします。 

 戦争遺跡については、この辺で終わりたいと

思います。 

 最後の項目に移っていきます。 

 高台移転に伴い、市にどのような要望や相談、

苦情などが寄せられているのか、そして、それ

らについて、どう対応したのかを分かる範囲で

というか、構わない範囲でお聞かせください。 

 よろしくお願いします。 

○議長（寺田公一君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、今城議

員の御質問にお答えいたします。 

 新庁舎へ移転してから１カ月以上が経過しま

した。その間に寄せられた御意見の多いものと

いたしましては、市外の方を中心に、新庁舎の

場所がわかりにくいといったことがございまし

た。 

 この点につきましては、上り口付近に仮設の

案内看板を設置するとともに、道路管理者であ

る高知県に案内看板の設置をお願いしていると

ころであります。 

 また、高台の上り道で、市役所が案内看板を

設置するなどの対策を講じてまいりました。 

 そのほか、昨日の髙倉議員の御質問にもお答

えしましたけれども、様々な御意見をいただい

ておりますが、できるだけ速やかに対応できる

ように、取り組んでいきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 私も５月になって、い

ろいろ相談が入っています。 

 私のところに話が来たのは、交通手段を持て

ない高齢者からの相談が多かったです。 

 その中で、大体、共通の点もありますので、

３つ紹介します。 

 高台の上り口に自転車駐車場がないので困っ

ています。なぜかというと、とてもこの坂は自

転車で、高齢者には上れない。そして、どうし

ても上について上がることになって、上からつ

いて下りることになる。 

 下りるときの方が、怖いんですという話を聞

きながら、そうだろうなと思いながら、私もこ

の議会の前後に行き来しますから、やっぱり何

人か見ます。 

 何人か、高齢者がついて上がっている姿を見

ます。下に駐輪場がつくれないかという。 

 それから、２つ目は、生活保護対象者からで

した。 

 月に１度は市役所に来ていますが、徒歩で、

行き来は半日かかり、体もきつくて困っていま

す、という話なんです。大変だなと。 

 確かにタクシーを使えばという話も、こちら

がしてみましたが、とてもそれはということで

した。 

 それから、３つ目、はなちゃんバスルートに

住んでいない高齢者には、ますます不便になり

ました。何とかしてくれませんかという、こん

な話です。 

 以上の３点に対して、市の回答をお聞かせく

ださい。 
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○議長（寺田公一君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、今城議

員の御質問にお答えいたします。 

 先ほどの御質問でも答弁したとおり、新庁舎

移転後、様々な御意見をいただく機会がござい

ます。 

 こういった御意見は、市役所の移転に伴って

気づいたことも多くありました。 

 御質問にありますように、お困りの方に関す

る改善策としまして、生活保護受給者の方が庁

舎まで来なくてよい方法は何なのか、それがど

う取れるのか。また、税金等の支払いを最寄り

のコンビニ等でお支払いいただくためには、ど

ういった啓発が必要なのか。新庁舎に自転車を

御利用されて来られる方への、上り坂への配慮

をどうすればよいのかなど、市としても寄せら

れた御意見はもとより、この庁舎移転を契機に、

市民の皆様の利便性をより向上するよう、取組

を進めていくことが重要であると考えておりま

すので、様々な御意見に耳を傾け、相談者に寄

り添い、その対策に取り組んでまいります。 

 また、旧庁舎におきましては、現在、改修の

準備を進めており、今年の秋頃をめどに、支所

やあったかふれあいセンターを整備し、市民の

方々の利便性を向上させると共に、にぎわいを

もたらせるように取り組んでまいります。 

 なお、自転車の御利用の皆様には、電動アシ

スト付自転車の購入に対する支援を行っていま

すので、可能であれば、その支援を御利用いた

だき、御購入も検討いただければというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 相談を受けて、結構長

い間、話を電話ですから聞いていますので、訴

えてくることは、いろいろ聞いてみると、その

人の困難の一部であると。今、現象に表れた困

ったことを報告したけれども、その人の困って

いることは、もっと深いところ、日常の置かれ

ている状況にあったということは、感じていま

す。特に高齢者については。 

 それから、生活保護者の件についても、はな

ちゃんバスルートの件についても、少し自分も、

はなちゃんバスについては、本当に使えないも

のかというと、時間を見ると、一番初めに８時

半ぐらいにここに着くんでしょうか。 

 末端からというか、例えば私の家の近くを通

るのは、舟ノ川で、出たときに、８時２０分ぐ

らいに市役所に来るように設定させている。そ

して、一旦ぐるっと街を回って、量販店とか、

それから公民館とか、大井田病院のところを通

って、また市庁舎に返ってくる、というような

形がありますね。 

 利用者がそのことをつかんでいれば、街の人

が、ここから離れた場所にいる人なら、市役所

に最初来て、それから次にまた来るまでに、２

０分くらいあるんでしょうか。そこで手続がで

きる可能性もある。 

 それから、また折り返して帰ってくるまでに、

１時間待てば次に来るということもありますの

で、ひょっとしたら利用することを導いてあげ

れば、いいかもしれない。利用した経験が少な

くて、それが大変なことになったと感じている

可能性もあるのかなという、そういう感じです。 

 ですから、それは私が考えた一つの解決策。 

 通帳とかの話もありましたね。通帳をつくっ

たらいいよ。つくるところまで導けるか、それ

が無理なら、バスがどうか。 

 つまり、今言いたいのは、その人の困難がど

こにあるのか。窓口の相談で、職員さんがつな

げていくと、地域にも地域のつなげる役割の担

当、民生委員もいます。 

 相談が、その人の本当に必要なところに届い

ていくシステムを、市庁舎が作っていくという
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ことではないかと考えます。ぜひ、あらゆる手

段で、その人のケアにつなげられるという一つ

の相談が、本当の問題に解決をすることができ

る可能がありますので、ぜひお願いしたいと思

います。 

 次に、保育園の問題を聞きます。保育園の貯

水池側のフェンスが低く、心配であるという面

です。 

 子供が高台斜面から落ちることがないよう、

落ちる事故が起こらないよう、安全対策をして

ほしいということが、直接ではありませんが、

数人の保護者の意見を伝えてくれということで、

私のところに入ってきました。 

 これについての対応をお尋ねします。お願い

します。 

○議長（寺田公一君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（朝比奈淳司君） 福祉事務所

長、今城議員の一般質問にお答えいたします。 

 きぼうが丘保育園のフェンスの高さは１２０

センチメートルですが、基礎部分を含めると、

１３０から１５０センチメートルほどになりま

す。 

 ２歳から５歳児クラスは、広い北園庭を使用

しており、南園庭には主に自力でフェンスを越

えることは難しいゼロ歳から１歳児クラスが使

用するなど、工夫をしながら保育を行っていま

す。 

 幼児期になると、身体機能が発達し、様々な

動きができるようになってきますので、フェン

スを越えることだけでなく、その他の事故も起

こさないために、日頃から職員間の連携を密に

して、子供たちの見守りに空白時間が生じない

よう、引き続き取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） 追加質問いたします。 

 ということは、保育園としても、危険性は感

じているということで、対応したんだろうと思

いますが、今後、保育士、保護者と協議する予

定はありますでしょうか。いかがでしょうか、

ありましたらお願いします。 

○議長（寺田公一君） 福祉事務所長。 

○福祉事務所長（朝比奈淳司君） 福祉事務所

長、再質問にお答えいたします。 

 今後、保育士、それから保護者との協議のこ

とでございますが、現場のほうにも話もしてお

りますけれども、現場のほうからは、私どもの

ところに、そういった要望ないし対応を求める

声は上がっていませんので、現場のほうに、も

し声がありましたら、今後、いろいろと協議は

していきたいとは考えておりますけれども、現

在のところは、予定はしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） さっき言ったことと共

通の話になりますが、現場から声があったら、

そこで対応しますとか、国から指示があったら

動くが、そこまでは動けませんとか、こんな話

が続きましたよね。 

 そういうことなんですが、ここで市長に聞き

ます。もし困ったことがあったら、市民は、ど

んなことでも市役所に電話をしてよいでしょう

か。これが困っていますと。どんなことでもい

いから、市に連絡してということで構いません

か。 

 よろしくお願いします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 一度電話していただくことは、いたって構い

ません。ぜひ電話をしてください。 

 それで、内容を聞かせていただいて、その後

の対応を考えていきますので、皆さんが全て納

得できるようなことになるかどうかというのは、
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ケースバイケースだとは思いますが、まずは電

話をいただいて構いません。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １番今城 隆君。 

○１番（今城 隆君） ありがとうございます。

ここがスタートになると思います。 

 とにかく、市の姿勢として、困ったことがあ

ったら、何でも電話してということが、どうキ

ャッチできるかということが、今後の、その後

の行政の好循環につながるんだと思います。 

 そこで、いろんなことがあります。その担当

は県なので、うちでは無理ですとかということ

で、もし切られてしまうと、やっぱり市が拒絶

したように感じてしまうんですね。 

 そこで、私が受けたのが、それはそうやろね

っていうことでやったことが、何があったかと

いうと、介護関係のことで、市に行ったけれど

も、受け付けてくれなかったけど、どうしてな

がやろと。宿毛市って、こんながやろうかって、

こんな話があって。 

 会って、じゃあまあ、社協に相談してみたら

っていって、ありがとうございました、サービ

スにつながりましたという話がありましてね。 

 これは、市としてはもったいなかったなと思

うんです。本当にもったいなかった。 

 市は、そこで社協につないで、社協が動いて

ケアにつながるとしたら、それは市は感謝され

ると思うのです。 

 こういうことで、もし何でもあったら市役所

に連絡をして、市役所がうまくシステムをつな

ぐということは、そこで自分たちの本当の業務

が奪われてしまって、進まなくなっては困るん

で、そういうことの展開をうまくしていくとい

うことが大事かと思うんです。 

 実は、連休にボストン市役所という、話題に

なった映画がありました。県立美術館に行けま

せんでしたので、これちょっと、今回、たまた

まユーチューブから出てきたんですね。ネット

で５００円じゃなくて、４００円ぐらいで見れ

るようになっています。４時間半の映画で、ド

キュメンタリー。 

 これで、今言ったようなことは、かなりでき

ています。 

 市民が血の通った行政、宿毛市行政と思える

ようにしてくださいということです。 

 次の問いを投げかけておきます。 

 市民の困難の原因を聞き取ってもらえますか

ということです。人々が幸せに暮らすために、

なぜ行政が必要なのですか。 

 似たようで違いますが、次。 

 私たちの生活に密接に関わる市役所の役割と

は何ですか。市役所は社会の不平等を解決して

くれますか。職員皆の専門性は、市民に与えら

れていますか。 

 我々の仕事は、宿毛市民を助けることだと、

胸を張って言えますか。 

 これが、ボストン市役所にずっと投げかけら

れている、職員たちのテーマとして取り組んで

いることでした。 

 ネズミが出たからきてっと言ったら、行って、

そのケアは何だったかというと、退役軍人のケ

アになっていた、このようなことがあります。 

 人々が幸せに暮らせるまちづくりのために、

それこそ、ようこそ宿毛市役所へと言えるよう

に頑張っていただきたいと思います。 

 人々が幸せに暮らせるまちづくりのために、

ようこそ宿毛市役所へと言えるような宿毛市役

所にしていっていただきたいと思います。 

 以上で私の一般質問は終わります。 

○議長（寺田公一君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１１時１８分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時２９分 再開 
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○副議長（髙倉真弓君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 皆さん、こんにちは。

１０番、通告に従いまして、一般質問をいたし

ます。 

 まずは、移住対策についてでございます。 

 昨日、三木議員も移住については一般質問を

いたしましたけれども、私の質問は若干、内容

が違いますので、私のほうは独自で移住対策に

ついて質問させていただきたいと思います。 

 この２年間、コロナの中、関東圏や関西圏な

どの移住フェスなども中止になったことが多か

ったかと思います。 

 その中で、移住に関しては、大変厳しい状況

だったとは思います。その中で、どのような移

住対策をしてきたのか、お伺いをいたしたいと

思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 企画課長。 

○企画課長（上村秀生君） 企画課長、岡﨑議

員の一般質問にお答えいたします。 

 コロナ禍での移住促進の取組についてでござ

いますが、東京や大阪など、都市部の会場で移

住相談等を行う移住フェアにつきましては、本

市も毎年参加し、ＰＲしているところでござい

ます。 

 令和３年度の移住フェアにつきましては、夏

の開催はコロナ禍のため、オンラインでの実施

となりましたが、冬の移住フェアは、東京会場、

大阪会場共にリアル開催することができ、移住

を検討している方に、直接、本市をＰＲするこ

とができました。 

 移住フェア以外でも、宿毛市での暮らしを感

じていただくための新たな移住促進ＰＲ動画の

作成や、幡多６市町村が各地から中継をつない

で、自治体の魅力を紹介するオンライン移住ツ

アーの開催、ズームを使用し、お互いの顔を見

ながらも、非接触で移住相談ができるオンライ

ン相談窓口の開設など、コロナ禍の状況に対応

しながら、移住施策を進めているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

 このコロナ禍で大変な中、いろいろな移住対

策をされているということでございますので、

大変よくわかりました。 

 昨日の三木議員の答弁の中で、令和元年度の

移住者数が１２８名と、過去最大であったとい

うふうにお聞きをいたしましたけれども、令和

２年度もしくは令和３年度の移住者数が把握で

きていれば、お伺いをいたしたいと思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 企画課長。 

○企画課長（上村秀生君） 企画課長、岡﨑議

員の一般質問にお答えいたします。 

 令和２年度に県外から移住された方は、９５

名となっており、令和３年度におきましては、

５５名になっております。 

 令和３年度につきましては、令和２年度と比

べ、移住者数は減少しておりますが、移住者相

談件数は１．５倍以上に増加しているほか、令

和３年度の冬以降、お試し住宅の利用率も増加

しておりまして、移住検討層が実際の移住に向

けて動き始めている傾向がございます。 

 引き続き、移住フェアでのＰＲや、各種情報

発信を強化しつつ、移住につながる取組を実施

してまいります。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

 もう少し移住者の数が、コロナの中、減って

いるのかなと思っておりましたけれども、担当
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課の努力のおかげで、そんなには減ってないこ

とがわかりましたので、今後、コロナが明けた

後、努力をしていただいて、移住者を呼び込む

ように、いろいろと努力をしていただきたい、

このように思っています。 

 次に、移住者に向けて様々な補助金を用意し

ているとは思いますけれども、その中で、若干

紹介させていただきますと、宿毛市子育て世帯

移住支援事業補助金、宿毛市結婚新生活支援事

業費補助金、宿毛東団地住宅支援事業費補助金、

宿毛市空き家活用事業費補助金、宿毛市ＵＩタ

ーン希望者住宅改修事業費補助金など、まだま

だいろいろとあるとは思いますが、先ほど挙げ

た５つの補助事業の実施状況について、お伺い

をいたしたいと思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 企画課長。 

○企画課長（上村秀生君） 企画課長、岡﨑議

員の一般質問にお答えいたします。 

 移住者向け補助金の昨年度の実績について、

お答えいたします。 

 ただいま御紹介いただいた補助金のうち、宿

毛市結婚新生活支援事業費補助金は、令和３年

度に新設したものでございますが、３件、４５

万６，０００円の実績となっております。 

 また、宿毛東団地住宅支援事業費補助金につ

きましては１件、１５０万円の実績となってお

ります。 

 宿毛市子育て世帯移住支援事業補助金、宿毛

市空き家活用事業費補助金、宿毛市ＵＩターン

希望者住宅改修事業費補助金につきましては、

令和３年度の活用実績はございませんでした。 

 これらの補助金は、補助対象となる移住者に

とっては有益な制度となっておりますので、今

後におきましても、ＳＮＳ等を活用した情報発

信の強化や、移住者と接点を持つことも多い不

動産業者などの協力もいただきながら、新婚世

帯や子育て世帯、住宅の購入を検討されている

方へ、ＰＲを強化してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 先ほど、課長よりい

ろいろとＰＲをしていくということでございま

すので、せっかくの補助金でございますので、

県外から引っ越しされてくる方がわかるような

システムを、ぜひ構築をしていただいて、お願

いをいたしたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 次に、荒瀬山森林公園の整備について、お伺

いをいたしたいと思います。 

 これは、昨年３月議会も質問をいたしました

が、その後の取組状況について、お伺いをした

いと思います。 

 令和４年度の行政方針の表明の中で、荒瀬山

森林公園の一部を多くの市民の方々に活用いた

だけるよう、令和３年度には宿毛小学校の５年

生に、荒瀬山の整備について様々な提案をいた

だきました。 

 令和４年度には、これが形にできるようにし

ていくと共に、引き続き連携を図り、整備に向

けた取組を行っていく予定ですとのことでござ

いますが、令和４年度は、宿毛小学校５年生が

提案した内容を踏まえて、どのような形で荒瀬

山の整備をしていくのか、お伺いをいたしたい

と思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岩本敬二君） 産業振興課長、

岡﨑議員の一般質問にお答えいたします。 

 荒瀬山森林公園の整備につきましては、昨年

度、宿毛小学校５年生に様々な提案をしていた

だきました。 

 その中で、今年度は街が見渡せる箇所にウッ

ドデッキの設置を予定しております。 

 また、案内看板や注意喚起の看板、ベンチの
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設置を計画しており、製作につきましては、現

在、宿毛工業高校と協議を進めておるところで

あります。 

 生徒と児童が具体的にどういった形で関わり、

協働してつくり上げていけるのか、調整を図っ

ていく予定であります。 

 さらに、小学生からは、様々な提案をいただ

いており、その中には、ハリウッドの看板のよ

うなものをつくってはどうか、などのユニーク

なアイデアをいただいておりますので、今後は

魅力向上のために、どういったことができるの

か、計画性を持って、具体的に検討を行ってい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） ぜひに、早目に事業

を実施していただきたいと思っております。相

手方があることですから、なかなか難しいとこ

ろはあるかと思いますけれども、よろしくお願

いをいたします。 

 次に、令和４年度についても、引き続き宿毛

小学校５年生に荒瀬山の整備について、提案を

してもらう機会を設けていく予定はあるのかど

うか、お伺いをいたしたいと思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岩本敬二君） 産業振興課長、

岡﨑議員の再質問にお答えいたします。 

 昨年度、宿毛小学校５年生には、総合的な学

習の時間という授業の中で、１年間を通じて荒

瀬山の整備についての事業を実施していただき、

その中で企画、提案、市長への報告などを受け、

令和４年度の当初予算に提案し、議決いただい

たところであります。 

 今年度についても、宿毛の街の魅力を発信し

ようというテーマで事業を実施するとのことで

あり、その中で、児童たちから荒瀬山公園の整

備についても話が出ているとお聞きしておりま

す。 

 まずは、昨年度、御提案いただいたことを形

にすることをメインにしたいと考えております

が、宿毛小学校と連携を図る中で、児童の自由

な発想と自主性を尊重し、柔軟に対応していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） ありがとうございま

す。 

 次の質問に移ります。 

 行政方針のほうに戻りますが、令和３年度１

０月２１日には、早稲田大学と荒瀬山生活環境

保全林を、早稲田の森という名称で、持続可能

な森林保全活動などに取り組むことを目的とし

た覚書も締結いたしました。 

 令和４年度は、宿毛小学校の児童や早稲田大

学との連携を図る中で、荒瀬山森林公園の整備

や、その立地を生かした森林保全環境、環境教

育などの取組を進めてまいりたいと考えている

とのことでございます。 

 できれば、早稲田の森という名称をつけたの

でございますので、早稲田大学の学生になるの

か、また教授、先生方になるのかわかりません

が、宿毛小学校、もしくは宿毛市内の小学校の

児童と共に、早稲田の森を活用する中で、何か

連携ができたらいいなと思いますけれども、お

考えのほうをお伺いいたしたいと思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岩本敬二君） 産業振興課長、

岡﨑議員の一般質問にお答えいたします。 

 森林保全活動として、子供たちと学生が共に

学ぶ機会も創出していければと考えており、ぜ

ひ早稲田大学の学生に、本市にお越しいただき、

早稲田の森で植樹や植栽、清掃活動を通じた森

林学習や交流を図っていただきたいと考えてお

ります。 
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 新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、

今年度についても、直接お越しいただくことが

難しいようであれば、まずはオンライン会議な

ど、何らかの形で早稲田大学の学生との交流学

習から始められたらと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 今の件で再質問をし

ます。 

 オンラインで学習する場合には、現在の宿毛

小学校の６年生を対象にするのか、もしくは新

たな小学校５年生を対象にするのか、その点に

ついて、どのように考えているのか、少しお伺

いをいたしたいと思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岩本敬二君） 産業振興課長、

岡﨑議員の再質問にお答えいたします。 

 現在のところ、まだ早稲田大学と具体的に話

が進んでおりませんので、宿毛小学校とも具体

的な話し合いは、まだできておりません。 

 先ほども申しましたけれども、小学校５年生

については、荒瀬山公園に興味を持っていただ

いておるということをお聞きしておりますけれ

ども、今年度も昨年の５年生のように、１年間

をかけて、荒瀬山公園の整備について、学習を

していただくことは、まだ確定ではありません

ので、そのあたりは、宿毛小学校のほうと協議

する中で、考えていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） ありがとうございま

す。 

 最後に、宿毛市民の皆様に、荒瀬山森林公園

の維持管理等で、ボランティアで御協力してい

ただいている方がいらっしゃると思いますが、

さらに市民と連携できるものを、市として何か

考えていることはないのか、お伺いをいたした

いと思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 岡﨑議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

 実際に、既に地元を中心とした市民の方々に

よる清掃や草刈り、そして花の植栽、地元建設

業者による側溝の清掃など、様々な方に様々な

ボランティア活動をしていただいているところ

でございまして、大変感謝をしているところで

ございます。 

 宿毛小学校の児童の提案の中にも、自分たち

が市民に呼びかけを行い、花の植栽や清掃活動、

そして公園を活用したイベントの実施などもご

ざいました。 

 まだまだ整備途中の公園ではありますが、市

民の皆様の御協力も引き続きいただきながら、

ますます皆様に親しまれる、そういった公園を

目指していきたいと考えているところでござい

ます。 

 やはり宿毛の山、川、海、そして町並みが一

望できる絶景の場所でございまして、四季折々、

本当にきれいな景色、情景が見えるところでご

ざいます。 

 私もたまに登らされていただいておりますが、

本当にすばらしいところでございますので、ぜ

ひこれからも、市民の皆さんに親しまれるとい

った場所に、本当にいろんな形で力をいただい

ています市民の方々、ボランティアという形で、

これからもしっかりと整備、手がけてまいりた

いと思っております。 

 そして、先ほど来の早稲田大学との関係です

が、早稲田大学のほうにも、ぜひ学生の皆さん

にこちらに来ていただけるように、早稲田大学

を訪問して、私自身お願いもさせていただいて

いるところでございまして、また子供たちとの

調整、学校側との調整がありますが、市内の子

供たちとのオンラインの交流であるとか、そう
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いったものを進めていきたいというふうに思っ

ている中でございます。 

 先日、実は東京へ上京した際に、偶然、近く

に座っていたある町の首長の方から声をかけて

いただいて、以前、荒瀬山に行ったことがある。

自分たちは整備をしたことがあるんだという方

に、偶然知り合うことができました。 

 その方は、早稲田大学のＯＢの方でして、昭

和５０年頃に宿毛市に来られて、そういったこ

とをされたということですので、その頃された

グループ、いまだにおつき合いもあるというふ

うに、グループというか生徒間のつき合いがあ

るというふうに聞いていますので、そういった

形の中で、いろんなところに声をかけさせてい

ただきながら、活動を広げていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） どうもありがとうご

ざいました。 

 次に、事前復興まちづくり計画について、お

伺いをいたしたいと思います。 

 この計画自体は、まだまだ新たにできたばっ

かりでございまして、これの内容について、ど

の程度、答弁ができるかどうかというのが分か

らないところではございますが、分かる範囲で

答弁をしていただければ幸いかなと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 南海トラフ地震が起きた際に、復興を速やか

に進めるための事前復興まちづくり計画の策定

指針が、令和４年３月に策定をされました。 

 それを受けて、津波被害が想定される沿岸１

９市町村で計画の素案をつくり、あらかじめ住

民合意を図っておくことで、復興期間の短縮を

目指すとしています。 

 内容としては、まちづくり計画の具体化には

住民合意が欠かせず、まずは市町村が復興の基

本方針を決めて計画のたたき台を作成し、それ

をもとに住民との勉強会を重ねて、意見を反映

していく。 

 被災後は、一つの計画案で合意を求めるので

はなく、状況によっては見直しをする。復興の

パターンとしては、市街地や集落の現地再建、

高台移転、かさ上げなどを、地形に応じて提示。

学校、住宅は浸水しないエリアへの配置を基本

とし、農業や漁業などの仕事場との分離も視野

に入れる必要がある。 

 また、復興へのタイムラインを示し、被災後

６カ月を復興期、それから４年後までを集中復

興期、さらには８年後までは復興・創生期間に

位置づけ、それに沿って仮設住宅や仮設テント

を建設、災害公営住宅の整備、生活の再建など、

取り組むべき事業を示しております。 

 それでは、市町村における事前復興まちづく

り計画策定の進め方に沿って、質問をいたした

いと思います。 

 まずは、ステップ１として、行政内部の検討。

事前復興まちづくり計画は、地域住民等の参画

を得て、計画づくりに取り組むことを念頭に置

く必要があります。 

 そのためには、まず行政内部で復興の基本と

なる事項について、考え方を整理しておく必要

があります。 

 復興組織等の検討や、地域住民等に提示する

計画のたたき台を作成する。 

 行政内部の検討としては、復興基本方針（案）

の作成、地区の事例復興まちづくり計画（たた

き台）の作成と記載をされております。 

 復興基本方針（案）の作成、並びに地区の事

前復興まちづくり計画（たたき台）の作成につ

いて、構成するメンバーについてお伺いをいた

したいと思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、
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岡﨑議員の一般質問にお答えいたします。 

 事前復興まちづくり計画策定に向けた今年度

の取組としましては、今年３月に制定された県

の指針を踏まえまして、今年度開催される勉強

会や、昨年度協定を締結しましたＵＲ都市機構

からの助言、さらには東北地方の復興視察など

を通じて、庁内の体制や計画の範囲、それから

必要な期間などのアウトラインを固めていきた

い、そのように考えております。 

 そのため、復興基本方針（案）や、事前復興

まちづくり計画のたたき台を検討する構成員は、

まだ決まっておりませんけれども、事前復興ま

ちづくり計画においては、防災だけではなく、

住まいや生業、それから文化、教育、医療、福

祉など、地域に住み続けることを可能にする生

活基盤についても、検討が不可欠であることか

ら、庁内におきましては、市民生活に関係する

多くの部門が参加する必要があるというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 構成メンバーについ

ては、多くの課が一つになって、そのたたき台

を作っていくということで、了承いたしました。 

 次に、復興基本方針（案）の作成と、地区の

事前復興まちづくり計画（たたき台）の作成に

ついて、いつまでに作成する予定なのか、今、

現状でお答えできる範囲でお答えしていただけ

ればと思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 今年度は、県主催の勉強会や東北地方の視察、

ＵＲ都市機構からの助言等を通じて、情報を集

めまして、内部での基本的な方向性を決めてい

きたいと考えております。 

 具体的な作成には、令和５年度より着手して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 本年度は、勉強しな

がら、また現地へ赴きながら、内部で調整しな

がら、来年度以降から作成をするということで

ございますので、了承いたしました。 

 次に、ステップ２として、地区住民等の参画

について。 

 事前に作成する地区のまちづくり計画は、被

災想定に基づくものであり、発災時には、被災

状況に応じて計画の見直しが必要となる。 

 計画策定は、必ずしも一つの案で合意形成を

求めるものではなく、幅広い意見の反映や、被

災想定に幅があることも考慮し、複数の選択肢

によって繰り返し検討しておくことが、発災後

によりよい復興まちづくりの合意形成を迅速に

導く下地づくりとなる。 

 地区住民等の参画として、多様なメンバーに

よる検討会、住民との合意形成、事前の取組事

例と記載をされております。 

 検討メンバーの構成、並びに住民との合意を

行う場合、対象の地区の選定を何地区ぐらいに

想定をしているのか、お伺いをいたしたいと思

います。 

○副議長（髙倉真弓君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 各地区での計画策定検討の構成メンバーにつ

きましても、具体的には決まっておりませんけ

れども、地区の将来にわたるまちづくりを検討

する観点から、地域のまとめ役である区長や、

自主防災会の会長のほか、これから地域を担う

世代の参画も重要というふうに考えております。 

 また、地域に住み続けるためのニーズを把握

するため、地域の産業、要配慮者、女性など多

様な視点からの意見も必要であるというふうに
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考えております。 

 対象地域につきましては、今後、基本方針に

より、明らかにしていきたいというふうに思い

ますけれども、県の指針においては、地域づく

りにも影響をすることから、市町村全域を対象

とすることが基本とされております。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 今の説明で、大体の

ところはわかりました。ありがとうございます。 

 次に、ステップ３として、事前移転への着手、

対象とする地震、津波の考え方、災害対策の拠

点となる施設等の事前移転、住宅等の事前移転

と記載をされています。 

 宿毛市事前復興まちづくり計画を策定するに

当たって、スピード感を持ってしなければなら

ないと思いますが、いつ頃までに宿毛市事前復

興まちづくり計画を策定するつもりであるのか、

お伺いをいたしたいと思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えさせていただき

ます。 

 事前復興まちづくりにおきましては、被災後

に実施することの検討と併せまして、可能なこ

とは、被災前に実現していくことが重要となり

ます。 

 こういったことから、宿毛市役所庁舎をはじ

めとした公共施設の事前移転は、計画等も含め

て、既に一定、進んでいるところでございます。 

 一方、住宅の事前移転につきましては、国の

防災集団移転促進事業による支援があるものの、

個人と自治体の負担が大変大きく、被災前に実

施された事例は全国でもない、そういった状況

であることから、今後、積極的に事前復興の計

画策定に向けまして、本計画に取り組む、他の

自治体とも連携をしつつ、国の支援策について、

国のほうへ要望してまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

 また、住宅については、本市の市街地のほと

んどが津波浸水想定区域であることから、被災

後に不足が想定される仮設住宅用地の確保を検

討しておくことも重要となります。 

 こういった課題を、市民と共に共有をし、事

前復興まちづくりを検討していくためにも、早

期に取り組む必要があると考えているところで

ございます。 

 一方、全ての地域で計画ができる時期といた

しましては、市民との合意形成に非常に時間が

かかってくるというふうに考えているところで

ございまして、そういったことも考慮しながら、

計画的に進めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） ありがとうございま

した。 

 事前復興まちづくり計画を作っても、補助金

等々がない部分があって、大変厳しいところが

あろうかと思います。 

 まずは国のほうに、まちづくり計画を策定し

た後なのか、策定する前なのかわかりませんけ

れども、国のほうに要望していって、ぜひ補助

金を、いろいろな形でつけていただくように、

努力をしていただきたいと思います。 

 最後に、令和４年３月２３日に、宿毛市と、

先ほども課長より答弁がございましたけれども、

ＵＲ都市機構が津波防災まちづくりの推進に向

けた協定を締結をいたしましたが、締結の内容

について、また宿毛市事前復興まちづくり計画

を作成するに当たり、どのような連携をしてい

くのか、お伺いをいたしたいと思います。 

○副議長（髙倉真弓君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 
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 事前復興まちづくり計画策定と、そういった

国に対する補助金の要望というのは、並行して

まいりたいというふうに考えておりまして、も

う既に、いろんな自治体に呼びかけもさせてい

ただいているところでございます。 

 ＵＲ都市機構と締結をいたしました内容と、

事前復興まちづくり計画を作成するに当たりま

して、どのような連携かということでございま

す。 

 本協定は、津波防災まちづくりを協働して推

進することを目的とするものでありまして、主

な連携事項は、１つ目に事前復興まちづくり計

画策定に関すること。 

 ２つ目といたしまして、高規格道路の整備に

伴う発生土を活用した高台造成に関すること。 

 ３つ目といたしまして、津波浸水想定区域内

の公共施設の高台移転後の活用に関すること。 

 以上３項目が、主な内容となっているところ

でございます。 

 この協定事項の１つ目にもあります事前復興

まちづくり計画につきましては、和歌山県が早

くから取り組まれておりまして、和歌山県下の

自治体には、既に計画を策定しているといった

自治体もございます。 

 ＵＲ都市機構は、これらの計画づくりに広く

参画していることや、東日本大震災における宮

城県の女川町や岩手県の陸前高田市の広大な土

地のかさ上げと、土地区画整理事業を一体的に

マネジメントするなど、事後の復興も支援をし

ているところもございます。 

 今後は、これらの経験を踏まえた情報や、そ

のノウハウの提供、技術的助言をいただけるこ

ととなっておりまして、当面は電話やメールに

よるやり取りと、そして２カ月に１度のペース

で、来庁していただき、職員と直接、意見交換

をすることとしているところでございます。 

 こちらのほうも、もう動いているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○副議長（髙倉真弓君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） 答弁ありがとうござ

います。 

 ぜひ、協定を締結をいたしましたので、ＵＲ

都市機構と十分に密に話し合いをしながら、宿

毛市事前復興まちづくり計画をつくっていただ

きたい、そのように思っています。 

 最後に一つ、御紹介をさせていただきます。 

 黒潮町では、６月議会で事前復興まちづくり

計画策定委員会設置条例を提出しております。 

 事前復興計画策定では、佐賀地域の浸水域か

ら着手していく、策定委員会の委員は、区長ら

１６名以内を想定して、南海トラフ地震後にど

う復興するか、検討する。 

 最終的には、大方地域を含む町全体の計画を

完成させると、新聞の記事に掲載をされていま

した。 

 黒潮町では、もう既に、ここまで進んでいる

状況でございます。スタート時点は、多分、宿

毛市も同じだったと思いますけれども、黒潮町

がこのようにスピード感を持ってやっていると

ころもございますので、本市としても、スピー

ド感を持って、この宿毛市事前復興まちづくり

計画を策定していただきたい、そのように思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 以上で一般質問を終わります。 

○副議長（髙倉真弓君） この際、午後１時３

０分まで休憩いたします。 

午後 ０時０４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時３０分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ４番川田栄子君。 
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○４番（川田栄子君） 今、世界中で起きてい

るのは、新型コロナウイルスのことで様々な真

実が出ております。 

 世界は、日本より早いですので、様々な被害

が起こっているのに、なぜ日本で伝わらないの

か、その真実について探っていきたいと思いま

す。 

 新型コロナの真実について、質問を行ってま

いります。 

 孤立を恐れず市民のために、市民の命を守る

ため、また国民のため、新型コロナの真実につ

いて調査したことを質問いたします。 

 私は、コロナ案件が始まって以来、多岐にわ

たる質問を投げかけてきました。ワクチンは健

康な人がするもので、高い安全性が求められる

が、特例承認ということで、有害事象があった

場合、国が補償するものとして始まりましたが、

多くの死者や重篤者が苦しんでいるのに、補償

の認定はされていません。これは異常です。 

 ちょうどウイルス騒ぎが始まったころ、たま

たまテレビで本庶先生、ノーベル賞受賞者です

けど、コロナＲＮＡはウイルスでエイズと同じ、

次々と変化し、ワクチンはいいものができませ

ん。インフルエンザも同じですと話されている

のを見ました。 

 そして、京都大学を出られ、今は徳島医大の

名誉教授、細胞生物学者でウイルスにぴったり

の先生が、最初の中国論文を詳しく査読、解析

して、学びのラウンジを開設していました。 

 そこで、ずっと勉強させてもらいましたので、

かなり私も素人なりに学ぶことができました。

国のやり方に疑問も持っています。 

 もう一つ、政治としている問題として、２０

１４年８月２３日の読売新聞、「大手製薬会社

はワクチンに活路」、これが今日の一番の基礎

となる問題提起となると思います。 

 ２０１０年問題の特許切れ、ジェネリックで

あります。新薬をカバーするものがなくて、み

んなワクチンにいきました。考えますよね。病

人だけにお薬を出すより、みんなにお薬を飲ん

でもらったほうが、もうけるに決まっています。

これに気づいたことで、一斉に製薬会社はワク

チンの作製に走りました。 

 「赤信号 みんなで渡れば怖くない」国が言

ったから、上司が言ったから。言われたからで

はなく、人が命を考えるときには、おかしいと

いうなら、自分で調べて頭で考えて、チェック

して、市民の安全安心、また命を守ることが一

番の公僕ではないかと、私は思っています。 

 新型コロナウイルスのことを言って、私がど

ういうふうに思われるとか、理解されるとか、

されないとか、そんなことを心配する必要はあ

りません。そんなレベルのことを心配する必要

はないのはなぜか、正しいからです。 

 正しいことを言って、いつ、誰が、どう気づ

いてくれるか、評価してくれるかは、時がたた

ないとわからないこともあります。 

 時がたたないとわからないことを思うより、

これが間違いない、真実と思ったら進むときで

す。 

 私たちが小さいころ大人が守ってくれ、気が

つかない、今まで、ここまで来ることができま

した。もうそのかわりを、命がけで、大事な大

事な子供たちにしなければならない、それが自

分たちの死に通じます。 

 誰でも死ぬんだから、何をやって死ぬかであ

ります。それが生きている意味であり、価値で

あり、これが大事だから、ちゅうちょしないで、

前に進むと考えます。 

 私もこの議会で不本意なことがありましたけ

れども、自然に分かってきましたね。 

 これ、新聞に出ていましたけれども、議会の

外でのことを、個人の自由を個人の議員の活動

を非難されました。真実はそうでないのに、と
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いうのも分かる時期が分かると思って、ずっと

そういうことを、自分自身に言い聞かせてきま

した。 

 このことも、信じない人は信じないかもわか

りません。それは個人の自由ですので。自治体

は、有効性があるだろうとの見解に立って、国

からの推進に応じて、自治体は進んで国の提供

に基づいてきたことであろうと思います。 

 しかし、ワクチンは毒スパイクたんぱく質と、

論文がソーク研究所から出ております。新型コ

ロナワクチンを、少なくとも子供に打たせない

でください。死亡事例も、重症化も少ない子供

たちから、危険なものを遠ざけてください。お

願いです。 

 ５月７日、ＰＭＤＡのサイトに、薬理試験の

概要に、ｍＲＮＡファイザーワクチンを基本事

項に、自然免疫のセンサーによる認識が、ワク

チンにより自然免疫による影響が低下すること

で、本薬の効果は増加する。とても重要なこと

ですが、今、このサイトは見れなくなっていま

す。 

 そしてあと一つ、ワクチンに関してのことで

すが、最近、５月２２日に採択さなかった、Ｗ

ＨＯの強制接種です。これは各国のいろんな憲

法を超えて国を超えて、上位法になりますので、

もしこれが採択されたら、みんなワクチンを強

制ということになりますけれども、ほとんどの

国が反対をして、採択されなかったということ

になって、ひとつ安心をいたしております。 

 コロナは、最初、そもそも２０１９年１２月

２０日――  

（「議事進行」という声あり） 

 そもそも１２月２０日、武漢で男性が発熱し

て、その後、ＷＨＯがＣＯＶＩＤ－１９と名づ

けて、それからその後、現在に至っております

が、この名づけるまでの間に、２０１９年９月

１８日に、武漢で世界に感染症が広がるという

シミュレーションをしています。 

 今と全く同じです。マスクをして飲食店の制

限をして、外出制限をして、ソーシャルディス

タンスをとって、換気して消毒して、というよ

うな、全く同じ状況を、国の厚労関係の人は、

みんな参加して、そこでシミュレーションを行

っています。 

 そして、その１カ月後、２０１９年１０月１

８日に、これは２０２０年に起こすよという話

で、みんながその認識を持って、この感染症を

迎えました。 

 質問します。 

 新型コロナウイルスは、証明されていますで

しょうか。教えてください。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、川田議員の一般質問にお答えいたします。 

 新型コロナウイルスが証明されているかにつ

いてということですが、新型コロナウイルスと、

何についての証明というところが、質問では分

かりづらかったですけれども、本市としてお答

えできる内容のものではございません。新型コ

ロナウイルスの証明についてという内容のもの

が、本市としてお答えできるものではないのか

なと考えますが、新型コロナウイルス感染症の

法的な位置づけについて、答弁させていただき

ます。 

 日本では、新型コロナウイルス感染症は、令

和２年２月１日に感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律、いわゆる感染症

法に基づいて、指定感染症に指定されておりま

す。 

 その後、令和３年２月１３日に、新型コロナ

ウイルス感染症対策の実効性を高め、より確実

に取組を推進するために、感染症法の改正が行

われ、期限の定めなく、必要な対策が講じられ

るよう、新型コロナウイルス感染症は指定感染
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症から新型インフルエンザ等感染症として位置

づけられております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 感染症のことをお聞き

したのではなくて、新型コロナウイルス、この

存在証明はありますかということをお聞きしま

した。 

○議長（寺田公一君） 暫時休憩いたします。 

午後 １時４９分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時１７分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 まず、進行する前に、川田議員にもう一度、

申し伝えます。 

 一般質問とは、当該団体の行政事務について

質問することであり、宿毛市議会会議規則第６

２条においても、議員は市の一般事務について、

議長の許可を得て質問することができる、と定

められております。 

 先ほど、議運も開きましたが、川田議員は一

般事務に関することを質問していただくように、

議長がもう一度、要請をするということで、議

運の意見をいただきましたので、もう一度、勧

告をいたします。 

 そして、執行部の皆様にもお伝えをしておき

ます。 

 質問されたこと以外に答弁する必要はありま

せんので、宿毛市の一般事務に関すること以外

で質問されても、答弁は必要ありませんので、

申し伝えておきます。 

 それでは、一般質問に移ります。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 私は、新型コロナウイ

ルスは証明されていますかということを質問い

たしましたけれども、なかなかお答えが返って

きませんでした。 

 次へいきます。 

 でも、これがないと、もとになる病原体のウ

イルスの特定がしっかりされていないと、何を

標的にしているか、根本に問われかねない問題

でありますので、お聞きをいたしました。 

 厚労省では、はっきり言っています、ありま

せんと。厚労省に公開質問状を出しました。答

えは、検証できていません。存在確認はありま

せん、と出ています。 

 次に進みます。 

 毎日毎日、報道されている新型コロナウイル

ス感染症、コロナ、コロナとテレビで言ってい

ますが、これは新型コロナウイルス感染症、オ

ミクロンなどは、法定伝染病であるかどうでし

ょうか、お伺いをいたします。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 オミクロン株が法定伝染病なのかとの御質問

につきましては、現在、法定伝染病は家畜伝染

病のみに適用されております。 

 かつては、伝染病予防法に規定されていまし

た人の感染症は１９９８年に改定され、感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律に変更されているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） よく理解できませんけ

れども、固有のウイルスが証明されているので

はなくて、新型のコロナウイルスということで、

コロナウイルス感染症も同じで、新型コロナウ

イルス感染症であっても、法定伝染病ではない

ということで、よろしいでしょうか。 

 じゃあ、なぜ、再質問になりますけれども、

陽性になったとか、自宅待機とか、ＰＣＲ検査

で陽性になったよという話がよくあるんですけ
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れども、そこら辺り、教えていただけますか。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 先ほども申し上げましたが、新型コロナウイ

ルス感染症は、令和３年２月１３日に感染症法

の改正により、新型インフルエンザ等感染症と

位置づけられておりまして、オミクロン株につ

いても、同じ位置づけとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 法定伝染病ではないと

いうことでございますので、自宅待機なんかも

どうなっているのかなと思いますけれども。 

 次の質問にまいります。 

 今、ＰＣＲ検査が正しく、今もまだやってお

りますので、病原体を検出しているのか、ＰＣ

Ｒ検査が正しくウイルスを検出されているもの

なのかを教えてください。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 ＰＣＲ検査につきましては、国の示す基準の

もと、正しい検査が実施されているものと認識

しております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ２１年、去年でしたね。

去年の夏頃から、どんどん感染者が増えました。

そして１０月頃からどんどん下がって、静かな

お正月を迎えました。 

 ＰＣＲ検査はそのときに、民間も、それから

医療関係者もどんどんＰＣＲ検査を増やしまし

た。すると、感染者も増えました。結果がああ

いうことですので。 

 医療の点数も、ＰＣＲ検査だと１，８００点

とか、そういうものが高くついて、医療関係者

もどんどん増やしました。 

 ウイルスは夏には増えるわけがないと。高温

多湿、そして紫外線も嫌うウイルスですので、

なぜ感染をしたのかなと、疑問を持っておりま

した。 

 正しい検査と言われますけれども、ＰＣＲ検

査は２５サイクルから４５サイクルまで段階が

あって、国の規準を決めていませんので、ＷＨ

Ｏが決めているのは、２５でやってくださいと

言っていますけれども、日本は４０から４５サ

イクルでやっています。 

 だから、どんどん、倍々になっていきますの

で、１万倍とか、ちょっとここにウイルスがあ

っても、それが何千万というふうに増えていく

わけです。だから、ＰＣＲ検査、Ｃｔ値は正し

く行われているかなと疑問を持っております。 

 次の質問へまいります。 

 厚生労働省科学審議会、予防接種・ワクチン

分科会副反応検討部会にて、現在の新型コロナ

ワクチン接種後の副反応疑いの件数、重篤者の

男女の数、死亡者の数を聞かせてください。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 全国の医療機関からの副反応報告としまして、

国に報告されている件数は、接種後の死亡によ

る副反応の報告は、１，１１９人、接種による

重篤報告が６，６１５人となっております。 

これは、ワクチン接種開始後の２０２１年２月

１７日から２０２２年１月１６日までの集計と

なっております。男女別の人数については、今、

手元に数がございませんので、申し訳ありませ

んが、答弁は控えさせていただきます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 低いなと思って聞いて

おりましたら、２月１７日から１月１６日まで

の期間だとおっしゃられましたので、納得をい
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たしました。 

 一番新しいのは、このワクチンが２０２０年

２月１１日に承認されまして、２２年５月１７

日の段階では、１，７１１人の死亡となってお

ります。そして、重篤者が６，３００人となっ

ております。 

 本当にこの人たちが、認定をひとつもされて

いませんので、御家族や御本人の症状の重さを

…… 

 こういうことで、少しずつワクチンの接種者

も少なくなっておりますので、５月１７日には、

後藤労働大臣は、新型コロナワクチンの使用期

限が近づき、廃棄する自治体が増えているけれ

ども、できるだけ廃棄を少なくしてくださいと

いうお話も会見で行っていました。 

 それでは、厚労省の人口動態の統計をお聞き

いたします。 

 ２０年はコロナが始まりましたので、１９年

とほぼ似ている人口動態となっております。 

 ２１年が少しずつ上がってきておりますので、

２０年と２１年を比較した人口の差を教えてく

ださい。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 ２０２０年の全国の人口は、１億２，５７０

万８，３８２人で、２０２１年の人口は、１億

２，５５０万５，２９０人となっております。 

 １年間の人口比としましては、２０万６，０

９２人減少している状況であります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ２０年はほとんど１９

年と変わりませんけれども、２１年になると、

ぐっと人口が減少しているというふうにお聞き

をいたしました。 

 それで、２２年はもっと増えると思います。

今出ている新しい人口動態では、１月から３月

に亡くなった方がどんと増えていますので、２

月は１万９，４９０人も増えています。そして

３月は、１万５，９９２人も、これが一番新し

い統計かなと思われますので、２２年はこのよ

うに死者が増えているということを、皆さんに、

何で死亡者が多いのかなということで、疑問を

持っております。 

 そして、次の質問にまいります。 

 毎年、大多数が罹患するインフルエンザの感

染者と、新型コロナの感染者の数をお聞きいた

します。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 ２０２１年の新型コロナウイルス感染症の罹

患者数は、１４９万７，５２０人となっており、

インフルエンザの罹患者数は、２０１８年が１

８９万８，９４１人で、２０１９年は１８７万

６，０８３人となっております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） それでは、インフルエ

ンザで死亡なさっている方、大体３，０００人

ぐらい、３，１２６人と。１９年は少し減って

います。２，５１８人と。１日の死亡者が大体、

全体では３，５００人で、１年間の死亡者が１

３０万ということになっておりますので、この

数がどんどん、１３０万人が増えていっていま

すと今、お聞きをいたしました。 

 それで、コロナのときは、１００人、２００

人増えても、テレビで毎日報告されますし、新

聞にも出ますけれども、インフルエンザの場合

は、２０１６年を例にとってみますと、１週間

で２０５万人とか、１，０００万人を超えまし

たとか、そういうことの大きな、数が違います。

６，２８５の学校で、休校や学級閉鎖の報告が
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あって、公衆衛生の数といたしましては、何百

万人がニュースとなるのが普通でしたけれども、

コロナの場合は、それよりぐっと低い数字でも、

毎日毎日、コロナ、コロナと言って大騒ぎをし

ているのが、インフルエンザのニュースは大き

くは年に、２月の１回きりで、もうピークは終

わりですけれども、ずっと流しています。 

 そのことなんかも、ちょっと気になりました

ね。 

 次の質問にまいります。 

 厚労省による新型コロナ感染症、副反応検討

部会報告と、インフルエンザと比較いたしまし

て、およその倍率をお聞きいたします。 

 副反応疑いの倍率も、併せてお聞かせくださ

い。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 通告にいただいておりませんので、その内容

につきまして、倍率等お答えすることができま

せん。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 次の質問にまいります。 

 ５月２５日から４回目接種が始まりました。

３回目、４回目接種状況、当市の状況をお聞き

いたしたいと思います。 

 １１歳の接種の割合も、併せてお聞かせくだ

さい。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 令和４年５月２７日現在、本市では１万３，

２０８人の方の３回目接種が完了しており、全

体で６８．３％となっております。 

 なお、接種率は、国や県の公表の仕方に合わ

せまして、令和３年１月１日現在の人口を母数

として算出しております。 

 また、４回目接種につきましては、６月下旬

より沖の島地区や、介護施設等の巡回接種を開

始できるよう、現在、準備を行っているところ

でございます。 

 次に、５歳から１１歳の接種状況につきまし

ては、同じく令和４年５月２７日現在、２回目

までの接種が完了した方が、２２１人となって

おり、接種率は２１．２％となっております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ５歳から１１歳、２１．

２％。２２１人が打っておられるということで

すけれども。 

 子供の声を聞いてください。 

 ワクチンを打つ大人が多い。もうすぐ子供も

打たなくてはいけないが、打ちたくない。打ち

たくないと会話。その友達の親戚の人が寝たき

りになった。 

 理科の先生がもうすぐ、子供のワクチン始ま

るから、みんなよかったね、と言った。 

 私は小学６年。１２歳のワクチン接種の案内

が来ていて、一番仲がいい友達も、もうすぐ１

２歳になって、その案内が来るのは怖いと言っ

た。 

 ワクチンは初期発熱などあって、終わったと

はなりません。その１年後、２年後、３年後に

何が起こるかわかりません。中長期的に見てい

くことが必要であります。しかし、ワクチンは、

４回目へと進んでいます。子供は重症化しない

のに、ワクチンの副反応で、悩みを抱えている

子供さんもいらっしゃることも理解をしてくだ

さい。 

 再質問になりますけれども、５歳から１１歳

について、個別送付したことを、前回、議会で

お聞きをいたしました。国は、努力義務としな

い、勧奨しないとしていたが、当市は個別送付
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をしました。 

 予防接種法では、自治体は予防接種を対象と

する定期接種で、努力義務を課せられたものを

勧奨するとあります。定期接種で努力義務が課

せられたものについてのみ送付するものだった

と思われますけれども、個別送付について教え

てください。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種

は、予防接種法に基づき接種勧奨をすることと

されていますが、議員おっしゃられるように、

５歳から１１歳の接種に関しましては、努力義

務の規定の適用を除外されております。 

 予防接種法に定める接種勧奨の方法につきま

しては、法令上、明確となっておりませんが、

予防接種の国の手引では、やむを得ない事情が

ある場合を除き、個別通知により行うこととさ

れております。 

 また、議員が前回の議会のときにおっしゃら

れておりましたが、努力義務が課せられないこ

とを鑑みて、接種券の一括送付を行わなかった

市町村もございますが、本市としましては、希

望する方が確実に正しい情報と接種機会が得ら

れるよう、対象者全てに対しまして個別通知を

行うことを決定させていただき、これは令和４

年１月２７日付の厚生労働省健康局予防接種室

より発出され文書にて、対象者に対し早期に接

種券を発送するよう指示がありまして、対応し

たものでございますので、御理解いただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 国は勧奨しないと、努

力義務ではありませんと、こう言われましたけ

れども、今言われたように、地方自治体は、そ

れでも勧奨するとして、そういう方針をとった

ということでしたけれども、相反する、国は勧

奨しない、自治体は勧奨せよという、相反する、

私から見ますと、そごがあるように思えますの

で、国に申し入れる必要があったのではないか

と思いました。 

 再質問にまいります。 

 １２歳から１５歳について、接種をした方が、

副反応による遅刻・早退、保健室登校、出席停

止などの状況があったのか。そういう状況があ

りましたらお知らせいただきたいと思います。 

○議長（寺田公一君） 学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君） 学

校教育課長、川田議員の質問にお答えいたしま

す。 

 ワクチンの影響で遅刻された方、早退された

方の数につきましては、こちらのほうで把握し

ておりません。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 把握してないというこ

とでしたけれども、私は若干、隣接をする市町

村でお聞きをいたしました。 

 保健室登校をする方もいらっしゃったし、多

少、部位が痛むということで、―― 

 再質問をお願いいたします。 

 ４回目接種が始まりますが、接種後、どうい

う展開になっているのか。大体、状況が見えて

きていると思います。どのように今、副反応被

害とか、人口動態では減っているよとか、数字

が、お示しもしてくれましたけれども、この情

報を市民の方にお知らせし、安心安全を提供し

て、命をどう守っていくのか、心構えをお聞か

せください。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 
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 しっかりと市民の命、健康を守るために、担

当課と共に、国の指導のもと、しっかりとした

対応をとっていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 次の質問を行います。 

 基礎疾患者のリスクが優先される、基礎疾患

についてお聞きをいたします。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 ４回目接種の目的は、重症化予防を目的に実

施することから、対象となる方は６０歳以上の

方と、１８歳以上６０歳未満で基礎疾患等のあ

る方が対象となります。 

 国の示す基礎疾患等とは、慢性の呼吸器の病

気、高血圧を含む慢性の心臓病、慢性の腎臓病、

肝硬変等慢性の肝臓病、インスリンや飲み薬で

治療中の糖尿病、またはほかの病気を併発して

いる糖尿病など、１４項目の基礎疾患と、ＢＭ

Ｉが３０以上である方や、新型コロナウイルス

感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと

医師に認められた方となります。 

 この中での優先順位等は、ございません。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） それで、ファイザーが

高リスクと判断をした４回目の優先対象から、

高リスクのため治験から外した。それは優先と

した基礎疾患がありますので、リスクから外し

た方、だから４回目を受ける方は注意をされた

ほうがいいと思います。高血圧の方、糖尿病の

方、慢性肺疾患の方、ぜんそくの方、慢性肝炎、

慢性腎疾患、重篤な心疾患、免疫低下、長期施

設入居者の方は、高リスクのため治療から外し

たとありますので、そこのあたりも、本人が意

識をして４回目接種という方向へいかなければ

いけないと思います。重要なことです。 

 次、質問に移ります。 

 モデルナワクチンの異物混入が大きな社会問

題となっています。当市では、職域、集団接種

など、モデルナワクチンを打った人数と、今回、

使用停止になっているロット番号と、合計で何

人接種したのか、教えてください。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 通告にございませんでしたので、今、データ

が手元にございません。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 聞き取りのときは、当

市はモデルナワクチンがなかったというふうに

聞いておりますけれども、よろしいですか。 

 だから、質問は続けるということでしたけれ

ども。 

（「議事進行」という声あり） 

 課長にお伺いしましたよね。今、資料がない

からと言われましたけれども、モデルナワクチ

ン、心配です。異物が入っていたということで、

大きな問題になっているからということでした

けれども。 

 多分、それは、宿毛市は関係ないということ

で、資料を持ってなかったということだと理解

をいたしました。 

 次の質問にまいります。 

 予防接種法にある新型コロナウイルス感染病

原体の定義には、２０２０年１月に、中華人民

共和国から世界保健機関に、人に伝染するもの

と報告されたものに限るとするとあります。 

 オミクロンは、２０２１年１１月２４日に、

アフリカから来たもので、予防接種法の新型コ

ロナの定義に適合しないのではないか。新型コ

ロナとは別ものではないかと、私は考えますが、
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そこのあたりを教えてください。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 御質問は、予防接種法附則第７条の解釈に関

するものと考えますが、最初の御質問でお答え

させていただきましたとおり、オミクロン株を

含む変異株につきましても、新型コロナウイル

ス感染症は、新型インフルエンザ等感染症と位

置づけられておりますので、予防接種法附則第

７条の特例規定に基づくものと認識しておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 次の質問にまいります。 

 今、進めているワクチンは、流行初期の有効

性を想定したものであります。 

 今、主流となっているものや、今後の変異株

に対する効果は、厚労省も不明とされています。 

 予防接種法第２条について、お聞かせくださ

い。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 通告の内容をお聞きさせていただいたときの

内容で、答弁をさせていただきます。 

 御質問は、予防接種法第２条にある、「予防

接種とは、疾病の予防に有効であることが確認

されているワクチンを接種することをいう」と

いう条文に対しまして、十分な有効性が確認さ

れないまま接種を行っているのではないかとの

質問と考えますが、小児接種につきましては、

５歳から１１歳までの小児への接種を行うに際

し、変異株の流行の想定や、小児においても、

中等症や重症例が確認されていることを踏まえ、

厚生労働省の審議会で議論された結果、予防接

種法に基づく接種に位置づけられ、小児を対象

としたワクチン接種が進められることとなって

おります。 

 また、安全性につきましても、ほかの年代で

接種している副反応と、同等程度との検証結果

も示されているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 今、課長が言われたよ

うに、予防接種法第２条は、疾病に対して免疫

効果が確認されたものを定めるとあります。し

たがって、変異株の効果があるのかとか、１２

歳未満の臨床試験は実施していませんと、厚労

省のホームページにもそれは十分でないと。法

的な扱いはきちんとすることが大事じゃないで

しょうかと思いまして、この質問に至りました。 

 次、交互接種についてお伺いをいたします。 

 ワクチン業者は交互接種について、ほかのも

のを打ったら責任をもてない。臨床試験もして

いないと言っています。 

 ファイザー、モデルナとも、交互接種の有効

性、安全性を確立することはないと、文書に書

いてあります。そこが基準です。 

 そんなものを接種してよいかと、私は考えま

す。交互接種の治験後、安全性の確認をしてか

らするべきだと思います。 

 その結果、交互接種をしたところでは、多く

の死亡例が出ています。若い方の死亡もありま

す。 

 交互接種はかつてないもので、健康な体を害

してはいけないことが、一番先に考えますが、

交互接種について、お聞かせください。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 本市における交互接種の状況について、答弁

させていただきます。 

 交互接種につきましては、国からの配分の状
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況により、本市では、一、二回目のワクチン接

種はファイザー社製のワクチンのみを使用し、

実施しております。 

 ３回目の接種からは、ファイザー社製以外に

も、武田モデルナ社製のワクチンが配分され、

交互接種が行われておりますが、これまではワ

クチンの不足により、交互接種となった方はお

られず、御本人の希望による交互接種となって

おります。 

 今後、実施する予定の４回目接種につきまし

ても、できるだけ御本人の希望するワクチンを

接種いただけるよう、努めてまいりますが、配

分予定のワクチンは、ファイザー社製より、武

田モデルナ社製のほうが多くなっておりますの

で、交互接種の件数が増えるものと考えられま

す。 

 交互接種に関する安全性につきましては、両

者とも副作用について、交互接種を行わなかっ

た場合と、同等程度とされる検証結果が示され

ております。 

 また、交互接種を行うことで、同一ワクチン

を接種した場合より、交互接種をした場合のほ

うが抗体価も高くなるとの検証結果も示されて

おりますので、引き続きワクチンに関する情報

提供に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 交互接種を今まではや

っていないということで、安心をいたしました。   

 それから、次の質問では、若者向けメッセー

ジ、若者向けキャンペーンとしている自治体が、

多く接種を呼びかけております。これは、地方

創生交付金との取扱について、国の推進室から

事務連絡が来ていると思います。 

 少しそのことについて教えてください。 

○議長（寺田公一君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、川田議

員の先ほどの質問に関して、その内容を再度確

認をさせていただけたらと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（寺田公一君） 川田議員、もう一度。

何について聞きたいのか、説明をお願いいたし

ます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 国から事務連絡が来て

いると思います。若者に接種をというキャンペ

ーンを、あちこちの自治体で、接種に向けて、

そういうキャンペーンを行っていますので、接

種率を上げたいという自治体は、せっせとそう

いうのをやっておりますけれども、それはそれ

でいいですけれども、地方創生交付金のほうへ

接種がたくさん行われれば、地方創生交付金の

ほうへ交付されますよという話だと思うんです

けれども、そういうのが来ていると思います。

来てます。 

 そういうのを少し、交付金は自治体に幾らか

お金を出すと思うんですけれども、通常、交付

金の計算は新型コロナワクチンの３回目接種を

増やしたいという思いがあって、国は一生懸命、

働きかけをしていると思いますので、その内容

を少し教えてください。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 議員がおっしゃるように、新型コロナワクチ

ンの接種開始当初には、全国で接種率の向上を

目的に、様々なインセンティブ事業を行った市

町村があることは承知いたしております。 

 実施した市町村に問い合わせをしたものでは

ございませんが、接種率向上の目的は、住民の

健康を守る施策であって、交付金の増加を期待

しているようなものではないと認識しておりま

す。 

 また、本市におきましては、そのような取組
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は行っておりませんし、接種を迷う個別の相談

に対しましても、接種の判断は御本人、または

保護者が行うものであることと、接種すること

のメリット、デメリットについて、丁寧に御説

明させていただき、接種を促すような対応は行

わないよう、職員間で共有しておりましたので、

御安心いただきたいものと考えております。 

 また、先ほど答弁いたしました本市における

接種の状況に関しましては、市民の皆様の御判

断によるものと御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 本日の会議時間は、議

事の都合により、あらかじめこれを延長いたし

ます。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 了解いたしました。 

 接種後の危機管理、本当にこのワクチンが体

にとっていい結果をもたらすものであれば、何

も心配することはないんですけれども、今言わ

れたように、たくさんの副反応が出ているとい

うことで、接種後の市民の安心安全、命を守る

ための接種であってほしいとは思っております

けれども、接種後の危機管理という視点につい

て、どのように考えておられるのか、お聞かせ

ください。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 新型コロナワクチン接種後、副反応を疑う症

状が発生した場合は、かかりつけ医等の身近な

医療機関で受診していただくこととなり、接種

後の症状等から、より専門的な対応が必要であ

ると判断された場合は、相談を受けた医療機関

や接種医等から総合的な診療が可能な医療機関

等を紹介することとなっております。 

 また、高知県が新型コロナウイルスワクチン

の接種後の副反応に関する相談窓口を開設して

おりますので、本市といたしましては、電話番

号等を御案内する対応をとっております。 

 今後、新型コロナワクチンによる健康被害の

報告が、議員が御心配されるように、長期的に

発生するようなことがあったとしましても、国

や県の方針に基づき、対応していくものと考え

ます。 

 市として重要な役割は、国や県が調査研究し

て発出される情報を、市民の皆様にわかりやす

く周知し、迅速な対応に努めることと認識して

おります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ワクチンによる様々な

被害の報告もあがっていますと共に、明確な証

拠も出ております。 

 精子の数が減少するとか、自己免疫疾患を増

加させるとか、厚労省報告では、今、副反応報

告は１，２９１種類ほど上がっております。 

 長い間生きていく子供たちには、未来に不安

を残す可能性があるワクチン接種後の健康を大

人は見守る責任があると思います。 

 ワクチンが怖いのは、外に見えなくても、体

の中で何が起きているかわからない。市民の生

命と安心安全の観点からお伺いをいたしました。 

 マスクについて、お伺いをいたします。 

 私も昨日でしたか、マスクをするように議長

から促されました。 

 不織布ですので、織ってないわけですよね。

織ってない、不織布ですから。だから、化学物

質を集めて集めて、それで接着剤でくっつけて、

こういうものになっているわけなので、非常に

鼻がむずむずして過敏な方もいらっしゃいます

し、私もそうなので、ずっと続けていると頭が

痛くなったり、外したらしながらやっています

けれども。議長に促されまして、マスクを行い

ましたけれども。 
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 そういうことで、マスクの質問に入らせてい

ただきます。 

 マスクに関して、当市のみならず全自治体で、

一般的に議会の場などで着用の協力要請があり、

全ての方々が応じているわけです。 

 そこで、マスクの効果について、お聞きをい

たします。 

 いわゆる医療用マスクの網目など、どのくら

いの大きさでしょうか。また、飛沫の大きさ、

細菌、ウイルスの大きさも教えてください。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、お答えいたします。 

 医療現場で使用されているＮ９５マスクにつ

いては、網目の大きさは、０．３マイクロメー

トルとなっており、サージカルマスク、メディ

カルマスクなどの不織布マスクにつきましては、

約０．５マイクロメートルとなっています。 

 新型コロナワクチンの大きさは、約０．１マ

イクロメートルといわれておりまして、数字の

みで比較すれば、マスクの網目を通ってしまう

のではないかと思いがちですが、ウイルスは水

分などに付着して飛沫するため、５マイクロメ

ートル程度の大きさになることから、正しくマ

スクを使用すれば、完全ではないですが、ウイ

ルスの侵入や飛散を防ぐことができるものとさ

れております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 次、マスクのメリット、

デメリットについてお聞きをいたします。 

 マスクをしたほうがかかりやすい。ほとんど

の人はマスクをしておりますけれども、感染症

は止まりません。ということは、マスクに、今、

課長が言われたように、ちりやごみがウイルス

を集めて水分を含む中で、培養して広がってい

るということでしょう。 

 それで、マスクをしているのは、防止してい

るかもわかりませんけれども、かえって中で、

水分のあるところでウイルスが培養していくと

いうことになるんじゃないかなと思います。 

 マスクのメリット、デメリットをお聞かせく

ださい。 

○議長（寺田公一君） 学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君） 学

校教育課長、川田議員の一般質問にお答えいた

します。 

 通告は、教育長に対しての、子供のマスクの

考査についてということでございますので、学

校現場の立場から、御質問の御回答をさせてい

ただきたいと思います。 

 新型コロナウイルス感染症の対策をとりつつ、

持続的に、児童生徒等の教育を受ける権利を保

障していくため、文部科学省では、学校におけ

る新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理

マニュアルを作成しております。 

 学校では、そのマニュアルを参考に、感染症

対策に努めているところでございます。 

 衛生管理マニュアルは、最新の知見に基づき、

随時、見直しが行われ、最新の衛生管理マニュ

アルにおいても、学校での集団感染リスクへの

対応として、密閉、密集、密接の３つの密が重

なる場で、集団感染リスクが高いとされており

ますので、その対策は必要になってまいります。 

 マスクの着用は、密接の場合の対応として、

学校教育活動においては、身体的距離が十分と

れないときは、マスクを着用すべきと示されて

いるところでございます。 

 このことからも、マスクの着用は学校現場に

おいて、集団感染を防ぐ意味でも、メリットが

あるのではないかと考えております。 

 また、注意点といたしましては、気温、湿度

が高い場合には、熱中症の健康被害が発生する

ときは、マスクを外してくださいと示されてお
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りますので、デメリットとしては、熱中症のリ

スク等が考えられるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 熱中症というのは、夏

だけではないということです。体育の先生にお

伺いしたら、よくわかると思いますけれども、

冬でもありますので、熱中症対策というのは、

マスクと関係が非常に密着しているということ

です。 

 再質問になります。 

 厚労省は、感染症対策にマスクが入っていま

すでしょうか、どうでしょうか。教えてくださ

い。 

○議長（寺田公一君） 学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君） 学

校教育課長、厚労省にマスクが入っているかに

つきましては、通告にはありませんが、文部科

学省の通達につきましても、厚労省の規定に基

づきまして、作成されているものでございます

ので、マスクの着用につきましては、一定の国

と一体的な見解があるものだと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 再質問ということで、

お聞きをいたしました。 

 厚労省の感染対策には、マスクは書いてない

と思われます。 

 マスクをしないと変人扱いで、マスクをしな

きゃいけないと、今はそういう時期的な風潮に

なっております。でも、厚労省のホームページ

には、マスクは感染対策には入っておりません

ので、一言申し上げておきます。 

 それで、４月２９日、中川医師会会長が会見

をされておりました。屋外でのマスクはする必

要がなかったと。 

 屋外でのマスク着用については、もともと外

してよい考えだったが、十分伝わっていないと

おっしゃっていました。マスク拒否に、少しず

つ政府も動き出したかなと思っております。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 少し、先ほどの川田議

員のお話の中で、厚労省のほうが、マスクの推

奨をしていないというお話がありましたが、推

奨はしております。 

 なお、厚労省のホームページを確認させてい

ただいたところ、中で、こういった場合はマス

クを外していいですよ、こういった場合は外す

ほうがいいですよというようなことを、かなり

細かく明記をされたというふうに理解しており

ますので、マスク自体を推奨していないという

ことについては、そういう認識は持っておりま

せんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 推奨していないとか、

そういうことを言っているわけではないですよ。

ずっとここ３年、ずっとマスクできているじゃ

ないですか。マスクできているでしょう、ずっ

と。 

 ずっとマスクできているから、少しずつマス

クを、拒否に動き出したねと、厚労大臣も言っ

ていましたよね。これ、中川医師会会長ですけ

れども。 

 そういう方も、少しずつ、外では外していい

よ、こういうときは外していいよということ、

つけなきゃいけないということは、今まで言っ

てきたから、ずっとあるんですよね。あるけれ

ども、今は少しずつ、こういうときは外してい

いよということを言っているわけなので、その

ことを述べさせていただきました。 

 マスクをつける法的根拠は何ですか。マスク

の着用を義務づける法的根拠がありましたら、

教えてください。 

○議長（寺田公一君） 市長。 
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○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 発言の中に、推奨してないという言葉をはっ

きりと言われましたので、そのことについて、

市民の方々が勘違いされるといけないので、答

弁をさせていただきました。 

 次の質問に関しては、担当課のほうからお答

えさせていただきます。 

○議長（寺田公一君） 学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君） 学

校教育課長、川田議員の質問にお答えいたしま

す。 

 学校現場においての質問だと思いますので、

私のほうから御説明させていただきます。 

 マスクの着用についての法的根拠についての

御質問でございます。 

 新型コロナウイルス感染症については、新型

インフルエンザ等特別措置法第１８条第１項の

規定に基づき、政府対策本部が、新型コロナウ

イルス感染症対策の基本的対処方針が定められ

ております。 

 この基本的対処方針の中に、学校等について

の具体的な項目がございまして、その中に、学

校における新型コロナウイルス感染症に関する

衛生管理マニュアル等を踏まえた対応を基本と

しつつ、身体的距離が十分に確保できないとき

は、児童生徒にマスクの着用について、指導す

ることなどが記載されております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） マスクをつける法的根

拠、文部科学省マニュアルの中でも、いろいろ

あるということで、教えていただきました。 

 大人もずっとつけておるわけですので、マス

ク着用を義務づける法的根拠は何ですかと、全

体的にお聞きしたかったわけです。 

 これは裁判がありまして、これは任意ですか

ら、マスク着用を義務づける法律はありません。

なぜなら、法の下の平等、これは任意ですと裁

判長が言われました。だから、お願いになって

いるわけですよね、マスクというのは。 

 基本的人権、憲法の１１条、１２条、１３条、

個人の尊重とか、これに触れるのでマスクの強

要はできないということでございます。 

 マスクの法的根拠はないと。今はそういう風

潮になっているので、マスクをつけましょうと

いうことで、皆さんが任意でつけられているわ

けです。 

 次、いきます。 

 マスクは義務化でもないのに、義務化をした

のは我々大人。マスクをかけないなら出てくれ

と、半強制的なマスクの強要についてお聞きを

します。 

○議長（寺田公一君） 学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（和田克哉君） 学

校教育課長、質問が、子供のマスクの考査につ

いての質問でございますので、学校現場につい

てのマスクの対応について、御説明させていた

だきます。 

 新型コロナウイルス感染症対策を取りながら、

持続的に児童生徒等の教育を受ける権利を保障

していくため、学校における新型コロナウイル

ス感染症に関する衛生管理マニュアルが定めら

れておりまして、その中で、学校での集団感染

のリスクを減らすための対策としまして、身体

的距離が十分にとれないときは、マスクの着用

はすべきと考えられているところでございます。 

 本市の学校においても、その考えに基づきま

して、対応を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 学校も、マスクをして

くださいと。食事をしたら、すぐマスクをして

と。もう走ってきて、学校へ着いたら、もうす
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ぐ、運動が終わったらすぐマスクしてと、こう

いうふうに子供は言われると。それも強要にな

るというふうなことがある。 

 今、言われたような、義務化でもないのに、

ということからすると、子供は反論もできない

まま、言われるまま、ずっとマスクをつけてき

ましたね。 

 それが感染対策になるのかといって、厚労省

もホームページには、感染対策にはマスクは入

っておりません。入っておりません、調べてく

ださい。 

○議長（寺田公一君） 暫時休憩いたします。 

午後 ３時３２分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ３時５４分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 川田議員から、コロナウイルスのマスクにつ

いての発言をいただいた上で、議事を再開いた

します。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 以前は、マスク着用に

ついて、厚労省も症状のある方がつけるという

ことを、ホームページに載せていました。ずっ

と、私たちもそうやって大きくなりました。今

はこの感染症ということで、厚労省のほうも、

症状のある方、ない方、つけるように推奨して

いるということで、理解をいたします。 

 質問、続けてよろしいですか。 

 オの体育時、登下校ほか子供のマスク着用の

再考について、お伺いをいたします。 

 登下校、体育時は、マスクも着用少なくなっ

ておりますけれども、後藤大臣が発表してから

後、大阪市のほうで２件、マスクをつけたまま

体育の練習をしたり、行進をしたり、ラジオ体

操をしたりということで、熱中症が発生して、

救急搬送なさった学校が、２０人、３０人と出

ていたと、ニュースがありました。 

 それで、宿毛市は比較的、そういうのが守ら

れているのかなと思いますけれども、去年の東

中学校ですか、マスクを全員がしたままラジオ

体操をしていましたので、非常に怖いなと思い

ましたけれども、今年はそういうことはないと

思います。 

 子供のことを本当に考えると、マスクは、体

育が終わったから、すぐマスクということにも

ならないと、医者は言っていますね。 

 体育をした後、すぐつけてくださいって、先

生が言われると、子供たちが言っていますけれ

ども、マスクをつける前に、息を整えるために

温度調節をしているということが、体の中で行

われていますので、マスクをつけるのは体の調

整が落ちついたらということに、そういうとこ

ろも指導の中に入れてほしいなと思います。 

 そういうことで、今、質問をいたしました。

体育時だけでなく、生活全体、学校、授業をし

ているときなんかも、ずっと子供たちはマスク

漬けになっておりますけれども、そういう今の

状態を、何とかマスクがとれるようなお考えは

あるのかないのか、まずそこのあたりを教えて

ください。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（鎌田勇人君） 川田議員の質問にお

答えいたします。 

 通告では、体育時、登校時など、マスクの着

用について示されて、取扱はどうかという質問

をいただいておりますので、それについてお答

えをさせていただきたいと思います。 

 厚生労働省から、マスク着用の考え方及び就

学時前の取扱についてが公表されたことに伴い、

文部科学省から学校生活における児童生徒等の

マスクの着用についての文書が届いております。 

 これまでの衛生管理マニュアルにおけるマス

クの着用について基本的な取組と大きく変化は
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なく、具体的な場面に即して、明確化されたも

のになっております。 

 学校でのマスクの着用が不要な場合としては、

屋外では十分な身体的距離、例えば２メートル

程度が確保できる場合、人との距離が確保でき

なくても、会話はほとんど行われないような場

合などとされ、屋内につきましても、人との距

離が確保でき、会話はほとんど行わないような

場合とされております。 

 また、熱中症リスクが高い夏場におきまして

は、熱中症対策を優先し、マスクの着用は必要

ないとされているところでございます。 

 本市では、この通知を各学校長に周知し、児

童生徒のマスクの着用について、指導をお願い

したところでございます。 

 また、５月には市内で咸陽小学校、平田小学

校、山奈小学校の３校の運動会の開催が予定さ

れていましたので、熱中症を防ぐ意味からも、

競技中のマスクの着用不要なこと等について、

連絡させていただきました。 

 私も御案内いただき、参観させていただきま

したが、それぞれ新型コロナウイルス感染症対

策、熱中症対策を取りながら、無事に運動会が

実施できたと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） この間、高知のほうで

孫が野球に行っておりましたので、そこでも、

随分、学校によって違うなと思いました。 

 東中の生徒は、選手として出ているときも、

休憩のときもマスクを外している。父兄そのも

のがマスクの拒否をお願いしたと。先生も受け

入れられて、一人の熱中症も出さず、非常に暑

いときでしたけれども。 

 相手の学校は、選手のみはずしてまして、選

手でない待機している方はみんなマスクをつけ

ている。ちょっとランニングをするときも、ず

っとマスクをつけていました。 

 監督の先生だけ、外していました。 

 いや、これは随分違うなと思いました。 

 それでも、一人、熱中症が出た。出ないわけ

はないだろうなと思いましたけれども、帰って

からその報告を聞きました。 

 本当にマスクというのは、子供というのは、

悪くなるのも早いですけれども、回復するのも

早いですけれども、本当に去年、大阪で２月で

したか、５分間持久走で亡くなられましたけれ

ども、本当に、悪くなるのは瞬時に悪くなりま

すから。よくなるのも、回復は早いですけれど

も。 

 そういう特徴を持っている子供ですので、マ

スクというのは、非常に重要な位置づけである

と思いますので、そこのところは御理解いただ

きたいと思います。 

 衛生管理マニュアル、よく言われますけれど

も、衛生管理マニュアル、健康教育・食育課に

文科省が話をした。会話をちょっと。 

 マスクの着用義務づけはないので、マニュア

ルはお願いとするべきですね、って言いました

ら、仰せのとおりと言われました。 

 子供がマスクをつけませんと言ったら、仰せ

のとおりと言いました。 

 基本的には、そういうことでございますので、

環境から考えて、感染症対策ということで皆さ

んはマスクをつけるということで、皆さんが着

用をしているということを理解していくという

ことも重要だ。 

 つけたくない子供もいるけれども、つけてる

ねって。頑張っている子もいるので、そういう

ことを理解していかなきゃいけないんじゃない

かなと思います。 

 それで、あとはマスク宣言について、お伺い

をいたします。 

 ２０２１年、子供のマスクを解放したいとの
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父母。一人だけはいじめにあうので、みんなで

外そうとなりましたが、校長先生は、勉強して

いないので、上からの言いつけとして、マスク

をせよというのみに、父母たちは要望書を出し

ました。 

 子供たちを救う発想の転換もしました。 

 子供のマスクの宣言のことについて、少し教

えていただきたいと思います。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（鎌田勇人君） お答えいたします。 

 議員の今、お話しされたマスクの着用につい

ての宣言書の取組については、私のほう、承知

しておりません。 

 新型コロナウイルス感染症への対応につきま

しては、国において、憲法や様々な法律に基づ

き、現状考えられる最善の対策を取っていると

考えておるところでございます。 

 先ほどまでの答弁と重複いたしますが、新型

コロナウイルス感染症の警戒が必要な中で、持

続的に児童生徒の教育を受ける権利を保障する

ためには、学校における感染及びその拡大リス

クを可能な限り低減した上で、学校運営を継続

する必要があると考えております。 

 そのために、国において学校生活における新

型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニ

ュアルを定めており、その中で、マスクの着用

については、集団感染リスクへの対応のための

措置とされています。 

 各学校では、夏季における熱中症の対策を取

りながら学校運営をしていますので、学校にお

けるマスクの着用の必要性については、どうか

御理解をいただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） マスクの宣言書、御存

じないということで、御回答いただけませんで

したけれども、これは２０２１年６月の段階で、

全国で７２校、東京だけでも４校ありました。 

 これは、子供を守るという父母の熱意があり

まして、つけたくない、親も子もしっかり決意

をすることが大事でして、つけたくないという

ことを、子供と親が書いて持っていきます。 

 教育委員会のほうへ届けます。そこで、教育

委員会は受理をする必要がありますので、受理

をします。 

 学校で校長に言っても、その内容はよくわか

りませんので、教育委員会のほうから、校長に

指導をして、親が行くので、マスクをこの子は

つけたくないと言っているということを、それ

を納得してくれと。 

 そのときに、いろんな問題は出ますでしょう。

一人だけつけてないということで、いじめにあ

うかもわかりません。ほかの親から、つけてな

いと感染するんじゃないかとか、そういう疑念

の声も出てくるかもわかりません。 

 あっても、これこれこういう、つけたくない

という理由だから、病的に持っている方は、診

断書があればすぐ出ますけれども、ほかの理由

で、親御さんがきちっと子供を守りたいという

決意を持っていたものを、教育長が校長先生に

指導していただいて、いろんなことの内容をよ

く把握されたら、校長先生も担任の先生に話さ

れて、担任の先生が子供さんに話されて、そう

やって全国で７２校、今、もっと増えていると

思います。これは２０２１年６月の話ですので、

そういうことがあって、子供が快適に、もとの

生活に戻って、やっておられるということも、

御紹介をしておきたいと思います。 

 それで、時間もないですので、次へまいりま

す。 

 土佐の匠の受賞について、お伺いいたします。 

 これは個人の受賞ではありますけれども、県

のほうからも認められて、また市の財産ともな

りました。 
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 この一つの小さな宝物を、これから大きく育

てていくためには、具体的に、行政としてどの

ように考えておられるか。人を育てるという意

味で、行政の力をかりて、大きく宿毛の宝を広

げていくために、いろんなマッチングとか、い

ろいろコラボとか、いろいろあると思います。 

 そういうことを、具体的にお考えがあればお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 市内外に情報発信することが大切だというふ

うに、聞き取りのときにおっしゃっていたとい

うことでございますので、そういった取組につ

いて、お話をさせていただきたいと思います。 

 土佐の匠は、高知県内で３２の職種、１２２

名の方が認定され、宿毛市ではサンゴ加工の中

山英一氏に続き、２人目となる濱中伸也氏が令

和３年度に認定をされたということでございま

す。 

 土佐の匠は、伝統技能に加えまして熟練技能

や技術などが、伝統性や、そして独自性を持つ

と共に、文化的にも価値が高く一般の御理解を

得られやすいものが要件とされており、今回の

認定された濱中伸也氏が製作をする組子細工に

つきましても、まさに土佐の匠にふさわしい熟

練技術によって作り上げられた、すばらしい芸

術作品であるというふうに考えているところで

ございます。 

 濱中氏におかれましては、これまでも宿毛市

美術展覧会への出展や、宿毛まちのえき林邸に

おける展示会が開催されるなど、その作品に多

くの方々が魅了され、感銘を受けたものと存じ

ます。 

 組子細工やサンゴ細工など、宿毛市の匠の技

の魅力を市内外へ情報発信することは、大変重

要であると認識しております。 

 現在もふるさと納税の返礼品への出品、イベ

ント等でのワークショップ、小学校を訪問して

行う１日先生などの活動をしていただいており

ますので、今後も事業者と連携し、継続をして

いきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 人を育てる、物を育て

る、そしてお金が入ってくると、こういう循環

が巡っていけば、宿毛市の発展が期待できるか

なと。一人の力は小さいですけれども、大きく

皆さんが関わっていくことで、大きな波が、う

ねりとなって帰ってくることを期待をしており

ます。 

 樺３号線の道路について、お伺いをいたしま

す。 

 これまで何度か質問をしてきましたので、状

況は分かっていただいていると思います。それ

で、まだ現状は、復元にはなってないという、

地元の皆さんの声であります。 

 それで、今、私も何とかこの道路、道路はと

ても大事なものなので、災害のときなんかに、

本当に役に立つためには、きちんとした道路を

いつも維持していかなきゃいけないということ

で、命の道ということであります。 

 この３号線につきましては、所有者が自分の

畑を出してもいいよということが、新しく、今

のところの情報でございます。市のほうへも、

そういうことの話が届いているかとは思います。

この方の、本当に心からの提供を何とか道路が

広がっていくように、元の整った道路になるよ

うに、その人の思いをくんでいくために、どの

ように今、考えておられるのか、そこのあたり

をお聞かせください。 

○議長（寺田公一君） 土木課長。 

○土木課長（澤田英典君） 土木課長、川田議

員の一般質問にお答えします。 
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 まず、樺３号線につきましては、市としまし

て、これまでも幅員が狭くなっている区間につ

きましては、隣接者の御理解を得ながら、令和

２年１月の舗装工事により、全体的に５０セン

チ程度、道路幅員を確保して一定の安全性の向

上を図ったところです。 

 今回、議員のおっしゃられる方につきまして

は、以前より市との境界位置に相違はなく、ま

たその方の所有地に隣接する道路幅員のみを拡

げたとしても、当該路線の幅員狭小区間が全て

解消とならないことから、安全性の大きな向上

は図れないものと考えております。 

 今後の道路整備につきましては、そのほかの

隣接者の協議状況を見ながら、検討してまいり

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 全体的な道路の原状に

は戻れないかも分かりませんけれども、そうい

う一人の自分の財産を投げ出してもいいよとい

う、元の道に戻してくれといっている気持ちは

とても大事だと思いますので、そのように、な

ぜならないかという部分については、そこのあ

たりは行政が力を注いでいただきたいと思いま

す。 

 次、道の駅すくもサニーサイドパーク建設工

事費について、お伺いをいたします。 

 これは質疑でも行いましたが、質疑の内容を

見ましても基本設計、実施設計と、若干、そご

があったようで、補正が出てきましたけれども、

その内容の中身が、もう少し議員全体に行き届

くように、説明をしていただきたいなと思って

います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（寺田公一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君） 商工観光課長、

川田議員の一般質問にお答えをいたします。 

 今、議員が御質問されました件につきまして

は、５月の臨時会におきまして、岡﨑議員の質

問に対して、お答えをした答弁と同じでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 道の駅すくもサニーサ

イドパークにつきましては、私たちも、あれは

もう、かなり高知県でも１番か２番かぐらいに

早く設置された道の駅でございますので、あれ

からずっと手も入れてないという中で、新しい

ものを求めていたのは問題はないと思います。 

 それでも、実施設計がきちっとできてなかっ

たというふうにもお伺いしましたけれども、そ

のとおりだと言われていますけれども、市長が

強い思いがあったと。だから、何とか事業に上

程したいということを言っていました。 

 それはもう、それについては、誰も異論はな

いと思います。 

 でも、やはりやり方もありまして、無理が通

れば道理が引っ込むと。私なんか、よく両親か

らそういうことを聞かされて大きくなりました

けれども。 

 何の無理があったかどうか、道理が何が引っ

込んだのかということになりますけれども、そ

この辺りの説明はありますか。わかりませんか。 

○議長（寺田公一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君） 商工観光課長、

再質問にお答えをいたします。 

 様々、議員のお考え述べられておりましたが、

事前に聞き取りをさせていただいた内容に沿っ

て、答弁をさせていただきます。 

 その際の聞き取りの川田議員の御質問の内容

は、なぜ実施設計も終わっていない工事費を当

初予算に計上するのか、そこが一番大きな疑問

を抱かれておったところだというふうに、理解

をいたしました。 
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 それに対する答弁でございますが、道の駅す

くもサニーサイドパークの建設工事費につきま

しては、基本設計の概算工事費をもとに、令和

４年度の当初予算に計上をしておりました。 

 その後、委員会でも当初予算の説明を当然さ

せていただくわけなんですけれども、その際に、

サニーサイドパークの工事費を説明する中で、

実施設計業務について、現在委託中で、県の補

助金交付決定が遅れているため実施設計の事業

完了は３月末となるというふうに、委員会のほ

うでも説明をさせていただいております。 

 ３月議会におきまして、議決をいただきまし

て、その後、令和４年３月末をもって実施設計

業務が完了し、その内容を反映した工事費を５

月の臨時会に補正予算として提案をして、議決

をいただいたものでございます。 

 議員が言われるように、確かに実施設計が終

わるのを待って、補正予算として計上するとい

う方向もあります。しかし、このサニーサイド

パークの改修工事は、議員も御承知のとおり、

市民の関心も高く、本市の観光施策としても大

変重要度が高い事業でございます。 

 また、令和４年度中の完成を公表している大

型事業でもありますので、当初予算に計上すべ

き事業であるという判断のもと、３月議会に議

案を提案した次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 再度、質問にお答えい

ただきました。 

 市長というのは、自分のやりたい事業がある

と思いますので、それはどんどんやればいいと

思います。それはやって、自分の思いを、また

夢を叶えていくことに、市長としての特権があ

るわけですので、それはやったらいいと思いま

すけれども、予算の面では、たずなを緩めたり、

また引いたりするのが、行政、担当課長、職員

なんかの、そういう役割があるのではないかと、

私は思います。 

 だから、そのときにこういうアドバイスをし

たり、そのことは勇み足ではないかとか、そう

いうもののアドバイスをしたりするというのが、

専門の道を歩んでこられた職員の役目ではない

かと思いましたので、これで、このやり方でよ

かったのか、思いだけで突っ走って、こういう

説明をしなきゃいけないということでよかった

のかなと思いましたので、それで質問にさせて

いただきました。 

 以上で終わります。 

○議長（寺田公一君） この際、１０分間休憩

いたします。 

午後 ４時２４分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ４時３５分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 今回、新庁舎において

初登壇での一般質問になりますが、毎回、この

場に立つと緊張します。今はいつも以上に緊張

しているのが自分でも分かりますが、精いっぱ

い、質問させていただきます。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問をい

たします。 

 まずは、１の環境対策について、宿毛でお花

おもてなし事業についてであります。 

 梅雨に入り、道路沿いにアジサイの花がたく

さん、きれいに咲いているのが見え、雨でじめ

じめした気分を吹き飛ばしてくれるような感じ

がします。 

 事業名が、「宿毛でおもてなし」ですので、

２０２０東京オリンピック招致の際、ＩＯＣ総

会で、滝川クリステルさんが発言した「お・

も・て・な・し」にひっかけているのだと思い
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ます。 

 花で心を込めたサービスをするということな

のかと思いますが、この事業に対する目的や、

思いなどをお聞きしたいと思います。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） 環境課長、お答え

いたします。 

 宿毛でお花おもてなし事業は、住民の方々が

自発的に行う環境美化活動を支援することで、

環境美化意識の高揚を図ると共に、活動の一環

として実施する草花の植栽を通じて、明るくき

れいなまちづくりや、観光振興に寄与すること

を目的としまして、平成３０年度から実施して

おります。 

 中でも、宿毛駅周辺の道路際の植え込みにつ

きましては、宿毛駅の利用客が最初に目にする

場所となりますので、担当課としましては、重

点箇所と位置づけて、取り組んでいるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 明るくきれいなまちづ

くりや、観光振興にも生かしていくということ

でした。 

 それでは、どういった内容の事業なのか、お

聞きしたいと思います。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） お答えいたします。 

 市道脇の植え込みなど、公共性の高い場所に

草花を植栽し、草引きなどの手入れや維持管理

を行っている団体を対象に、花や土、肥料など

を現物支給しております。 

 また、取組団体がわかるように、団体名を記

入した小型看板を市で製作し、提供を行ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 自宅で花を手入れする

方はたくさんいると思いますが、ボランティア

で市道を花いっぱいにしたいと思われる方がど

れだけいるのか、どうなんでしょうかね。 

 活動団体の申込数、昨年度はどうだったのか。

また、今年度、今現在の申込数を教えてくださ

い。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） お答えいたします。 

 活動団体数ですけれども、令和３年度は２５

団体から申し込みがありました。本年度につき

ましても、既に２３団体から申し込みをいただ

いているところでございます。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） ボランティアの輪が広

がって、人気の事業になりつつあるのかなと感

じました。 

 ただ、今回、この事業についてお話させてい

ただいているのは、まだまだ予算や取組を充実

させてはどうかということです。 

 よく市民の方から、愛媛県に行ったら道沿い

に花がいっぱいで、きれいに整備されて高知県

とは全然違うと言われます。 

 特に隣町の愛南町は、きれいに手入れをされ

ていて、これは専門業者に委託して整備されて

いるのだろうと、私自身思っていましたが、知

り合いの愛南町の町議に話を聞くと、公民館事

業で、全てボランティアであると教えてくれま

した。 

 そこで、町議に館長を紹介してもらい、話を

聞かせていただきました。 

 館長からは、とにかく熱い思いが伝わる話で、

国道花壇などをモデル花壇とし、どこよりも目

を引き美しい花を植栽し、講演会を開いたり園

芸教室や花のデザインなどの研修会なども行っ

て、海外への視察も行い研究したと、自信をも
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って話してくれました。 

 また、ボランティアの推進委員会も立ち上げ、

毎月１度は草引き作業や植栽を行っていて、予

算も１地域に７０万円の予算があると教えてく

れました。 

 単純に比較することはできませんが、ボラン

ティアの意気込みが全然違うのかなという感じ

もしました。 

 町と行政、保育園児から小中学生まで参加し

て、地域と一体になってまちづくりをする。私

はすごく理想的な取組であると感動したことで

した。 

 宿毛市では、花の取組を環境課が受け持って

いて、昨年度、駅前での花壇の手入れや、植栽

を行っていましたが、今年度はなかなか手が回

らないと課長が話されていて、負担の大きさを

感じました。 

 美しい生活環境づくりを、街全体に広げれば

と思いますが、今後、花のまちづくりについて、

どのように考えているのか、お聞きします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 堀議員の一般質問にお

答えをさせていただきます。 

 宿毛でお花おもてなし事業に関しましては、

花を植えるといった活動を通じまして、住民の

方々のボランティア精神や環境美化に対する意

識の高揚を図ると同時に、宿毛市に来てくださ

る方々を、花でもてなすという考えのもとに取

り組んでおりまして、おもてなし、あれをとっ

たわけではないんですが、偶然一緒になってお

ります。 

 そういった観点のもと、宿毛駅周辺や市道桜

町藻津線を重点箇所に位置づけているところで

ございます。 

 花がもたらす癒しの効果であるとか、市内全

域に四季折々の草花が咲き誇る、美しい町並み

が広がり、この取組が市全域に浸透していくこ

とはすばらしいことだと、私も思っておりまし

て、何とかそういった実現に向けて、努力もし

ていきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

 しかしながら、ボランティア団体によっては、

植え付け後の管理まで、なかなか手が回らない

といった団体もあるといった状況も散見される

中、さらに広範囲での実施となると、先ほど議

員のほうもおっしゃられましたが、担当職員の

細やかな対応も、ますます難しくなりまして、

景観の維持管理に問題が生じる恐れもあるとい

うふうに、一方では感じているところでもござ

います。 

 このため、今後は事業の実施場所や実施方法

といった内容については、改めて精査しながら、

よりよい事業展開を目指してまいりたいという

ふうに思っております。 

 また、花を植えるということで、この事業と

は別に、各地域で活動をしてくださっている

方々がおられることも、承知をしているところ

でございます。 

 そういった団体といいますか、取組をしてく

ださっている方々との連携も、今後、図れるよ

うな形がとれればというふうに考えております

ので、またいろいろと、議員のほうからも教え

ていただければというふうに思うところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 市とボランティアの協

力により、すばらしい町並みになることを期待

して、次の市道についての質問に移ります。 

 アの項目について、花の手入れの難しさと同

様に、木や雑草の除草・剪定の作業も大変だと

聞いています。 

 ５月の連休前から二、三カ月の間は、草の成

長は早く、草が後から生えて切りがない状態で
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す。 

 現在の国道や、市道沿いを見てみますと、イ

タドリが高く伸び、カヤが広がってツツジやサ

ザンカなんかが埋もれているようにも見え、何

とかならないものかと、よく思います。 

 余りにもひどい状態を目にしますので、国道

５６号のところなので、県のほうへ連絡を取っ

てみました。 

 いつから除草・剪定作業があるのかと確認す

ると、国道５６号においての作業は、ここ数日

間のうちに行う予定があり、基本的には、年１

回行っている。場所によっては、何回か行うこ

ともありますよ、ということでした。 

 そこで、市道においては、どうでしょうか。

市道における沿道の木、雑草の除草、剪定の時

期と回数をお伺いします。 

○議長（寺田公一君） 土木課長。 

○土木課長（澤田英典君） 土木課長、堀議員

の一般質問にお答えします。 

 市道の樹木の剪定及び除草の実施時期と、回

数についてお答えします。 

 除草・剪定の１回目の実施時期につきまして

は、原則として６月から７月頃を想定しており

ます。 

 ちなみに、今年度につきましては、６月に既

に一部着手しているところもあります。 

 また、２回目を行う場合の実施時期につきま

しては、１０月頃を想定しております。 

 実施回数につきましては、通行車両の視距を

確保することによる安全確保の観点から、交通

量が多い場所については２回、その他の場所に

ついては、１回を基本として実施しております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 大体、１回から２回、

県の状況と同じような感じです。 

 続いてイの質問ですが、何年か前に業者の方

が、除草・剪定の入札を落としたが、７月、８

月の大変暑い時期に作業も非常にきつく、従業

員の負担も大きいと話をされていました。 

 今年度は、除草・剪定業務の契約状況がどう

なっているのかをお聞きします。 

○議長（寺田公一君） 土木課長。 

○土木課長（澤田英典君） 土木課長、堀議員

の一般質問にお答えします。 

 今年度の除草・剪定業務の契約状況について

ですが、入札不調の業務もありましたが、再入

札などにより、現時点で予定しておりました全

ての業務が契約済みとなっております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 何とか入札が成立した

ようで、安心しましたが、作業は暑いので大変

そうだとは思います。 

 できれば、５月の連休前に一度作業を行い、

観光客に気持ちよく来ていただいて、８月に入

ってからもう一度、除草・剪定を行うのが一番

よいようには、私は思いますが、道路愛護デー

とかクリーンデーのような市民参加の草引きや、

大がかりなボランティアの参加がなければ美し

いまちづくりは難しいかもしれません。 

 ただ、市民の負担も大きくなってもいけない

のですが、よりよい方法があれば、また検討し

ていただければと思います。 

 次の、ウの落下物について。 

 去る５月２日の出来事です。５月２日といえ

ば、新庁舎移転の日になりますが、地区の年配

の方が、今、道路で砕石が落ちていて、こけそ

うになって怖かった。たくさん落ちていたけど、

どこに連絡したらよいか、と相談がありました。 

 場所は新田２号線で、新しくフジで紙や、段

ボールのごみステーションができた、前の道路

を新田側に行ったＴの字の交差点で、当日は咸

陽島へ高校生の遠足があり、バイクも通るから、
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危険だとも言われていましたので、私は現場へ

状況を提供してくれた方と一緒に行き、状況を

確認しました。 

 道路片側を中心に、１０メートル四方に砕石

が落下していて、自分たちで拾い上げれるなら

と思い、ほうきとちり取りを用意して行ったの

ですが、車の量も多く難しい状況でした。 

 本来なら、落下させた業者のほうが対応され

るのが当然なのでしょうが、気づかなかったよ

うです。 

 このように、車両への貨物の積載状況により、

土砂や建設資材等が市道上に落下する場合など

があると思われます。 

 このような状況を発見した場合、どのように

対応したらいいのか、市民の方は把握されてい

なかったのではないかと思われます。 

 落下物発見時の対応を、どのようにすればよ

いのか、お尋ねします。 

○議長（寺田公一君） 土木課長。 

○土木課長（澤田英典君） 土木課長、堀議員

の一般質問にお答えします。 

 市道上の落下物につきましては、市民の皆様

により発見され、第一報を市民の皆様の御協力

により、いただくケースも多いと思われます。 

 市道上で落下物を発見した際には、宿毛市役

所土木課や、緊急を要する場合は宿毛警察署に

も情報提供していただければと思います。 

 また、宿毛市では、今年の３月から道路等の

損傷について、宿毛市公式ラインにより情報提

供をいただけるようになっておりますので、緊

急時以外には、こちらも御活用いただければと

思います。 

 道路上の落下物があれば、落下物と通行車両、

自転車、歩行者との衝突や、落下物に対する回

避行動による不慮の事故などの可能性があるこ

とから、情報提供いただいた場合には、迅速及

び臨機応変な対応を心がけるよう、周知徹底を

行い、今後も市道の安全管理に努めてまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 私たちは、市役所土木

課と警察へ連絡して、あとをお任せしましたが、

迅速な対応で事故が起きなかったので、安堵し

たことでした。 

 次に、３のプラスチックごみについて、移り

ます。 

 プラスチックごみについて、私が一番懸念し

ているのは、海洋プラスチック問題です。 

 以前、神奈川県の相模湾の水深７５０メート

ルの海底に、多数のプラスチックごみが分解さ

れず、長時間にわたって残る。このままでは、

１０００年先にも残るかもと話す研究者の記事

が、新聞に掲載されていました。 

 海底に沈めば、確実に回収できなくなります。

近くの川や海にも、レジ袋やペットボトルなど

のプラスチックごみが景観を台なしにしていま

す。 

 先日、沖の島へ帰省していた際、島民や学校

の先生方、児童生徒、市の職員なども加わって、

たくさんの方々が海沿いを中心とした清掃活動

をされていました。 

 大きな発泡スチロールの浮きがトラックに積

まれているのも見ましたが、プラスチックごみ

も海に捨てられた物が海岸へ打ち上げられたも

のもあり、数多くプラスチックごみも回収でき

たようでした。 

 自分たちの暮らしの中でも、プラスチックご

みを減らせないか。まずはペットボトルのリサ

イクルから始めてみてはどうでしょうか。 

 とりわけペットボトルにおいては、よく地域

のごみステーションの指定かごの中に、キャッ

プつきで置かれていたり、汚れたままかごの中

に入れられたりして、そのまま回収されず残っ
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ている物が、今朝もたくさんありました。 

 ペットボトルの収集は、容器の大きさの制限

もあるようで、出し方を理解できてない市民が

おられるようですので、まず、ペットボトルの

ごみステーションへの出し方をきちんと教えて

いただければと思います。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） 環境課長、まず、

地区長の皆様におかれましては、日頃から地区

のごみステーションの維持管理に御尽力いただ

き、感謝申し上げます。本当にありがとうござ

います。 

 堀議員から言われた、ペットボトルですけれ

ども、宿毛市ではペットボトルに限らず、午前

８時までには、ステーションにごみを出してい

ただくようにお願いしておりまして、堀議員の

言われる、回収されずに残っているペットボト

ルの多くは、様々な理由はあろうかと思います

けれども、大部分が時間外に出されている、い

わゆる後出しであったり、それから収集日以外、

かごですので、出されたまま置いていかれると

いうペットボトルではないかというふうに、担

当課としては推察しているところでございます。 

 次に、ペットボトルの出し方としましては、

中身を空にした後に、内側を水洗いしていただ

きまして、キャップを外したまま、潰さずに収

集日当日の午前７時から８時の間に、ごみステ

ーションに出していただくようになります。 

 また、容量が１１２ミリリットル以下の小型

の物であったり、５．５リットルを超える大型

のものにつきましては、ペットボトルではなく

て普通ごみの扱いになりますので、御注意いた

だきたいと思います。 

 ペットボトルに限らず、ルール違反のごみに

つきましては、今後も回収できませんので、ご

み出しの際に御注意いただきますよう、お願い

いたします。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） ペットボトルについて

は、月に２回、収集。収集日はそれぞれ、地区

が異なると思いますが、月に２回、自分も出す

ようにしております。 

 では、次のペットボトルのリサイクルの流れ

についてですが、先ほどの収集されたペットボ

トルが、きちんとその後、どのようにリサイク

ルされて環境への取組とつながっているのか、

わかる範囲で構いませんが、お聞きします。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） 環境課長、お答え

いたします。 

 各ステーションに出されたペットボトルにつ

きましては、市が委託している清掃公社と拓進

運輸の２業者が回収を行い、全量を幡多クリー

ンセンターに持ち込んでおります。 

 持ち込まれたペットボトルにつきましては、

センター内のリサイクル棟におきまして、プレ

ス処理を行い、一定期間保管した後、公益財団

法人日本容器包装リサイクル協会を通じまして、

大阪市や北九州市のリサイクル業者に引き取ら

れることになります。 

 リサイクル業者は、ペットボトルを原料とい

たしまして、マイバッグを製造するための繊維

であったり、生卵のパックを製造するためのフ

ィルム、洗剤用のボトル、それからプラスチッ

ク製の植木鉢などの商品に形を変え、再利用さ

れているというふうにお聞きしております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） いろいろな形でリサイ

クルされているようですね。自分たちの出した

ペットボトルが、どのようにリサイクルされて

いるのかを、少しでも分かれば、例えばポイ捨

てなども減ってくるのではないかと思います。 
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 市として、プラスチックごみを減らす施策に

ついて、何か考えがあれば、お聞かせください。 

○議長（寺田公一君） 環境課長。 

○環境課長（谷本和哉君） 環境課長、お答え

いたします。 

 本市におきましては、プラスチックごみに限

らず、環境汚染のもととなるごみの減量、不法

投棄を減らすため、啓発看板の設置や環境指導

員による巡回パトロール、エコバッグの利用促

進によるレジ袋の減量等に取り組んでおります。 

 また、本年４月１日には、プラスチック資源

循環法が施行されましたので、プラスチックご

みの分別方法に関しまして、幡多６市町村で協

議を行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） いろいろな施策をして

いただいて、少しでもプラスチックごみを減ら

せるようにできればと思います。 

 次に、２のスポーツ振興についての、宿毛運

動公園（宿毛市野球場）についてに移ります。 

 先日、自宅から宿毛市野球場まで散歩をし、

ゆっくりと球場周辺を見て回りました。 

 宿毛市野球場は、１９７１年に建てられてか

ら５０年以上が経過していますが、近年はナイ

ター設備を完備したり、外野フェンス、バック

スクリーンを修理したりと、全体的に修繕され

ていますが、雨天練習場に足を運んでみますと、

老朽化が激しく、ひび割れた箇所が何か所もあ

り、雨漏りなどもあると聞きます。 

 そこで、現時点での建て替えの予定があるの

かをお聞きします。 

○議長（寺田公一君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君） 生涯学習課長、お答えいたします。 

 宿毛運動公園内にございます雨天練習場につ

きましては、野球やソフトボールの雨天時での

練習や、プロ野球等のキャンプのときなどに利

用されておりますが、建築後５０年が経過して

いることもあり、議員おっしゃられるように、

施設全体が老朽化している状況となっておりま

す。 

 その都度、必要な修繕は行っておりますが、

現時点で建て替えや大規模修繕につきましては、

具体的な計画策定には至っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 現時点では、建て替え

の計画がないということでしたが、ぜひ宿毛市

として、雨天練習場の建て替えの検討をお願い

して、次の補助グラウンドのほうに移ります。 

 補助グラウンドですが、以前は一般のソフト

ボールのチームがたくさんあり、私もナイター

でよく試合もしました。 

 近年は、ジュニアのソフトボールのチームや、

一般のチームがたまに練習したりしているのを

見かけたりします。 

 グラウンドの外野に目をやれば、両開きの扉

の入口は片方が腐食し、折れてのけられていま

した。ボールが出ないよう、小さな持ち運びの

防球フェンスが置かれていました。 

 片方の状態を見ると、もう片方の扉も同じよ

うになるのは時間の問題のような気がします。 

 この入口の扉の修繕について考えているのか、

お聞きします。 

○議長（寺田公一君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君） 生涯学習課長、お答えいたします。 

 補助グラウンドの西側に設置しています作業

用のゲートにつきましては、高さ約１メートル

の鉄柵で、観音扉式となっておりますが、昨年、

扉を固定する片側の支柱が、腐食により根元か

ら折れ、扉の片方が外れたため、安全を考慮し

現時点で撤去しております。 
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 現在は、応急的な対応として、先ほど議員お

っしゃられたように、移動用の防球ネットを設

置しまして、野球等のボールが外へ出ていかな

いように、対処しております。 

 本来なら、早急に修繕工事を行うところです

が、高知県が実施する津波長期浸水対策の防潮

堤整備工事に伴い、当公園南側が工事区間に係

る計画となっており、当公園へアクセス道とな

っている市道志沢尾片島線に面する既存フェン

スの位置に、本年度中に防潮堤が整備され、作

業用ゲートを含む南側のフェンスにつきまして

も、北側にセットバックする形で新設される予

定となっております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 近々、県の防潮堤工事

関連で修繕されるということで、安心しました。 

 次に、補助グラウンドの奥には、以前は２面

分のテニスコートがあり、中学生がよく部活で

汗を流していましたが、現在、コートの支柱も

取り外され、どのように使用されているのか分

かりません。 

 使用方法、また今後どのような活用を考えて

いるのか、お聞きします。 

○議長（寺田公一君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（中平

成也君） 生涯学習課長、お答えいたします。 

 宿毛運動公園内にございますテニスコート跡

地につきましては、長年、テニスコートの利用

がなかったことから、令和２年度に有料公園施

設から除外した上で、テニスコート内の支柱を

撤去し、現在は都市公園施設の一部としており

ますので、市民の皆様に公園施設として御利用

いただける形となっております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 公園ということで、自

由に使用できるということのようですが、目的

を持った使用方法も考えられるように思います。 

 例えば、少し狭いかもしれませんが、金網の

高さもあるし、ドッグランとして使用するとか、

スリー・オン・スリーの３人制バスケット場や、

フットサルの練習場であったりと、何かに利用

できるような気がします。 

 これもまた、検討をよろしくお願いします。 

 次に、３の観光推進対策についてに移ります。 

 咸陽島公園についてです。 

 咸陽島公園については、以前からほかの議員

も一般質問の中で、整備についての質問を何度

かされていますが、今回、私も再度、質問させ

ていただきたいと思うのは、宿毛市の観光振興

を考える上で、一番最初に頭に浮かぶのが、こ

の咸陽島公園だと思います。 

 冬場の天気のよい夕方、だるま夕日を見よう

とスマホを片手に行ってみると、絶好のだるま

夕日が撮影できる位置には人だかり。話を聞い

てみると、九州や広島から、このだるま夕日を

見るためにここに来たと、多数の県外客がシャ

ッターチャンスを待っていました。 

 また、寒い時期にも関わらず、テントを張っ

て夕日を眺めている人たちも数組いました。 

 そして、咸陽島といえば、大潮のとき、潮が

引くと海が割れ大島との間に一本の道が現われ、

歩いて行き来できるようになります。 

 ５月の連休は大変な人出で、ちょうど大潮の

時期と重なって、３時間以上も道が現われたま

まで、私も奥の咸陽島まで初めて渡り、隅々ま

で見て回りましたが、カヌーをこいだり、泳い

だりしている人もいて、観光客の多さに驚きま

した。 

 ５月４日に公園に行きましたが、天気も晴天

で、車は１００台以上もあったかと思います。

テントは６０ぐらい。２５０人以上の人出だっ

たと思います。 
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 それでも以前より少ないと、アイスクリーム

を売っているおじさんが言われていました。 

 その日、日平公園やサニーサイドパークにも

行ってみましたが、それぞれ人の流れはありま

したが、咸陽島公園の人の多さは飛び抜けてい

ました。 

 このような大人気の咸陽島公園の整備計画と、

今後の方針についてお伺いします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） 堀議員の一般質問にお

答えをさせていただきます。 

 咸陽島公園は、春から初夏にかけては、トン

ボロ現象が見られ、冬にはだるま夕日を見るこ

とができるなど、観光資源として多くの魅力を

秘めている、そういった場所であると考えてい

るところでございます。同じでございます。 

 また、近年のアウトドアブームもありまして、

休日には多くのキャンプ利用客も訪れていただ

いているところでもございます。 

 そういった中で、これまでも随時、いろいろ

な整備はしてきたところでもございますが、近

年では、令和３年度にトイレ棟のデッキ部分に

流し台を設置するなど、アウトドアのレジャー

施設として、魅力向上を図っているところでも

ございます。 

 現時点でお示しできる整備計画等は作成して

おりませんが、咸陽島公園につきましては、引

き続き、宿毛市の観光拠点といたしまして整備

したいと、そのように考えているところでござ

います。 

 その際には、大島桜公園や、その中を走るサ

イクリングロード、また現在、ピアーサーティ

ーによって整備が進められているグランピング

施設なども絡めながら、一体的に魅力あふれる、

そういった観光拠点として、磨き上げをしてい

きたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 早期の計画をよろしく

お願いしたいと思います。 

 次の、咸陽島公園の道路整備については、現

在、サンセットヒルの整地が進み、先ほど、市

長も言われましたが、グランピングの施設が建

設される予定地の下で、椰子の湯から公園へ下

りる鋭角な急カーブは軽自動車でも一度で曲が

り切ることが難しい、非常に難所の道路であり

ます。 

 何とか道路幅を広げれないか、その計画はな

いか、お聞きします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 宿毛リゾート椰子の湯から、咸陽島公園に向

かう途中にある市道咸陽島線と、市道大島北線

の交差点箇所は、以前から、私たちが学生のこ

ろからなんですが、議員が言われるとおり、普

通乗用車でも一度では回り切れない、そういっ

た場所でありまして、切り返しが必要な交差点

となっているところでございます。 

 本市としましては、宿毛リゾート椰子の湯や、

グランピング施設を整備中のサンセットヒルか

ら、咸陽島公園を最短ルートで結ぶ、観光面で

も重要な路線と考えておりまして、今後、咸陽

島公園の整備計画と共に、道路整備についても、

検討をしていかなければならないというふうに

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 道路整備も進み、キャ

ンプ、レジャー施設として計画が進めば、どこ

にも負けない観光地として、胸を張れるように

思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 
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 次の、県道沖ノ島循環線についてであります。 

 県道沖ノ島循環線、弘瀬の舗装された道が途

切れる場所から長浜の道が途切れる場所まで車

で行き、この道がつながるのが島民の夢である

と、弘瀬の亡くなった前区長が生前教えてくれ

たのを思い出しました。 

 以前から計画されていて、頓挫した道路だと

思いますが、これまでどのように進められてき

たのか、経過についてお聞きします。 

○議長（寺田公一君） 土木課長。 

○土木課長（澤田英典君） 土木課長、堀議員

の一般質問にお答えします。 

 県道沖ノ島循環線のこれまでの事業経過につ

いて、説明をさせていただきます。 

 県道沖ノ島循環線は、沿線の集落と島内の公

共施設が多くある母島地区を結ぶ唯一の路線で

あり、島内の日常生活を支える重要な路線であ

ります。 

 これまでの事業経過について県に確認したと

ころ、当初計画としましては、事業延長３．８

キロメートル、事業期間は平成７年度から平成

３０年度までを予定していましたが、事業延長

３．８キロメートルのうち、未開通区間の３．

０キロメートルについては、平成２７年から休

止状態になっていると、県からお聞きしており

ます。 

 その休止の主な原因としましては、土地の登

記名義人の方の多くが亡くなっているため、相

続者が多数となっており、所有権移転等の登記

手続が困難な状況であること、また、島内に所

有者や相続者がほとんど在住していないことか

ら、用地取得に必要な土地の境界を確定するこ

とも困難な状態であるということを、県からお

聞きしております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 用地取得が困難だった

ということのようですね。 

 土地の所有者が誰か、亡くなった方が多いと

言われてましたが、そういった土地がたくさん

あるのは承知しております。 

 実は、私の家族の土地も沖の島小中学校より

長浜側へ少し走った北峯山に土地があるようで

す。 

 地番を調べてグーグルで探してみましたが、

どの場所かわかりませんでした。唯一場所を知

っていた母親も先月亡くなり、もう知るすべも

ありません。 

 昨日の髙倉議員の一般質問の中で、不動産登

記法の改正の話がありましたが、所有者不明の

土地の利用が円滑化され、手続も簡素化される

とあり、令和５年、令和６年で法が整備される

ということでありました。 

 循環線の整備も、もしかしたら進められるの

ではと期待してしまいます。 

 今後の整備計画について、お聞きします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 今後の整備計画ということでございます。こ

ちらは県道でございますので、県道沖ノ島循環

線の今後につきまして、県に確認をしました。 

 県としては、先ほど説明しました問題を解決

できる法の整備が整えば、改めて事業再開に向

け検討を行っていく考えでありまして、現状と

しては、現道の日常の安全・安心を確保するた

めに、適正な維持管理に努めていくといったお

話でありました。 

 また、本市としましても、例年ですが、高知

県知事や高知県議会へ事業の再開に向けた要望

を行っているところでありまして、引き続き、

県と連携しながら、事業推進に向けまして努め

てまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 
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○２番（堀  景君） 何とか沖ノ島循環線が

開通できれば、新しい観光の仕方であったり、

サイクリングの大会の開催にもつなげられるの

ではないかと思います。ぜひ、県のほうへ、引

き続き前向きな要望でお願いしたいと思います。 

 続きまして、４の防災対策について。 

 津波避難タワーについて、お聞きします。 

 宿毛駅周辺へ車を走らせると、高くそびえた

つ避難タワーが見え、駅前公園津波避難タワー

の文字が大きく映し出されます。 

 同じく、市内中央の旧武道館跡に、三浦公園

津波避難タワーが建設されました。 

 念願の２基の津波避難タワーですが、今議会

の議案の中でも、宿毛市津波避難タワーの設置

及び管理に関する条例として提出されています

が、タワーについての質問をさせていただきま

す。 

 まずは、完成・落成した後、どのような使用

方法となるのか、内容が違うようであれば、２

基それぞれお答えをお願いします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中平富宏君） お答えをさせていただ

きます。 

 現在、建設中の三浦公園、駅前公園の２基の

津波避難タワーにつきましては、８月１日から

運用開始を予定をしているところでございます。 

 使用につきましては、津波災害時の避難はも

ちろんのこと、平時の避難訓練での活用や、ま

た公園の一部として御利用をいただけるものと、

そのようにしているところでございます。 

 まず、三浦公園タワーにつきましては、地上

部分にベンチとトイレを設置しておりまして、

散歩の休憩所として、また地域の方々の憩いの

場として、利用をしていただきたいということ

で、整備を進めさせていただきました。 

 地上１１．５メートルと１４．４メートルに

ある平場の避難階は、周囲が住宅地であるため、

プライバシーに配慮して開放いたしませんが、

地域の避難訓練や防災学習等の際には、申請を

いただくことで、使用可能としたいというふう

に考えております。 

 なお、緊急時には、扉の一部を壊すことで、

鍵を開け避難階に上ることができるといった仕

組みとなっております。 

 駅前公園タワーにつきましては、地上１１メ

ートルと１４メートルの平場の避難階を平時か

ら開放をいたしまして、１４メートルの避難階

である屋上にはベンチを設置し、展望台として

機能をいたします。 

 また、地上部分には、遊具を設置いたしまし

て、お子様連れの御家族にも楽しんでいただけ

る、そういった施設として整備を進めてこさせ

ていただきました。 

 いずれのタワーも、津波から命を守る施設で

あるとともに、公園機能を向上させ、市民の憩

いの場となることをコンセプトとしております

ので、ぜひ多くの市民の皆様に活用といいます

か、御利用していただけたらというふうに考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） ２基の活用の仕方が違

うようですので、開放できるようになれば広報

などでお知らせいただければと思います。 

 次に、このタワー本体は、国の設計基準に基

づいて整備され、津波で倒壊しない強度が確保

されていると思いますが、階段やスロープなど

が、津波や漂流物の影響で流される危険性があ

るタワーも、高知県に設置されていると聞いた

ことがあります。 

 津波の浸水が解消した後、高齢者を速やかに

救出することのできるものなのか、津波の力に

耐えられる耐浪性があるのか、お聞きします。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 



 

－ 100 － 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 本市の津波避難タワーは、鉄骨造でございま

して、先ほど、議員がおっしゃいましたように、

タワー本体は国の示す津波や強度の規準を満た

すよう、設計されております。 

 しかしながら、附属する階段やスロープにつ

きましては基準がなく、津波に流される可能性

があります。 

 そのため、県が示す津波避難タワーが有して

おくべき、必要な機能の整備方針に基づきまし

て、避難者自身の重さで緩やかに地上に降下す

ることができる緩降機、それから地上まで降ろ

した袋の中を、らせん状に滑っていく垂直救助

袋を設置して対応させていただきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 市民が安全に、安心し

て避難できることを願います。 

 最後の質問になりますが、それぞれのタワー

の避難人数、備蓄品は確保されているのかをお

聞きします。 

○議長（寺田公一君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（有田巧史君） 危機管理課長、

お答えいたします。 

 避難人数と備蓄量についてでございますけれ

ども、三浦公園タワーにつきましては、既存市

街地の道路が狭く住宅も密集していること、ま

た築年数の長い建物も多いことから、地震後の

避難の際には、建物倒壊による道路閉塞の危険

性が、避難路点検により確認をされております。 

 そのため、周辺地域で高台までの避難が遅れ

る可能性のある人口を算定しまして、収容人数

を２２０人といたしております。 

 また、もう一つの駅前公園タワーにつきまし

ては、避難行動要支援者の避難を想定した場合

に、駅前公園より南側の沿岸地域に、避難困難

地域が認められたため、高台への避難を目指す

途上にあります駅前の公園内に設置するもので

あります。 

 収容人数は、避難困難地域内の住民、それか

ら商業施設の滞在者のうち、避難が遅れる可能

性のある人口を算定し、３３０人といたしてお

ります。 

 また、備蓄量についてでございますけれども、

備蓄量につきましては、高知県備蓄方針に基づ

きまして、本市では避難者数の１日分の水、食

料、毛布、簡易トイレなどの備蓄整備を進めて

おりまして、収容人数の１日分を想定いたして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番堀 景君。 

○２番（堀  景君） 市民に愛され、命を守

る、そんな避難タワーになることを期待しまし

て、今回の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（寺田公一君） これにて一般質問を終

結いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後 ５時３６分 散会 
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   ３番 三 木 健 正 君     ４番 川 田 栄 子 君 

   ５番 川 村 三千代 君     ７番 髙 倉 真 弓 君 

   ８番 山 上 庄 一 君     ９番 山 戸   寛 君 

  １０番 岡 﨑 利 久 君    １１番 野々下 昌 文 君 

  １２番 松 浦 英 夫 君    １３番 寺 田 公 一 君 

  １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        黒 田   厚 君 

   次長兼庶務係長 
   兼 調 査 係 長 

奈 良 和 美 君 

   議 事 係 長        桑 原 美 穂 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 平 富 宏 君 

   副 市 長  岩 本 昌 彦 君 

   企 画 課 長  上 村 秀 生 君 

   総 務 課 長 兼 
   選挙管理委員会事務局長 

桑 原   一 君 

   危機管理課長  有 田 巧 史 君 

   市 民 課 長  岡 本   武 君 

   税 務 課 長  山 岡 敏 樹 君 
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   会計管理者兼 
   会 計 課 長 

佐 藤 恵 介 君 

   健康推進課長  松 田 まなみ 君 

   長寿政策課長  谷 本 裕 子 君 

   環 境 課 長  谷 本 和 哉 君 

   人権推進課長  川 村 志 保 君 

   産業振興課長  岩 本 敬 二 君 

   商工観光課長  長 山 敏 昭 君 

   土 木 課 長  澤 田 英 典 君 

   都市建設課長  小 島 裕 史 君 

   福祉事務所長  朝比奈 淳 司 君 

   水 道 課 長  川 島 義 之 君 

   教 育 長        鎌 田 勇 人 君 

   教 育 次 長 兼 
   学校教育課長 

和 田 克 哉 君 

   生涯学習課長 
   兼 宿 毛 文 教 
   センター所長 

中 平 成 也 君 

   学 校 給 食 
   センター所長 

平 井 建 一 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分 開議 

○議長（寺田公一君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第１１号まで」

の１１議案を一括議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 皆さん、おはようご

ざいます。５番、川村三千代、質疑を行います。 

 まず、皆さんに事前に申し上げますけれども、

昨日まで一般質問が行われておりました。私が

質疑に取り上げる内容につきましては、担当課

長の答弁が、昨日の一般質問と重なる部分もあ

ろうかと思いますけれども、なかなか一般質問

では事業の内容等がきちんと詳細に、市民の皆

さんに伝わったかという懸念もございまして、

一般質問と重なる答弁になりますこと、あらか

じめお許しください。 

 そしてまた、議案についてですけれども、ペ

ージ数について、申し訳ありません、紙ベース

の議案書で申し上げますので、タブレットで議

案を御覧の皆様には、誤差が生じますけれども、

あらかじめ御了承、よろしくお願いをいたしま

す。 

 それでは、議案の番号順に従いまして、質疑

をさせていただきます。 

 まず初めに、議案第１号から議案第４号の４

つの議案について、一括で質問をさせていただ

きます。 

 議案第１号は、固定資産評価審査委員会委員

の選任について、そして、２号、３号、４号に

つきましては、人権擁護委員候補者の推薦につ

き意見を求めることについて、１号から４号ま

では、いずれも人事案件でございます。 

 これまでこういった人事案件につきましては、

その方の御住所、そして氏名、生年月日、また

参考資料として最終学歴やこれまでの職歴とい

うようなものが明記されておりましたが、今回、

住所の欄が、市内在住、そして生年月日が、月

日がございませんで、生まれた年のみとなって

おります。 

 このことにつきまして、理由をお示しいただ

きたいと存じます。 

 担当課長、よろしくお願いいたします。 

○議長（寺田公一君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、川村議

員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１号から第４号につきましての表記、

住所と生年月日についての変更点についてとい

う御質疑だと思います。それについて、お答え

をさせていただきます。 

 社会情勢の変化などから、個人情報の保護に

関する法律等でも、個人情報保護が強化される

中ではありますが、議案書における個人情報の

取扱については、地方自治法においても明記さ

れたものがなく、全国的に議論がなされている

状況でございます。 

 その議論の中では、情報化が著しく進展して

いる昨今、議案審議に必要な個人情報について

も、最大限の配慮を行うことが望ましいと判断

をされている自治体もございます。 

 そういった中で、本市におきましても、個人

情報を最大限に配慮するため、まず和解の相手

方については、市内在住者との表記で、議会へ

報告とさせていただいております。 

 また、人事案件につきましては、令和４年第

１回定例会におきまして、名誉市民及び教育委

員会委員の議案から、住所については市内の方

は市内在住、県外の方につきましては、その居

住される都道府県名を、それから生年月日につ

きましては、年齢が分かるために、それは必要
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だということで、生まれた年についての表記の

みとさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 個人情報保護の観点

からということで、そういった御配慮の中で住

所については市内在住と、また、年齢が分かれ

ばということで、生年だけの表記になったとい

うこと、理解できました。 

 ただ、これまで人事案件、例えば今回の人権

擁護委員候補者３名の方、あげられております

けれども、こういったときに、地域性というも

のも、我々、ある程度、判断材料の一つとして

あったわけです。つまり、同じ地域に委員さん

が固まらないようにというか、同一の地域では

なくて、市内、できるだけばらつきがあるよう

に、委員が選定されているのかということも、

議員にとって一つの議案審査のときの材料だっ

たんですけれども。 

 今回、人権擁護委員３名あげられております

けれども、地域性というようなものは考慮され

ているんでしょうか。そちらについて御質問さ

せていただきます。 

○議長（寺田公一君） 人権推進課長。 

○人権推進課長（川村志保君） 人権推進課長、

５番、川村議員の再質疑にお答えいたします。 

 人権擁護委員候補者の選任において、地域的

なバランスについて加味しているかとの再質疑

であったかと思いますが、人権擁護委員の方に

は、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、

人権擁護について深い理解のある人であること

が求められ、地域への人権啓発や人権相談、人

権侵害の被害者救済等の活動をしていただいて

いるところです。 

 今日の人権擁護活動は、社会生活と私的生活

の両面で対応していただく必要があり、社会生

活の中で発生する人権侵害については、関係法

令の整理等、解決に向けた体制が徐々に整いつ

つある一方、私的生活の中で発生する人権侵害

については、行政では容易に発見できない状況

があります。 

 この見えにくい人権侵害を発見していただく

ため、また人権相談活動等においても、住民に

最も近いところで活動していただく存在の重要

性等からも、宿毛市内の様々なエリアから、で

きるだけ均等になっていただけるよう、推薦者

の選出をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 地域性についても、

ある程度、考慮がなされて、こういった方々が

推薦されているという御説明、ありがとうござ

いました。 

 なお、今後もこういった人事案件等出てくる

と思いますけれども、議案上はこのように、市

内在住という表記であっても、例えば議会中に

議員に、何らかの地域性というようなものを御

説明いただける機会や場を設けることは可能な

のでしょうか。その辺を、再々質問、お願いい

たします。 

○議長（寺田公一君） 総務課長。 

○総務課長（桑原 一君） 総務課長、川村議

員の再質疑にお答えいたします。 

 議案の表記につきましては、個人情報の関係

で、御説明をさせていただいたとおりの表現を

させていただいておりますが、審議いただくた

めの説明というのは、今後も必要だと思ってお

りますので、適時説明をさせていただきたいと

思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（寺田公一君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） どうも御説明ありが

とうございました。 

 議案第１号から議案第４号につきましては、
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以上といたします。 

 それでは、続けて質疑をいたしますけれども、

次からは、全てこの議案第５号別冊、令和４年

度宿毛市一般会計補正予算（第２号）から、質

疑をさせていただきます。 

 ページ数に沿って、質問をさせていただきま

す。 

 まず、１３ページ。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、３目老人

福祉費。こちらの１２節委託料、１７節備品購

入費、どちらも動画撮影・編集業務委託料、並

びに備品購入費としては、動画撮影・編集用機

器購入費とありますけれども、これは一体どう

いう動画が撮影されるのでしょうか、この内容

と目的について、御説明をお願いいたします。 

○議長（寺田公一君） 長寿政策課長。 

○長寿政策課長（谷本裕子君） 長寿政策課長、

５番、川村議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第５号別冊、令和４年度宿毛市一般会計

補正予算（第２号）、１３ページ。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、３目老人

福祉費、１２節委託料の動画撮影・編集業務委

託料３７万４，０００円、並びに１７節備品購

入費、動画撮影・編集用機器購入費３３万９，

０００円について、事業の目的と内容について、

御説明いたします。 

 この事業は、新規事業等調査票で高齢福祉事

業周知動画作成事業として御提案しております。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら、外出控え等により心身が虚弱に陥りやすい

状態にある高齢者と、その御家族に向け、スマ

ートフォンやタブレット等で介護保険や介護予

防事業に関する情報を手軽に収集、実施できる

ような動画を作成し、視聴していただくことを

目的としております。 

 制作する動画の内容は、１００歳体操などの

介護予防体操や、地域支援事業、高齢者福祉事

業の紹介、介護保険サービス利用に係る申請の

仕方などを予定しております。 

 また、高齢化が進展する中、介護保険サービ

スを円滑に提供するためには、継続的な介護従

事者の人材確保も課題となっておりますので、

介護事業の魅力発信動画も制作する予定です。 

 基本的には、職員が撮影や編集を行うものと

し、その際に必要となるカメラやパソコン等、

合わせて備品購入費として３３万９，０００円

を計上しております。 

 また、専門的な編集技術が必要な動画につき

ましては、コンセプトの打ち合わせに始まり、

動画の撮影、編集作業、成果物の制作までを事

業者に委託できるよう、委託料３７万４，００

０円を計上させていただきました。 

 内訳は、動画１本当たり１８万７，０００円

とし、２本の制作を想定しております。 

 なお、これらの経費につきましては、財源と

して新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金の活用を考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） よりスピーディーに、

そして分かりやすく情報発信をする一つのツー

ルとしての動画であるというふうに理解できま

したが、どんなにすばらしい、分かりやすい動

画ができても、その動画の存在を周知、アピー

ルすることも必要だと思いますけれども、市民

の皆様には、その辺はどのようにアピールして

いくのか、それを再質問させていただきます。 

○議長（寺田公一君） 長寿政策課長。 

○長寿政策課長（谷本裕子君） 長寿政策課長、

川村議員の再質疑にお答えいたします。 

 制作した動画の周知方法につきましては、市

公式ユーチューブ「みてや！ＳＵＫＵＭＯ!!」

に掲載した後に、公式ホームページやフェイス

ブック、ライン等のＳＮＳにより、周知いたし
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ます。 

 また、紙媒体での周知といたしましては、市

広報紙「広報すくも」掲載を想定しております

が、本議会で御審議いただきますガイドブック

作成業務委託料が議決されましたら、こちらで

も周知してまいりたいと考えております。 

 なお、ガイドブックにつきましては、同じく

議案第５号別冊、令和４年度宿毛市一般会計補

正予算（第２号）、１３ページの第３款民生費、

第１項社会福祉費、６目介護保険費の１２節委

託料として計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 動画の有効な活用を

望んでおります。 

 それでは、次の質疑に移ります。 

 その次のページの１４ページに移ります。 

 第３款民生費、第５項人権政策費、３目児童

館費、１４節工事請負費、正和児童館図書室エ

アコン設置工事費４１万３，０００円。同じく、

正和児童館遊戯室エアコン設置工事費１１６万

２，０００円、こちらの内容と目的について、

御説明をお願いいたします。 

○議長（寺田公一君） 人権推進課長。 

○人権推進課長（川村志保君） 人権推進課長、

５番、川村議員の質疑にお答えいたします。 

 同じく議案第５号別冊、令和４年度宿毛市一

般会計補正予算（第２号）、１４ページ。 

 第３款民生費、第５項人権政策費、３目児童

館費、１４節工事請負費、正和児童館図書室エ

アコン設置工事費４１万３，０００円、及び正

和児童館遊戯室エアコン設置工事費１１６万２，

０００円の増額補正につきましては、現在、正

和児童館の２室には、エアコンが設置されてお

らず、夏場及び冬場の利用に際し、苦慮してい

ることから増額補正をするものです。 

 児童館では、児童生徒が人権学習や交流学習

等を行う子ども会活動をはじめ、キッズスペー

スをつくり、幼児から利用できるような工夫を

したり、そのほかにも、障害のある子供と家族

の居場所づくり事業の「しげちゃんち」等、

様々な事業を活用しているところですが、夏場

は扇風機の利用のみではとても暑く、冬場にお

いても、感染症対策のため開放をしての実施と

なっており、来館者数についても、過ごしやす

い季節と比べ減少し、利用者の健康面も心配さ

れるところです。 

 つきましては、正和児童館の図書室及び遊戯

室に、空気清浄機能のついたエアコンの設置工

事をし、今まで以上に安全安心に、広く有効活

用される施設にするために、上程をさせていた

だいたところです。 

 なお、こちらの事業の財源につきましては、

令和４年度新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用する予定となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 正和児童館が快適に

使えるようにという、エアコンの設置というふ

うに理解できましたが、これからますます暑く

なってまいりまして、エアコンの需要も増えて

まいります。そうすると、毎年、懸念されるこ

とですけれども、どうしても需要と供給のバラ

ンスが崩れて、なかなかエアコンの機器自体が

用意できない。また、取付工事者が大変多忙に

なりまして、なかなか工事が思うように進まな

いというような実態が、毎年報告されるところ

でありますが、この予算が通った場合、取付工

事の進行については、どのようにお考えでしょ

うか。 

○議長（寺田公一君） 人権推進課長。 

○人権推進課長（川村志保君） 人権推進課長、

５番、川村議員の再質疑にお答えいたします。 
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 設置工事の進行予定は、とのことでございま

すが、川村議員の御心配のとおり、新型コロナ

ウイルスの影響もあり、エアコンの納品等の遅

れは懸念材料の一つとなっております。 

 今議会で議決をいただきますと、直ちに施工

伺い等の作業に着手し、取り組んでまいりたい

と考えておりますが、今夏の設置には至らない

ケースも出てくる可能性はあると考えています。 

 その場合につきましても、冬につきましても

苦慮している状況にありますので、夏について

は、隣保館のスペースの利用等の工夫をし、今

年の年末までには、設置完了できるよう、迅速

に取り組んでまいりたいと考えているところで

す。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） どうも御説明ありが

とうございました。 

 正和児童館に関するエアコンの設置について

は、以上となります。 

 次の質疑に移ります。 

 同じ１４ページになります。 

 その下の段になりますが、第４款衛生費、第

１項保健衛生費、２目予防費としまして、７節

報償費、１１節役務費、１２節委託料でござい

ますが、こちら見た限り、新型コロナウイルス

ワクチン接種の４回目の事業に係る予算と思わ

れますけれども、改めましてこの４回目の新型

コロナウイルスワクチン接種事業について、詳

細をお示しください。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、５番、川村議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第５号別冊、令和４年度宿毛市一般会計

補正予算（第２号）、１４ページ。 

 第４款衛生費、第１項保健衛生費、２目予防

費１，９６７万円のうち、新型コロナウイルス

ワクチン接種事業に係る１，９５７万円につい

て、御説明いたします。 

 まず、４回目接種の概要につきましては、昨

日の一般質問の答弁と重複することがございま

すが、対象者やスケジュールと、御説明させて

いただきます。 

 対象者につきましては、４回目接種は重症化

予防を目的として実施することとなっているこ

とから、６０歳以上の方と１８歳以上６０歳未

満の基礎疾患を有する方、及びその他重症化リ

スクが高いと医師が認める方に対して、実施い

たします。 

 対象者数といたしましては、５月２７日現在、

６０歳以上で３回目接種が終了した方が７，７

５０名、１８歳以上６０歳未満につきましては、

３回目接種を終了した方が５，３２５名おられ

ますが、そのうち基礎疾患等を有する方のみが

対象となります。 

 今後のスケジュールとしましては、４回目接

種の接種時期は３回目接種後５カ月以上経過す

ることになっておりますので、５カ月以上経過

する６月下旬から、高齢者施設や沖の島地区の

巡回接種を開始いたします。 

 一般の住民接種は、７月上旬から実施してい

く予定となっております。 

 また、接種方法や予約の方法につきましては、

これまでと同様に、医療機関での個別接種と集

団接種を併用して行い、予約につきましても、

ライン、電話、窓口での予約ができるよう、現

在、準備を進めているところでございます。 

 なお、ワクチンにつきましても、３回目接種

と同様に、武田モデルナ社製及びファイザー社

製のワクチンを使用して、実施いたします。 

 現時点での配分割合は、武田モデルナが全体

の約６割、ファイザーが約４割で供給される予

定となっております。 

 昨日も答弁いたしましたが、できる限り、御
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本人の希望するワクチンを接種していただける

よう、努めてまいります。 

 次に、補正予算の内容につきまして、御説明

いたします。 

 集団接種の実施に伴う医師及び看護師の報償

費９９万円、接種券等、発送費用などの役務費

８０万１，０００円、接種券作成委託料４４０

万円、健康管理システム改修委託料４９万円、

新型コロナウイルスワクチン接種委託料１，２

８８万９，０００円を計上しており、事業費に

つきましては、新型コロナウイルスワクチン接

種対策費国庫負担金及び新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業費国庫補助金として、

全額交付されるものです。 

 なお、計上いたしました補正予算額は、当初

予算で計上しております新型コロナウイルスワ

クチン接種事業関係予算と、４回目接種の実施

に向けて必要な予算を精査した上で、不足見込

となる金額を計上させていただいております。 

 引き続き、市民の皆様に安心して接種してい

ただけますよう、正しい情報の提供と体制整備

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 詳しい御説明、あり

がとうございました。流言飛語に惑わされるこ

とのないよう、市民の皆様には的確な判断で、

ワクチン接種に対応していただきたいと思いま

す。 

 さて、４回目となります今回の事業、これま

での３回の接種事業と何か異なる点がございま

したら、御説明をいただきたいのですが、お願

いいたします。 

○議長（寺田公一君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（松田まなみ君） 健康推進課

長、川村議員の再質疑にお答えいたします。 

 １回目から３回目と大きく異なる点といたし

ましては、２点ございます。 

 １点目としましては、先ほども御説明しまし

たとおり、４回目接種は新型コロナウイルスに

感染した場合に、重症化を防ぐことを目的とし

ておりますので、１８歳以上６０歳未満の方に

ついては、基礎疾患等のある方のみと接種対象

者が限定されることがあります。 

 これまでは、対象となる方全てに接種券等を

発送することができましたが、４回目接種では、

基礎疾患等を有する方の把握ができないことか

ら、対象となり得る３回目接種を終了した方に

対しまして、４回目接種についてのお知らせと、

接種券発行申請書を郵送し、基礎疾患等があり

接種を希望する御本人の申請に基づき、改めて

接種券を郵送する仕組みとなります。 

 ２点目としましては、フジ宿毛店の空きテナ

ントで実施しておりました集団接種につきまし

て、４回目からは、宿毛市役所新庁舎を会場と

して、実施する予定としております。 

 これまでとの変更点につきましては、市民の

皆様がお間違いにならないように、丁寧に広報

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） どうも御説明ありが

とうございました。 

 新型コロナウイルスワクチンの４回目の接種

事業に関する質疑は、以上といたします。 

 それでは、最後の質疑に移りますが、１７ペ

ージとなります。 

 第６款商工費、第１項商工費、２目商工業振

興費、１８節負担金補助及び交付金の地域振興

券換金原資と、２目の商工業振興費について、

御説明を求めます。 

 まず、地域振興券事業につきましては、これ

までも何度か取り組んできた事業でありますけ

れども、これまでの地域振興券事業の換金率は
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どのようであったか、お示しください。 

○議長（寺田公一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君） 商工観光課長、

川村議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第５号別冊、令和４年度宿毛市一般会計

補正予算（第２号）、１７ページでございます。 

 第６款商工費、第１項商工費、２目商工業振

興費。２目トータルで１億１，３１１万９，０

００円の補正を計上させていただいております。 

 内容につきましては、宿毛市コロナ対策地域

振興券事業となっておりまして、質問の内容は、

過去に実施をした地域振興券事業の換金率とい

うことであったかと思います。 

 過去に２回、マイナンバーカード普及促進を

図るために、インセンティブ事業といたしまし

て、地域振興券事業を実施してまいりました。 

 令和２年度に実施をいたしました宿毛市マイ

ナンバーカード普及率向上事業における地域振

興券事業の換金率でございますが、発行額、１

億３，０７５万円に対しまして、換金率は９８．

６５％となっております。 

 また、令和３年度に実施をいたしました宿毛

市マイナンバーカード交付率向上事業における

地域振興券事業の換金率は、発行額６，８６３

万円に対しまして、９８．５％となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） ２回の事業とも、高

い換金率で、地域経済に大変大きな影響を及ぼ

す、いい事業だと思っておりますが、さて２回、

これまで地域振興券事業を行ってまいりました

が、利用者、つまり市民の皆様からの御意見や

御要望、また地域振興券の取扱店などの御感想

とか、そういった意見が寄せられていることが

ありましたら、お聞かせをいただきたいのです

が、お願いいたします。 

○議長（寺田公一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（長山敏昭君） 商工観光課長、

再質疑にお答えをいたします。 

 これまで実施してまいりました地域振興券事

業について、市民並びに取扱店舗の皆様の意見、

要望等があったかという御質問だったかと思い

ます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響は、事業者

をはじめ、多くの市民の皆様にまで及び、消費

の低迷や収入の減少に苦しむ方が多数おられま

した。 

 このような厳しい状況下において、実施をい

たしました地域振興券事業でございますが、地

域振興券を受け取られた多くの方から、経済的

にも非常に助かったというお声をいただいてお

ります。 

 また、消費の低迷により苦しむ事業者の皆様

からも、売上が増加したとのお声や、またこの

事業をきっかけとして、初めて来店してくださ

るお客さんもいたというふうな喜びの声も届い

ております。 

 おおむね好評であったものというふうに認識

をしております。 

 また、改善してほしいという点につきまして

は、地域振興券のつづりについて、取扱店舗よ

り、地域振興券の表紙と、地域振興券自体のデ

ザインが似通っていたので、間違いやすいとい

うふうな御意見もございましたので、この点に

つきましては、今回の地域振興券事業で改善を

図りたいと考えています。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ５番川村三千代君。 

○５番（川村三千代君） 課長、御説明ありが

とうございました。 

 私の質疑は以上といたします。ありがとうご

ざいます。 

○議長（寺田公一君） 以上で、通告による質
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疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第１号から議案第４号まで」の４議案に

ついては、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第１号から議案第４号まで」

の４議案は、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 ただいま議題となっております「議案第５号

から議案第１１号まで」の７議案は、お手元に

配付してあります議案付託表のとおり、それぞ

れの所管の委員会に付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案等審査のため、６月１６日、６月１７日

及び６月２０日、６月２１日は休会いたしたい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、６月１６日、６月１７日、６月２０

日、６月２１日は休会することに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ６月１６日から６月２１日までの６日間休会

し、６月２２日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時３３分 散会 
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議 案 付 託 表 

                              令和４年第２回定例会  

付託委員会 議 案 番 号       件               名 

予 算 決 算 

常任委員会 

（ ４件） 

議案第 ５号 

議案第 ６号 

議案第 ７号 

 

議案第 ８号 

令和４年度宿毛市一般会計補正予算について 

令和４年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

令和４年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい

て 

令和４年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

総 務 文 教 

常任委員会 

（ ２件） 

議案第 ９号 

 

議案第１０号 

宿毛市津波避難タワーの設置及び管理に関する条例の制定につ

いて 

宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

産 業 厚 生 

常任委員会 

（ １件） 

議案第１１号 宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例について 
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令和４年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１ 議事日程 

    第１６日（令和４年６月２２日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号から議案第１１号まで 

      （議案第１号から議案第４号まで、討論、表決） 

      （議案第５号から議案第１１号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

   第２ 委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号から議案第１１号まで 

   日程第２ 委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１３名） 

   １番 今 城   隆 君     ２番 堀     景 君 

   ３番 三 木 健 正 君     ４番 川 田 栄 子 君 

   ５番 川 村 三千代 君     ７番 髙 倉 真 弓 君 

   ８番 山 上 庄 一 君     ９番 山 戸   寛 君 

  １０番 岡 﨑 利 久 君    １１番 野々下 昌 文 君 

  １２番 松 浦 英 夫 君    １３番 寺 田 公 一 君 

  １４番 濵 田 陸 紀 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        黒 田   厚 君 

   次長兼庶務係長 
   兼 調 査 係 長 

奈 良 和 美 君 

   議 事 係 長        桑 原 美 穂 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 平 富 宏 君 

   副 市 長  岩 本 昌 彦 君 

   企 画 課 長  上 村 秀 生 君 
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   総 務 課 長 兼 
   選挙管理委員会事務局長 

桑 原   一 君 

   危機管理課長  有 田 巧 史 君 

   市 民 課 長  岡 本   武 君 

   税 務 課 長  山 岡 敏 樹 君 

   会計管理者兼 
   会 計 課 長 

佐 藤 恵 介 君 

   健康推進課長  松 田 まなみ 君 

   長寿政策課長補佐  田 中 博 幸 君 

   環 境 課 長  谷 本 和 哉 君 

   人権推進課長  川 村 志 保 君 

   産業振興課長  岩 本 敬 二 君 

   商工観光課長  長 山 敏 昭 君 

   土 木 課 長  澤 田 英 典 君 

   都市建設課長  小 島 裕 史 君 

   福祉事務所長  朝比奈 淳 司 君 

   水 道 課 長  川 島 義 之 君 

   教 育 長        鎌 田 勇 人 君 

   教 育 次 長 兼 
   学校教育課長 

和 田 克 哉 君 
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午前１０時０１分 開議 

○議長（寺田公一君） これより本日の会議を

開きます。 

 この際、議長より報告いたします。 

 地方自治法第１８０条第２項の規定による市

長の専決処分事項の報告につきましては、お手

元に配付しているとおりであります。 

 日程第１「議案第１号から議案第１１号まで」

の１１議案を一括議題といたします。 

 これより、議案第１号「固定資産評価審査委

員会委員の選任につき同意を求めることについ

て」、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第１号」は、これに同意することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第１号」は、これに同意する

ことに決しました。 

 これより、議案第２号「人権擁護委員候補者

の推薦につき意見を求めることについて」討論

に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第２号」は、これに同意することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第２号」は、これに同意する

ことに決しました。 

 これより、議案第３号「人権擁護委員候補者

の推薦につき意見を求めることについて」討論

に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第３号」は、これに同意することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第３号」は、これに同意する

ことに決しました。 

 これより、議案第４号「人権擁護委員候補者

の推薦につき意見を求めることについて」討論

に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 「議案第４号」は、これに同意することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、「議案第４号」は、これに同意する

ことに決しました。 

 これより「議案第５号から議案第１１号まで」

の７議案について、委員長の報告を求めます。 

 予算決算常任委員長。 

○予算決算常任委員長（川村三千代君） 

 おはようございます。予算決算常任委員長。

ただいまから、本委員会に付託されました「議

案第５号から議案第８号まで」の４議案につい

て、審査の概要とその結果を御報告いたします。 
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 議案の審査に当たりましては、効率的な審議

を行うため、本委員会を２つの分科会に分け、

６月１６日、１７日の２日間にわたり審議を行

いました。 

 その後、６月２１日に意見調整のための全体

委員会を開催し、各分科会の主査の審議結果の

報告と質疑を経て、意見調整を行った結果、本

委員会に付託されました議案４件につきまして

は、原案を適当と認め、可決すべきものと決し

ました。 

 以下、分科会における主な審査概要について、

御報告いたします。 

 まず、第１分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

 議案第５号別冊、令和４度宿毛市一般会計補

正予算（第２号）の１２ページ。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、１５目防

災対策費、１２節委託料、津波避難タワー工損

事後調査委託料７７４万４，０００円について

であります。 

 本件は、避難タワーの建設工事に伴う地盤変

動により生じた建物等の損傷に関する調査とな

っており、工事前に調査したタワー周辺の２５

棟の建物について、工事に伴い影響があると申

し出があった世帯を対象に、工事前との変化を

調査し、公平に判断するものであります。 

 なお、調査対象となっている２５棟のうち、

９棟から申出を受けております。 

 本件に対し、委員からは、申出のあった建物

では、どのような被害が出ているのか、との質

問があり、執行部からは、被害が確定している

ものではなく、今後、事前の調査と比較して、

どのような変化があるのか、公平に判断するた

め専門業者へ委託し、調査を行おうとするもの

である、との回答がありました。 

 続きまして、同じく１２ページ、第２款総務

費、第１項総務管理費、２７目デジタル田園都

市国家構想推進交付金事業費、１２節委託料の

スーパーアプリ導入業務委託料６４９万円、及

びデジタル支援活動等委託料、７２９万円につ

いてであります。 

 本件は、岩手県紫波郡紫波町で既に運用され

ているスーパーアプリをモデルとして、宿毛市

版スーパーアプリを導入しようとするものであ

ります。 

 宿毛市版スーパーアプリは、市民が受けられ

るデジタルサービスを一括で掲載するものであ

り、既存の宿毛市防災アプリや、本事業で新た

に実装する健康アプリや、オンライン診療、マ

イナンバーカードを用いてオンライン手続を可

能にするマイナポータルなど、様々な行政のデ

ジタルサービスを集約して、ナビゲートするも

のとなっております。 

 なお、本事業は、デジタル田園都市国家構想

推進交付金や、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金などを充当し、実質的に市

の負担はないものとする予定となっております。 

 本件に対し、委員からは、事業期間は令和４

年７月からとなっており、市民が活用する場合

の支援を委託するとあるが、サポートの窓口は

どこになるのか、との質問があり、執行部から

は、企画課が窓口となり対応を行う、との回答

がありました。 

 また、委員からは、オンラインで医療情報を

共有することは、情報漏えいの可能性があると

思うが、何らかの対応を考えているのか、との

質問があり、執行部からは、個人情報がデータ

上でやりとりされることになるため、はたまる

ねっとの改修と併せて、セキュリティー部分は

しっかり指導していきたいと考えている、との

回答がありました。 

 本件に関し、委員から、アプリ等の導入に当

たっては、情報漏えいなど問題が起こる場合が

あるので、関係者が確かなセキュリティー対策
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を意識した上で、業務に当たっていくよう努め

てほしい。 

 また、新しい事業で手探りのところもあると

思うが、広く様々な事例を見ながら、宿毛市に

とって一番いい状況で運用していただけるよう

に工夫すると共に、市民が十分活用できるよう、

支援を行っていただきたい、との意見がありま

した。 

 続きまして、議案第６号別冊、令和４年度宿

毛市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）の８ページ。 

 第２款保険給付費、第６項傷病手当金、１目

傷病手当金、１８節負担金補助及び交付金、傷

病手当金５０万円についてであります。 

 本件は、国保被保険者の中で、被用者、つま

り給与の支払いを受けている者に限り、新型コ

ロナウイルス感染症に感染した、もしくは、発

熱等の症状があり、感染が疑われたことにより、

労務に服することができない者を対象とし、支

給するものであります。 

 本件に対し、委員からは、対象人数はどれく

らいを想定しているのか、との質問があり、執

行部からは、想定は難しいが、昨年度までの実

績は２件となっており、金額は約６万８，００

０円である、との回答がありました。 

 また、委員からは、利用が少ないと感じるが、

周知しているのかとの質問があり、執行部から

は、改めて来月号の広報において、本制度を周

知する予定である、との回答がありました。 

 次に、第２分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

 議案第５号別冊、令和４年度宿毛市一般会計

補正予算（第２号）の１３ページ。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、２７目デ

ジタル田園都市国家構想推進交付金事業費、１

８節負担金補助及び交付金、宿毛市地方デジタ

ル基盤整備事業補助金７，７８５万円について、

御報告いたします。 

 本件は、第１分科会の報告にも含まれており

ました、岩手県紫波郡紫波町で既に運用されて

いるスーパーアプリをモデルとして、宿毛市版

スーパーアプリを導入するものであります。 

 宿毛市版スーパーアプリは、市民が受けられ

るデジタルサービスを一括掲載するものとなっ

ており、様々な行政デジタルサービスを集約し

て、ナビゲートするものとなっております。 

 スーパーアプリで新たに実装する健康アプリ

については、幡多地域で既に運用がされている

医療・介護情報連携システム、はたまるねっと

と連携をすることにより、医療機関等の処方や、

検査結果などの医療データを参照でき、また処

方や検査データは一定期間の履歴がアプリ内に

保存されるため、大規模災害時に起こり得るオ

フライン環境下でも、参照が可能となっており

ます。 

 この事業では、はたまるねっとの改修により、

特別なアプリをダウンロードすることなく、オ

ンライン診療を利用できる環境の構築を行う予

定であります。 

 なお、本事業の財源として、デジタル田園都

市国家構想推進交付金や、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金などを活用し、

実質的に市の負担はないと予定しております。 

 委員からは、このサービスを受けるに当たり、

市民が行う作業としては何が必要になるのか、

との質問があり、執行部からは、スーパーアプ

リをダウンロードすることで、既存の宿毛市防

災アプリや健康アプリが一括掲載される。また

健康アプリは、はたまるねっとの改修により、

新たな機能が実装される予定である。はたまる

ねっとは、医療機関、介護施設などで情報連携

のシステムが既に構築されており、書面で同意

をもらう運用をしているため、はたまるねっと

に加入していない方は、まず医療機関等ではた
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まるねっとに登録、同意することが必要になっ

てくる、との回答がありました。 

 また、委員からはマイナンバーカードを取得

し、はたまるねっとに登録するのかとの質問に

対し、執行部からは、マイナンバーカードの連

携と、はたまるねっとの登録は別で、マイナン

バーカードとはたまるねっとのひもづけは義務

ではない。分かりづらいと思うので、できれば

スーパーアプリ、健康アプリ、マイナンバーカ

ード等、一括で利用促進したいと考えている。 

 アプリをダウンロードしてもらうことを、市

民に周知していく方向で考えている、との回答

がありました。 

 これに対し、委員からは、スマホを持ってい

ない方や、持っていても機能を使いこなせてい

ない方などもいる。スーパーアプリを実施して

も、利用できる環境が必要だと考える。 

 また、このスーパーアプリの活用において、

窓口を設けるなど、利便性を享受する体制を構

築できるようにしていただきたい、との意見が

ありました。 

 続いて、１３ページ。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、６目介護

保険費、１８節負担金補助及び交付金、介護人

材定着支援金２９１万４，０００円についてで

あります。 

 本予算は、新型コロナウイルスの感染拡大に

より、介護事業所においても、感染対策などの

負担が非常に増大していることから、離職に至

るケースも散見されており、介護事業所が継続

して運営ができることを目的として、支援金を

支給するものであります。 

 介護人材定着支援金の事業は、２種類あり、

まず、１点目は、新たなヘルパー確保を行うた

めに、常勤雇用に対しては１０万円、非常勤雇

用に対しては、５万円をそれぞれ支給するもの

です。 

 そして、２点目は、在宅介護のケアプランを

作成するケアマネジャーに対しては、既に実施

している就業時の支援金に加え、在籍するケア

マネジャー１名につき、毎月９，０００円を８

カ月間支給するものであります。 

 委員からは、この支援金額で人材の定着が見

込めるのか。もう少し手当が厚ければ、もっと

定着につながるのではないか、との意見があり、

執行部からは、ケアマネジャーがこれで定着に

つながるかどうかと言われれば、なかなか厳し

い面もあり、執行部内でも、類似の意見があっ

た。介護職の離職対策や定着に向けて、この事

業のみでは追いつかない部分もある。 

 今後は、県の補助金事業等を活用して、移住

者の呼び込みや、メンタルヘルス等も含め、併

せて検討していきたい、との答弁がありました。 

 続いて、１４ページ。 

 第４款衛生費、第１項保健衛生費、２目予防

費、１，９５７万円についてであります。 

 本予算は、新型コロナウイルスワクチンの４

回目接種等の実施に伴う補正予算であります。 

 歳出の主な内容は、接種に係る報償費や委託

料、システム改修費や接種券の発行委託料とな

っております。 

 なお、この事業の費用に関しては、国から全

額補助される予定となっております。 

 委員からは、４回目のワクチン接種について、

接種券を送付する際に、接種できる医療機関や

場所を明記すると思うが、今回は、フジ宿毛店

が会場ではないことを記載するなど、市民に分

かりやすく周知していただきたい。 

 また、新庁舎が会場となるが、具体的にどの

場所になるのか、との意見や質問があり、それ

に対し、執行部からは、市役所新庁舎１階にあ

る市民ロビーで行うようにしている。高齢者が

２階、３階に上がって接種するには、体にも負

担がかかるため、ロビーを利用して、土日のみ
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行う計画としている、との回答がありました。 

 続いて、２０ページ。 

 第１０款災害復旧費、第１項農林水産施設災

害復旧費、３目過年度農業施設災害復旧費、２

１節補償補填及び賠償金、高石地区（橋梁）損

害賠償金８６１万２，０００円についてであり

ます。 

 本予算は、令和３年７月１８日の集中豪雨に

より、高石地区の災害復旧工事において、仮桟

橋の損傷、及び覆工板流出や仮設ヤードの土砂

流出により、被害が出たことによる損害賠償金

であります。 

 １８日に記録した時間最大７７ミリの雨量は、

既設護岸を越流して、低内地の農地全面が浸水

に至るほどの集中豪雨であり、前後の雨量と比

較しても、突発的な雨量であったことから、建

設工事請負契約書第３０条、不可抗力による損

害を適用し、損害費用の一部を負担しようとす

るものであります。 

 委員からは、田畑に被害が起きたことによる

補償なのか、との質問があり、執行部からは、

橋梁自体は既に完成しており、その工事の途中

で川を渡るための仮桟橋をつけていたが、７月

１８日の雨によって、仮桟橋の覆工板が流れた

り、鋼橋に木材がぶつかって損傷したことは、

業者の責ではないと判断した。 

 これらに対する費用についての損害補償は、

業者に対して支払われるものである、との答弁

がありました。 

 以上で、本委員会に付託されました４議案に

ついての審査結果の報告を終わります。 

○議長（寺田公一君） 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（岡﨑利久君） 総務文

教常任委員長、本委員会に付託されました２議

案の審査結果の御報告をいたします。 

 議案第９号は、宿毛市津波避難タワーの設置

及び管理に関する条例の制定についてでござい

ます。 

 内容につきましては、三浦公園及び駅前公園

に整備している２基の津波避難タワーの設置及

び管理に関する条例を、地方自治法第２４４条

の２第１項に基づき、制定しようとするもので

ございます。 

 なお、２基のタワーは、本年７月中に引き渡

しとなり、８月から使用できる予定となってお

ります。 

 本件に対し、委員からは、三浦公園の津波避

難タワーは、平常時には施錠していると説明が

あったが、大きな揺れを感知したら自動的に開

錠するというシステムは導入していないのかと

の質問があり、執行部からは、非常時について

は、地震以外も想定できるため、階段とスロー

プ入口の一部を手で割り、そこから鍵を開ける

というものにしている。 

 なお、タワーに設置する備蓄倉庫は、一定の

振動を感知した場合、鍵が開くものとなってい

るとの答弁がありました。 

 また、委員からは、地域活性化のための行事

等に使用する場合に限り、市長の許可を受けて

使用することができるとの条文があるが、どう

いうことを想定しているのかとの質問があり、

執行部からは、四万十市では、津波避難タワー

でイベントを実施している。また、地域の交流

会のような形で使うことも想定されると考えて

いる、との答弁がありました。 

 本件に対し、委員からは、避難を考えたとき

に、タワーを使い慣れていないと、いざ深夜に

避難するとなっても、難しい可能性が高いので、

市民の皆さんにはいろんな形で利用してもらい、

上ることに慣れていただけるような方策を考え

ていただきたいとの意見がありました。 

 議案第１０号は、宿毛市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、昨年度に引き続き、新
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型コロナウイルス感染症の影響により、一定程

度、収入が減少した被保険者に対し、国民健康

保険税の減免を行うために、本条例の一部を改

正しようとするものです。 

 なお、減免の対象については、これまで令和

２年２月１日から令和４年３月３１日までの納

期限を迎える国民健康保険税を対象としていま

したが、これを１年間延長し、令和５年３月３

１日までの納期限を迎える国民健康保険税を新

たに対象とするものでございます。 

 以上２議案につきましては、担当課から詳し

い説明を受ける中で、慎重に審査した結果、い

ずれも原案を適当であると認め、全会一致で可

決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案２件

についての御報告を終わります。 

○議長（寺田公一君） 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（三木健正君） 産業厚

生常任委員長、本委員会に付託されました議案

１件について、審査結果を報告いたします。 

 議案第１１号は、宿毛市介護保険条例の一部

を改正する条例についてでございます。 

 内容につきましては、昨年度に引き続き、新

型コロナウイルス感染症の影響により、一定程

度、収入が減少した被保険者に対して、介護保

険料の減免を行うために、本条例の一部を改正

しようとするものです。 

 以上の議案につきましては、担当課からの詳

しい説明を受け、慎重に審査した結果、全会一

致をもって可決すべきものと決しました。 

 以上、本委員会に付託されました議案１件に

ついての報告を終わります。 

○議長（寺田公一君） 以上で、委員長の報告

は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第５号」について、討論に入

ります。 

 討論の通告がありますので、順次、発言を許

します。 

 ４番、川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） 私は、議案第５号別冊、

令和４年度一般会計補正予算（第２号）、新型

コロナウイルスワクチン接種関連の１，９５７

万円の予算に対し、反対の立場で討論をいたし

ます。 

 この予算は、新型コロナワクチン接種４回目

が５月２５日から開始となり、ワクチン接種に

備える予算であります。 

 国は、接種による死亡者が出たら、約４，０

００万円の補償をする。２回接種すれば、マス

クも外出も自由にできる、感染予防もできる。

自分のため、大切な人のために接種を推奨して

きましたが、感染は止まらないと４回目接種を

推奨しています。 

 しかし、ワクチンを作っている現場の方は、

ワクチンを繰り返し打つことは危険である、こ

れは常識と言っています。 

 ワクチンが怖いのは、外に見えなくても、体

の中で何が起きているか分かりません。そのと

き、二、三年後に何が起きるか分からない。２

００９年の子宮頸がんワクチンの例からも分か

ります。 

 いまだにすさまじい不随反応に、本人はもち

ろん、家族の苦しみの日々を過ごしておられま

す。辛くて耐えられません。ワクチンさえ打た

なかったら、こんなことにならなかったでしょ

う。 

 口から入れたものは、その後、排せつされま

すが、血中に入ったら出ることはありません。



 

－ 121 － 

コロナワクチンも同じです。 

 国は、６回目までワクチンを買っています。

２０２０年１２月に特例承認されて以来、厚生

労働省、２０２２年５月１１日発表では、接種

回数、ファイザー、２億１，１４１万７，２９

４回。モデルナ、６，３２２万３，４５３回。

死亡者、１，７１１件、重篤者、６，３００人

となっています。 

 死亡者は接種当日、翌日、翌々日が七、八割

に及ぶと、データが出ているにもかかわらず、

ワクチンとの因果関係は１件も認められていま

せん。これは異常です。 

 ３回目接種で発熱して、二、三日動けなかっ

た。体がずっとだるい。帯状疱疹が出た。足が

痛むなど、これらの医師の診断情報から、全国

的に増えている状況です。 

 帯状疱疹など、年に数人だったが、とても多

いと言っています。接種による副反応で苦しむ

方が後を絶ちません。 

 今回のワクチンは、治験中です。動物ではな

く、人を使った人体実験です。治験中は安全性

も有効性も毒性も分かりません。ワクチンが生

殖機能に影響を与えるという明確な証拠が出て

います。 

 精子の数を減少、自己免疫疾患は増加するな

ど、厚労省報告で、今、１，２９１種類があが

っています。 

 がんのリスクを増加させる論文が、２０２２

年２月２５日、スウェーデン発表がありました。

わずか６時間でヒト肝細胞の核に入る。そうな

ると、体はどうなるかです。 

 遺伝子を血中に入れると、Ｂ型肝炎の方は、

要注意と言われています。体に入ったスパイク

たんぱくは、毒スパイクを作り続け遺伝子を改

変させるので、世代を超えて継続的に作られて

いきます。 

 子供たちの実態の危機管理を持ってすると、

接種について、必要かどうかが分かります。 

 また、ファイザーは、１２歳未満の臨床試験

はしていないとあります。これは表記すべきで

す。自分の遺伝子が書き換えられるという、大

きな局面であります。 

 毎年、大多数が罹患するインフルエンザワク

チンで死亡している方は、２０２０年には３人

の死亡者、副反応は２７７人。２０１９年は５

人の死亡者、副反応は２１１人。２０１８年、

３人の死亡者、副反応は２５０人。２０１７年、

１０人の死亡者、副反応、２９３人。２０１６

年、６人の死亡者、副反応、２４４人。過去５

年のインフルエンザワクチンの有害事象の状況

であります。 

 コロナワクチン副反応は、インフルエンザワ

クチンの３００倍、死亡者は４００倍、コロナ

ワクチン副反応リスクが高く、厚労省が発表し

た死亡者は、これだけいるのに全く報道されな

い、これも異様な状況です。 

 報告されてないものも、たくさんあると聞い

ています。真実が語られていない。特に子供は、

接種を何とかとどまってくれと、全自治体に全

国有志医師の会、１，０００人を超える医師が

訴えています。よほど気持ちがないと、こんな

ことはやらないでしょう。当市にも届いている

はずです。国が言うからではなく、よく調べて

ください。 

 厚労省に公開質問状を出された方がいます。

新型コロナウイルスは、本当に証明されている

か。答えは、ウイルスの存在確認は証明されて

いません。４７都道府県に公開質問状を出すと、

４７都道府県全て、ウイルスの存在は確認証明

されていません、という同じ文書が返ってきま

す。 

 存在証明ができないものを、なぜワクチンが

つくられるか、と思うのがまず一番です。 

 存在確認ができないこと自体が、ワクチンを
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つくる能力がありません。もとになる病原体の

ウイルスの特定がしっかりしていないと、何を

標的にしているか、根本を問われかねない問題

です。 

 では、今のワクチン、何でできているか。コ

ンピューターで解析してつくられたⅿＲＮＡと

いう人工的な、病気治療的な拡散。ワクチンの

中に酸化グラフェンがあると、事実が証明され

ています。 

 血中にある酸化グラフェンが血球を破壊する

から、血液がどろどろになり、やがて血腫にな

ると分かっています。 

 多くの理由が分かっているのに、なぜ打つで

しょう。政府の目的はどこにあるのでしょう。

どうして何もないのに、打てというのか。コビ

ット１９というウイルスはいない、だから存在

証明できないというのに、ＰＣＲ検査をするよ

うに脅かしてきました。 

 しかも、最も高い４５サイクル値であります。

ＷＨＯが奨励しているのは、２５サイクルで、

この４５サイクルというのは、２５サイクルの

１万倍にも相当するという結果ですので、どん

どん擬陽性が出ています。 

 また、全国の医師のもとへ、インフルエンザ

のキットは使うなと、文書が来ています。全て

ＰＣＲ検査でやるということ。これも異常です。 

 ワクチン科学者が、コロナワクチンを打つな

と叫びましたが、世の中は一切、無視しました。

情報から全て消えました。 

 政府は、ワクチンを打つことを目標にした、

ここに厚労省への質問と応答があります。 

 厚労省へ質問。健康な人が接種後、感染を予

防するどころか、死んでいるのはなぜでしょう。

なぜやめないか。 

 厚労省の応答は、ワクチン接種は感染を予防

するものではない。接種は、情報を収集するも

の、全国に配付した接種期限が、２０２２年２

月２８日まであるので使える。 

 死亡や重篤者の情報収集に協力してもらう期

限までやる。感染規模は明らかになっていない

と、配付した接種券の説明書に記載がある。 

 厚労省は、接種された方は協力者という認識

です、とあります。全くおかしいと、市民が気

づく内容です。 

 さらに驚くのは、２０１９年９月１８日、武

漢で、その１カ月後、１０月１８日、ニューヨ

ークで、世界経済フォーマル財団が世界各国の

政府の厚労関係者、大手製薬会社を集めて、新

型コロナウイルス感染症が来年はやるから、と

今回の動きそっくりの経過報告とシミュレーシ

ョンを行い、既に相談会で「コビット１９」と

名称がついていました。 

 世界で今の状態と全く同じ状況でやると、文

書も残っています。 

 政府要人は、今、何が起きているか、全てを

知っています。感染問題は、政治問題で別に大

きな問題があるということでしょう。 

 安倍総理は退任する直前、４月２７日、田原

総一郎との対談で、第３次世界大戦は核戦争と

思ったが、感染症との戦いで、今、第３次大戦

中と、はっきり言っています。 

 菅元総理は、３月２３日、記者の質問、感染

者の数について、どのように分析しているかに

ついてお聞きいたしました。 

 菅総理は、きょうの数字は皆さん御承知と思

うが、人口が減少している、そうした効果は出

始めているのではないか。コロナ騒動の真の目

的を思わずしゃべったのではないかと思われま

す。 

 国会議員は、接種しなくてもよいと、法律が

通過していますが、１０％の方は接種したらし

いと、話が入っています。 

 ロシア公共放送は、日本のＮＨＫに当たりま

すが、新型コロナワクチンは、人口削減に使用



 

－ 123 － 

するとしている、気をつけろ。ウクライナの生

物兵器を出すよりも早く、ロシア公共放送は発

表しています。 

 ブラジルの大統領も、同様の発信をしている

ことは確認されています。 

 日本はなぜそうならないのでしょう。今、起

こっていることは、世界的犯罪であります。 

 今、何も起こっていないと思うでしょうが、

ニュルンベルク裁判が始まろうとしています。

戦後、東京裁判と同じ、ドイツで起こった、そ

れが新しくなった裁判で、１０万２，０００人

の弁護士、６，０００人の研究者で証言をして、

ワクチンを打った人、勧めた人、政治家、打っ

た医師、看護師などに、裁判をしようと可能性

の動きが始まっているので、裁判が始まるのは

時間の問題です。 

 厚労省によるデータ改ざん問題がありました。

名古屋大学名誉教授、小島教授でしたか、海外

との乖離があると指摘され、国会議員を通じて、

国会でも審議された問題です。 

 接種日不明の接種者が未接種者に扱われ、未

接種者が感染を増やしていると、恐怖と不安を

与え、接種勧奨が勧められました。 

 個人で接種を判断していく大事な指標であり

ます。しかし、指摘後、４月１１日から未接種

者のデータが逆転し、接種者は接種歴不明に分

類されず接種している人に入れると、接種者が

より感染しているとなり、海外で問題になって

いる状態と日本の評価がほぼ同じになったこと

に、トリックがあったのではないかと、現実が

見受けられました。 

 接種が先行しているイスラエルは、４回目は

接種、ほぼ終わっています。接種するほど感染

爆発、死者が増加している状態です。ワクチン

は何度も打つと感染爆発すると、世界が証明し

ていることです。日本はそれを追いかけている

状態なので、気をつけることです。 

 予防接種法第２条では、疾病の予防に有効で

あることが確認されたワクチンを、人体に接種

することを予防接種法で認可しています。そう

いう意味では、予防に有効であるかないか、法

律上、成立するか、大きな案件になっていきま

す。 

 基本的に、法律の規範という根底のみは、国

がいうからする、予算がつくからやらなくては

ならないではなく、基礎自治体は最後の砦です。

一体、今、何が起こっているか、これで本当に

正しいか、しっかりチェックして、市民の命を

守っていく、それが公僕の最も大切な姿と私は

思います。 

 予防効果から重症化予防に、接種する目的を

言い換えて、言い換えて、今日まできていると

思います。本当によく考えていただきたい。 

 当初、ワクチンさえ接種すれば感染が予防さ

れる。その状況がどんどん崩れて、２回やって

も３回やっても、今度は４回目に入っていく。

一体どこまでやるんだと言いたくなる。その視

点を持って、しっかり考えて、いま一度、市民

の安全安心、命を優先させていく気持ちがなけ

ればならないと思います。 

 また、異物混入ということで死者を出しまし

たが止まりません。このワクチンは、何か変だ

と考えない自分がおかしい。自分自身の思いを

疑うことが大事です。 

 コロナワクチン以外で、薬事承認後に有効期

限が延長になることなど、今までにあったでし

ょうか。厚労省に問い合わせても、きちんとし

た回答はありません。あれば、すぐ回答はある

はずです。めったにないことです。 

 製薬会社の言うことをうのみにして、有効期

限を改変するなど、ちょっと調べただけでもあ

りません。 

 ２００９年に（Ａ／Ｈ１Ｎ１）豚インフルエ

ンザでも、今と全く同じことが起こって、日本
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は海外から輸入したワクチン２１４億円を期限

切れで１本も打たず廃棄しました。 

 喫緊では、ナイジェリアは欧米からプレゼン

トされたワクチン、１００万回分を２０２１年

１１月２３日、全量廃棄いたしました。期限切

れは基本、人間に打ってはいけないのが今まで

のセオリーでした。 

 ワクチン公衆衛生の中で、最も気をつけなけ

ればならないのは、被害があってはならない、

人の体を傷つけてはならないという、細心の思

いで進めていくことが本来の姿であると考えま

す。 

 超過死亡の人口動態統計、厚労省発表、３月

分が出ました。 

 令和３年２月、１万９，４９０人の増加です。

令和４年３月、１万５，９９２人の増加です。

１カ月でこれだけです。２０２１年は全体の１

年で６万７，７４５人の超過死亡で戦後最多で

したが、２０２２年はこれをさらに超えること

は間違いなさそうです。 

 交互接種の問題も、ファイザー、モデルナ添

付書に他の物を接種した場合、有効性、安全性

は確立されていないとあります。そこが規準で

す。つくってもない人たちが、安全だと言って

いるのは、おかしい。その結果、多くの犠牲者

が出ました。死亡者もたくさん出て、若い方も

亡くなっています。 

 公衆衛生行政では、健康な人を害してはなら

ない、この基本に立ち返るべきです。 

 また、献血についても、ファイザー、モデル

ナは４８時間後、アストラゼネカは６週間後か

ら可能としていますが、献血もよく考えていか

ないといけないです。 

 海外では、コロナの治療にこの献血を使って

はいけないと、赤十字では発表しています。今、

臨床試験の継続中で、第３層試験中です。普通

なら臨床試験の観察期間が終了するまでは、献

血など絶対駄目で、やったことはありません。

なぜ危険なのか、詳細に書かれています。 

 ワクチン由来のスパイクたんぱくが、生成さ

れる中に抗体が含まれる。また、有害物質が見

受けられるとあり、添付資料に、受血者に健康

被害が危惧される。輸血はできませんと言って

います。 

 血液製剤のリスクがある現状なので、気をつ

けなければなりません。気づかなければ郭清は

しません。 

 子供については、親の責任があります。将来、

子供たちから責められないように、未来の子供

たちのために、後悔することのない人生のため

に、真実を知っていない人に気づかすことは、

私たちの使命と考えます。 

 コロナウイルス感染に影響が少ない子供たち

に、体に悪いワクチン接種を推奨する、マスク

は感染予防するなら、その根拠、エビデンスを

出してと、国立感染研究所、厚労省に問い合わ

せても、感染予防する根拠はないと回答。 

 感染対策があるといって、既に３年目になる

子供たちに、マスクを強制させている教育は、

子供たちのことを本当に考えていると言えます

か。あくまでも任意であって、義務でもないの

に、人権を無視した状況に多くの子供たち、父

兄も悩んでいます。誰かが犠牲になれば終わり

ますか。このことが重要です。 

 ワクチンは体によくない、マスクで酸素濃度

が下がって、体を弱らせる。アルコールは免疫

を弱らせる。子供たちが不安なく、健やかに育

つ環境づくりといえますか。 

 体内に取り込む毒、体内を弱らせる毒、情報

という毒、この毒を解毒したら目覚めます。 

 未来の子供たちを守ってください。大人が気

づかないと子供は守れません。 

 一定の選択をせざるを得ないなら、きちんと

メリット、デメリットを出すべき。選択を誤ら



 

－ 125 － 

ないように、真実を伝えていくことが重要です。 

 このワクチンは、動物実験の経過観察もして

いません。しかも、こんなに大量に、世界初で

す。何が起こるか分からない。接種された方は、

自分の健康管理について、メモをしておいたほ

うがよいと思います。 

 ４回目の接種ということですので、３回目の

接種後の展開がどのような状況か、見て取れる

状態です。市民にこれらの情報をお知らせし、

市民の安心安全を提供し、命をどう守っていく

か、そのことが接種を進めることより大切と考

えます。 

 今していることは、本当に正しいでしょうか。

こんなおかしいことはないほどおかしい。この

まま４回接種を進めることはできません。 

 このほか、いろいろ問題点がありますが、主

な点について申し上げまして、反対討論を終わ

ります。 

○議長（寺田公一君） 暫時休憩いたします。 

午前１０時４７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時２０分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 討論を続行いたします。 

 ４番川田栄子君。 

○４番（川田栄子君） ただいま、私の討論は、

第５号議案に反対する立場で討論を行いました。 

 このことをつけ加えさせていただきます。 

○議長（寺田公一君） １０番岡﨑利久君。 

○１０番（岡﨑利久君） １０番、私は議案第

５号別冊、令和４年度宿毛市一般会計補正予算

（第２号）に、賛成の立場から討論をいたした

いと思います。 

 本議案につきましては、本議会での質疑や予

算決算常任委員会を通じて、慎重に審査をして

まいりました。 

 その結果、最近の物価高騰に苦しむ市民の負

担軽減を図るためのコロナ対策、地域振興券事

業や、学校給食費の負担軽減事業、さらには行

政や医療のデジタル化を推進するためのデジタ

ルヘルスケアによるまちづくり事業など、いず

れも市政発展のために必要不可欠な事業である

と考え、賛成すべきとの判断に至っております。 

 先ほどの反対討論にありましたコロナワクチ

ン接種事業につきましては、ワクチンの速やか

な接種を推進し、新型コロナから高齢者や基礎

疾患を有する市民の健康を守り、一日も早い脱

コロナ社会の実現を図る上で、非常に重要な事

業であると考えております。 

 以上、同僚議員に対し、適切な御判断を求め、

私の賛成討論を終わります。 

○議長（寺田公一君） 以上で、通告による討

論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第５号」について、電子表決

により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決すること

について、賛成または反対のボタンをお押し願

います。 

（電 子 表 決） 

○議長（寺田公一君） 表決漏れはありません

か。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 表決漏れなしと認め、

確定いたします。 

 賛成１１人、反対１人で、賛成多数でありま

す。 

 よって「議案第５号」は、原案のとおり可決

されました。 
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 これより、「議案第６号から議案第１１号ま

で」の６議案について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第６号から議案第１１号ま

で」の６議案を電子表決により一括採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決すること

について、賛成または反対のボタンをお押し願

います。 

（電 子 表 決） 

○議長（寺田公一君） 表決漏れはありません

か。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 表決漏れなしと認め、

確定いたします。 

 全員賛成であります。 

 よって「議案第６号から議案第１１号まで」

の６議案は、原案のとおり可決されました。 

 日程第２「委員会調査について」を議題とい

たします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１１１条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査

に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申出のとおり、閉会中の

継続調査に付することに決しました。 

 以上で、今期定例会の日程は全て議了いたし

ました。 

 閉会に当たり、市長から挨拶の申出がありま

すので、発言を許します。 

 市長。 

○市長（中平富宏君） 閉会に当たりまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

 去る６月７日に開会をいたしました今期定例

会は、本日までの１６日間、議員の皆様におか

れましては、連日、熱心に御審議いただき、御

提案申し上げました１１議案につきまして、原

案のとおり御決定をいただき、誠にありがとう

ございました。 

 今議会を通じましてお寄せいただきました

数々の貴重な御意見や御提言につきましては、

今後さらに検討をいたしながら、市政の執行に

反映させてまいりたいと考えております。 

 これから暑い季節を迎えますので、どうか健

康に御留意されまして、より一層の御活躍をさ

りますことを御祈念申し上げまして、閉会の御

挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（寺田公一君） 以上で、市長の挨拶は

終わりました。 

 これにて、令和４年第２回宿毛市議会定例会

を閉会いたします。 

午前１１時２９分 閉会 

 



 

－ 127 － 

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

              宿  毛  市  議  会  議  長                  寺 田 公 一 

 

 

              宿 毛 市 議 会 副 議 長                  髙 倉 真 弓 

 

 

                          議 員   三 木 健 正 

 

 

                          議 員   川 田 栄 子 
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                                令和４年６月２１日  

 宿毛市議会議長 寺 田 公 一 殿 

 

                        予算決算常任委員長 川 村 三千代 

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第 ５号 令和４年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適 当 

議案第 ６号 
令和４年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予

算について 
原案可決 適 当 

議案第 ７号 
令和４年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正

予算について 
原案可決 適 当 

議案第 ８号 
令和４年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算に

ついて 
原案可決 適 当 
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                                令和４年６月１６日  

 宿毛市議会議長 寺 田 公 一 殿 

 

                        総務文教常任委員長 岡 﨑 利 久 

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第 ９号 
宿毛市津波避難タワーの設置及び管理に関する条例

の制定について 
原案可決 適 当 

議案第１０号 
宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 
原案可決 適 当 
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                                令和４年６月１７日  

 宿毛市議会議長 寺 田 公 一 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 三 木 健 正  

 

委員会審査報告書 

 

  本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第１１号 宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 
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                                令和４年６月１６日  

 宿毛市議会議長 寺 田 公 一 殿 

 

                        総務文教常任委員長 岡 﨑 利 久 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

  

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

      （２） 行政機構の状況について 

      （３） 財政の運営状況について 

      （４） 公有財産の管理状況について 

      （５） 市税等の徴収体制について 

      （６） 地域防災計画について 

      （７） 教育問題について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                令和４年６月１７日  

 宿毛市議会議長 寺 田 公 一 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 三 木 健 正 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

      （２） 商工業の活性化対策状況について 

      （３） 観光産業の振興対策状況について 

      （４） 市道の管理状況について 

      （５） 環境、保健衛生の整備状況について 

      （６） 下水道事業の運営管理状況について 

      （７） 保育施設の管理状況について 

      （８） 介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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                                令和４年６月２１日  

 宿毛市議会議長 寺 田 公 一 殿 

 

                          議会運営委員長 野々下 昌 文  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

      （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

      （３） 議長の諮問に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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一  般  質  問  通  告  表 

                            令和４年第２回定例会    

質問 

順位 
質 問 議 員      質 問 の 要 旨                      

１ 
１２番 

 松浦英夫君 

１ 中山間地域の対策について（市長） 

（１）憲法２５条についての認識について 

（２）健康で文化的な最低限度の生活について 

（３）集落実態調査について 

（４）中間報告の内容と受け止めについて 

（５）今後の行政施策について 

（６）離島等のし尿処理対策について 

（７）沖の島開発促進協議会の陳情について 

（８）延長ホース作業の実態把握について 

（９）対策会議の在り方について 

（10）住民や収集業者対策について 

 

２ 文化財の保護行政について（教育長） 

（１）調査活動に参加しての感想について 

（２）今後の取組について 

２ 
１１番 

野々下昌文君 

１ 給食センター建設事業について（市長） 

（１）資源・資材の高騰する中での現状認識と実施設計について 

 

２ 原油価格・物価高騰など総合緊急対策について（市長） 

（１）生活困窮者支援策について 

  ア 低所得の子育て世帯に対する給付金の対象者数について 

  イ 住民税非課税世帯等に対する給付金の未申請世帯への令

和４年度課税情報を活用した給付金対象者数について 

（２）地方創生臨時交付金の活用について（市長、教育長） 

  ア コロナ対策地域振興券事業・給食材料費高騰対応分に充

てた理由、事業内容について 

  イ 給食費に充てる期間・物価高騰が続く場合の給食費につ

いて 

 

３ マイナポイント第２弾について（市長） 

（１）事業内容とポイント取得の手続について 

（２）マイナンバーカード、マイナポイントの申請・申込期限に

ついて 
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（３）申請に対する高齢者へのサポートについて 

（４）医療機関の取組状況と今後の見込みについて 

 

４ デジタル×ヘルスケアによるまちづくり事業について 

                         （市長） 

（１）急激なデジタル化に対する高齢者対策について 

（２）市内医療機関との連携について 

 

５ がん対策の取組について（市長） 

（１）アピアランスケアの支援について 

３ 
 ７番 

 髙倉真弓君 

１ 希望ヶ丘関連検証について（市長） 

（１）県道からの進入道路について 

（２）庁舎東側一般来客駐車場について 

（３）庁舎内の不備がないかについて 

（４）きぼうが丘保育園の不備がないかについて 

（５）隣接建築予定の国、県関連施設の現況と安全対策について 

 

２ 名誉市民元豊ノ島関の顕彰について（市長） 

（１）名誉市民並びに断髪式について 

（２）井筒親方の今後の活動と豊ノ島杯について 

 

３ コロナにおけるイベント活動について（市長、教育長） 

（１）産業祭、宿毛マラソンの状況について 

 

４ 令和３年民法・不動産登記法改正について（市長） 

（１）改正内容について 

４ 
 ３番 

 三木健正君 

１ 宿毛市キッチンカー等導入支援事業補助金について 

（市長） 

（１）支援金の申請状況について 

  ア 制度の内容確認について 

  イ 現在の申請及び申請予定件数について 

  ウ 申請の内容について 

（２）補助事業の今後について 
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２ ポストコロナを見据えた市内事業者支援について（市長） 

（１）市内事業者の現状について 

（２）今後の支援策について 

 

３ 地方創生テレワーク交付金活用による企業誘致と移住促進に

ついて                   （市長） 

（１）これまでの移住定住促進事業の実績について 

（２）地方創生テレワーク交付金活用について 

  ア テレワーク交付金に対する宿毛市の現況について 

  イ 地方創生テレワーク推進のメリットについて 

  ウ 地方創生テレワーク推進の課題について 

（３）今後の活用に向けた取組について 

５ 
 １番 

 今城 隆君 

１ 原子力災害への対応について（市長） 

（１）予想しうる被害について 

（２）プルーム到達前の対応について 

（３）プルーム到達後の対応について 

（４）核による破壊的結末を避けるために 

 

２ 戦争遺跡の保存と活用について（教育長） 

（１）県がピックアップした戦争遺跡の保存のあり方について 

（２）戦争遺跡の活用と維持管理について 

 

３ 市庁舎等の高台移転に伴い、寄せられた要望等について 

                        （市長） 

（１）市に寄せられた要望等について 

（２）託された要望について 

  ア 交通手段を持てない高齢者からの相談について 

  イ 保育園の貯水池側のフェンスが低いことについて 

６ 
１０番 

 岡﨑利久君 

１ 移住対策について（市長） 

（１）コロナ禍の移住対策について 

（２）令和２年度・令和３年度の移住者数について 

（３）移住者向け補助金の実施状況について 
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２ 荒瀬山森林公園の整備について（市長） 

（１）荒瀬山森林公園の整備について 

（２）小学生と早稲田大学の連携について 

（３）市民との連携について 

 

３ 事前復興まちづくり計画について（市長） 

（１）復興基本方針（案）作成の構成メンバーについて 

（２）復興基本方針（案）作成の時期について 

（３）検討会のメンバー構成並びに住民の参画する地区の選定に

ついて 

（４）いつまでに、宿毛市事前復興計画を作成するのかについて 

（５）ＵＲ都市機構との連携について 

７ 
 ４番 

 川田栄子君 

１ 新型コロナウイルスの真実と問題について（市長） 

（１）新型コロナウイルスが証明されているかについて 

（２）ＰＣＲ検査は正しく病原体を検出されているかについて 

（３）ワクチン接種後、副反応による事象事例について 

（４）２１年前後の人口動態の変化について 

（５）新型コロナとインフルエンザの罹患比較について 

（６）新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの有害事象

の比較について 

 

２ ワクチンの真実と問題について（市長） 

（１）３、４回目接種状況、５歳から１１歳の接種状況について 

（２）基礎疾患者のリスクの優先される基礎疾患について 

（３）異物混入ワクチンについて 

（４）予防接種法とオミクロン株の関係について 

（５）予防接種法第２条について 

（６）交互接種について 

（７）ワクチンと地方創生交付金の関係について 

（８）接種後の危機管理について 

 

３ マスクの真実と問題について（市長、教育長） 

（１）医療マスクの網目の大きさとウイルス等の大きさの比較に

ついて 

（２）子供のマスクの考査について 

  ア マスクのメリット、デメリットについて 
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  イ 法的根拠について 

  ウ マスク強要について 

  エ マスクの感染予防について 

  オ 体育時、登下校ほか子供のマスク着用の再考について 

（３）マスクの宣言書について 

 

４ 土佐の匠の受賞について（市長） 

 

５ 樺３号線の道路について（市長） 

 

６ 道の駅サニーサイドパーク建設工事費について（市長） 

８ 
 ２番 

 堀  景君 

１ 環境対策について（市長） 

（１）「宿毛でお花おもてなし事業」について 

  ア 事業に対する目的について 

  イ 事業内容について 

  ウ 活動団体の申込数について 

  エ 今後の花のまちづくりについて 

（２）市道について 

  ア 木、雑草の除草・剪定時期と回数について 

  イ 今年度の除草・剪定業務の契約状況について 

  ウ 落下物について 

（３）プラスチックごみについて 

  ア ペットボトルの回収について 

  イ ペットボトルのリサイクルの流れについて 

  ウ プラごみを減らす施策について 

 

２ スポーツ振興について（市長、教育長） 

（１）宿毛運動公園（宿毛市野球場）について 

  ア 雨天練習場について 

  イ 補助グラウンドについて 

  ウ テニスコートについて 

 

３ 観光推進対策について（市長） 

（１）咸陽島公園について 

  ア 整備計画と今後の方針について 

  イ 道路整備について 
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（２）県道沖ノ島循環線について 

  ア これまでの経過について 

  イ 今後の計画について 

 

４ 防災対策について（市長） 

（１）津波避難タワーについて 

  ア 使用方法について 

  イ 耐浪性の有無について 

  ウ 避難人数、備蓄品の有無について 
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令和４年第２回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて 
６月２２日 同  意 

第 ２号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて 
６月２２日 同  意 

第 ３号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて 
６月２２日 同  意 

第 ４号 
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて 
６月２２日 同  意 

第 ５号 令和４年度宿毛市一般会計補正予算について ６月２２日 原案可決 

第 ６号 
令和４年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正

予算について 
６月２２日 原案可決 

第 ７号 
令和４年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補

正予算について 
６月２２日 原案可決 

第 ８号 
令和４年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算

について 
６月２２日 原案可決 

第 ９号 
宿毛市津波避難タワーの設置及び管理に関する条

例の制定について 
６月２２日 原案可決 

第１０号 
宿毛市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について 
６月２２日 原案可決 

第１１号 
宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例につい

て 
６月２２日 原案可決 

 

 

 


